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※「障害」の表記について 

平成23年度の彦根市障害者福祉推進会議で、「障害」を個人の問題としてとらえるのでは

なく、社会によって作られた問題とみなし、社会のあり方を変えていくことが必要だとする「社会

モデル」の考え方に立つことを共通認識した上で、「障害」の表記について議論し、ここでは、

「障害」、「障害のある人」、「障害のある子ども」と表記しています。 
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第１章 はじめに 

１  計画策定の背景と趣旨  

（１）策定の趣旨 

国においては、平成 23年に「障害者基本法」の改正、平成 24年に「障害者虐待防止

法」の施行、平成25年に「障害者差別解消法」の成立などの国内法の整備を進め、障害

のある人に関する初めての国際条約である「障害者権利条約」（平成 18 年 12 月国連

採択）を、平成 26年１月に批准し、その後も障害福祉の向上のための環境整備が行われ

てきました。 

近年では、令和３年に「障害者差別解消法」が改正され、国や自治体だけでなく民間事

業者にも合理的配慮の提供が義務付けられるなど、障害のある人に対する理解や配慮が

より一層求められています。 

また、令和４年には「障害者総合支援法」の改正が行われ、障害のある人や子どもの地

域生活の支援体制の充実や障害のある人の多様な就労ニーズへの対応など、障害のあ

る人や子どもの希望する生活を実現するための各種施策の充実が求められています。 

本市では、「みんながともに支えあい安心して暮らせるあたたかいまち 彦根」を基本理

念とする「ひこね障害者まちづくりプラン（第４期彦根市障害者計画（中間見直し）･第６期

彦根市障害福祉計画･第２期彦根市障害児福祉計画･彦根市成年後見制度利用促進基

本計画）｣を、令和３年３月に策定し障害者施策を推進してきました。 

現行の「ひこね障害者まちづくりプラン」の計画期間が令和５年度で終了となることか

ら、国の障害者基本計画（第５次）や基本指針（第７期障害福祉計画･第３期障害児福祉

計画）を踏まえ、本市の障害のある人や子ども、その家族の状況や意向等を確認し、本市

の障害福祉施策を総合的かつ計画的に進めるために、彦根市障害者計画（第５期）・彦

根市障害福祉計画（第７・８期）・彦根市障害児福祉計画（第３・４期）・彦根市成年後見

制度利用促進基本計画（第２期）の４つの計画を、より一体的なものとする「ひこね障害者

まちづくりプラン 2024」（以下「本計画」という。）を策定し、市民一人ひとりがそれぞれの

個性を認め合い、それぞれに輝き、誰もが安心して暮らすことができる、地域共生社会の

実現に向けた取組をより一層進めることとします。  
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（２）国の動向 

① 障害者基本法改正以降の主な国の動き 

年 事項 概要 

平成23年 障害者基本法の改正 
・｢障害者｣の定義の見直し、「合理的配慮」の概念や

「差別禁止」の明記 

平成24年 障害者虐待防止法の施行 ・障害者虐待の定義、防止策を明記 

平成25年 

障害者総合支援法の施行 
・「障害者自立支援法」の見直し、｢障害者」の範囲に

難病患者等追加、制度の谷間の解消 

障害者優先調達推進法の

施行 
・障害者就労施設等への物品等の需要の推進 

平成26年 障害者権利条約に批准 
・障害者権利条約の批准書を国連に寄託、同年２月

に我が国について発効 

平成28年 

障害者差別解消法の施行 
・障害を理由とする差別的取扱いの禁止 

・差別解消の取組の義務化 

障害者雇用促進法の改正 ・国や自治体における合理的配慮の提供が義務化 

成年後見制度利用促進法

の施行 

・国において成年後見制度利用促進基本計画の策定

および成年後見制度利用促進会議等の設置 

発達障害者支援法の一部

を改正する法律の施行 

・「発達障害者」の定義の改正、「社会的障壁」の定

義の改正 

・国や自治体における相談体制の整備の責務を明記 

平成30年 

障害者雇用促進法の改正 ・障害者雇用義務の対象に｢精神障害者｣を追加 

障害者総合支援法および

児童福祉法の改正 

・自立生活援助の創設、就労定着支援の創設、居宅

訪問型児童発達支援の創設 

・｢高齢障害者｣の介護保険サービスの円滑利用 

・｢障害児｣のサービス提供体制の計画的な構築（「障害

児福祉計画」の策定） 

・医療的ケアを要する｢障害児｣に対する支援 

令和元年 

障害者雇用促進法の改正 

・障害者活躍推進計画策定の義務化（地方公共団

体） 

・特定短時間労働者を雇用する事業主に特例給付金

の支給 

読書バリアフリー法の施行 
・｢視覚障害者｣等の読書環境の整備を総合的かつ計

画的に推進することを目的 

令和２年 障害者雇用促進法の改正 

・事業主に対する給付制度、障害者雇用に関する優

良な中小事業主に対する認定制度（もにす認定制

度）の創設 
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年 事項 概要 

令和３年 

障害者差別解消法の改正 
・合理的配慮の提供義務の拡大（国や自治体のみから

民間事業者も対象に） 

医療的ケア児支援法の施

行 

・医療的ケア児が居住地域に関わらず適切な支援を

受けられることを基本理念に位置付け、国や自治体

に支援の責務を明記 

令和４年 

障害者総合支援法の改正 
・グループホーム入居者の一人暮らしへの移行を支援 

･就労選択支援のサービスを追加 

障害者雇用促進法の改正 

・週10時間以上20時間未満で働く｢精神障害者｣、

｢重度身体障害者｣、｢重度知的障害者｣について、法

定雇用率の算定対象に追加 

障害者情報アクセシビリティ・

コミュニケーション施策推進法

の施行 

・｢障害者｣による情報の取得利用・意思疎通に係る

施策を総合的に推進（障害の種類・程度に応じた手

段が選択可能となる） 

 

② 国の障害者基本計画（第５次）の視点 

国の障害者基本計画（第５次）は、障害者権利条約の理念や社会情勢の変化を踏まえ

つつ、以下の視点に留意しながら施策を進めていくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条約の理念の尊重および整合性の確保 

障害のある人に関する施策の策定や実施

に当たっては、「障害者権利条約」の理念

を尊重し、整合を図る。 

共生社会の実現に資する 

取組の推進 

ＡＩ技術を用いた機器やサービスの利活用

について検討し、積極的な導入を推進する

など、あらゆる場面でアクセシビリティ向上

の視点を取り入れる。 

当事者本位の総合的かつ 

分野横断的な支援 

分野の枠に捉われない関係機関や制度の

連携を通じ、総合的かつ横断的にライフス

テージに応じた切れ目のない支援を行う。 

障害特性等に配慮した 

きめ細かい支援 

障害者施策の推進は、障害特性、障害の

状態、生活実態等に応じた個別的な支援

の必要性を踏まえ、総合的に進めていくこ

とが重要となる。 

障害のある女性、子どもおよび 

高齢者に配慮した取組の推進 

複合的に困難な状況に置かれている場合

があるため、きめ細かい配慮が求められて

いることを踏まえて障害者施策を策定し、

実施する必要がある。 

ＰＤＣＡサイクル等を通じた 

実効性のある取組の推進 

必要なデータを収集し統計の充実を図る

とともに、ＰＤＣＡサイクルの構築や実行、施

策の見直しを図る必要がある。 
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③ 国の基本指針（第７期障害福祉計画･第３期障害児福祉計画）の概要 

新たな国の基本指針のうち、以下の内容について見直しが行われており、それらに留意

し計画策定や施策の推進を行うことになります。 

■基本指針見直しの主な事項 

入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 

 ・重度の障害のある人等への支援に係る記載の拡充 

・障害者総合支援法の改正による地域生活支援拠点等の整備の努力義務化等を踏

まえた見直し 

福祉施設から一般就労への移行等 

 ・一般就労への移行および定着に係る目標値の設定 

・一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用に係る記載の追記 

障害児のサービス提供体制の計画的な構築 

 ・児童発達支援センターの機能強化と地域の体制整備 

・障害児入所施設からの移行調整の取組の推進 

・医療的ケア児等支援法の施行による医療的ケア児等に対する支援体制の充実 

・聴覚障害のある子どもへの早期支援の推進の拡充 

発達障害者等支援の一層の充実 

 ・ペアレントトレーニング等プログラム実施者養成推進 

・発達障害者地域支援マネジャーによる困難事例に対する助言等の推進 

地域における相談支援体制の充実強化 

 ・基幹相談支援センターの設置等の推進 

・協議会の活性化に向けた成果目標の新設 

障害者等に対する虐待の防止 

 ・自治体による障害者虐待への組織的な対応の徹底 

・精神障害のある人に対する虐待の防止に係る記載の新設 

「地域共生社会」の実現に向けた取組 

 ・社会福祉法に基づく地域福祉計画等との連携や、市町村による包括的な支援体制

の構築の推進に係る記載の新設 

障害福祉人材の確保・定着 

 ・ＩＣＴの導入等による事務負担の軽減等に係る記載の新設 

・相談支援専門員およびサービス管理責任者等の研修修了者数等を活動指標に追加 

よりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障害（児）福祉計画の策定 

 ・障害福祉ＤＢの活用等による計画策定の推進 

・市町村内のより細かな地域単位や重度の障害のある人等のニーズ把握の推進 

障害者による情報の取得利用・意思疎通の推進 

 ・障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成等の促進に係る記載の新設 
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（３）滋賀県および本市の動向 

年 県 市 

平成18年  

ひこね障害者まちづくりプラン（彦根市

障害者計画）・彦根市障害福祉計画

（第１期）の開始 

平成19年 障害者福祉しがプランの策定  

平成21年  彦根市障害福祉計画（第２期）の策定 

平成24年 新障害者福祉しがプランの策定 

ひこね障害者まちづくりプラン（彦根市

障害者計画（第３期））・彦根市障害福

祉計画（第３期）の策定 

平成27年 滋賀県障害者プランの策定 

ひこね障害者まちづくりプラン（彦根市

障害者計画（第３期）（中間見直し））・

彦根市障害福祉計画（第４期）の策定 

平成30年 滋賀県障害者プラン【改訂版】の策定 

ひこね障害者まちづくりプラン（第４期彦

根市障害者計画･第５期彦根市障害福

祉計画･第１期彦根市障害児福祉計

画）の策定 

令和元年 
滋賀県障害者差別のない共生社会づく

り条例の施行 
 

令和３年 滋賀県障害者プラン2021の策定 

ひこね障害者まちづくりプラン（第４期彦

根市障害者計画（中間見直し）･第６期

彦根市障害福祉計画･第２期彦根市障

害児福祉計画･彦根市成年後見制度利

用促進基本計画）の策定 

令和６年 
滋賀県障害者プラン2021【改訂版】の

策定 

ひこね障害者まちづくりプラン2024（彦

根市障害者計画（第5期）・彦根市障害

福祉計画（第7･8期）・彦根市障害児福

祉計画（第3・4期）・彦根市成年後見制

度利用促進基本計画（第2期））の策定 
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２  計画の位置付け  

（１）法令の根拠 

彦根市障害者計画 

（第５期） 

（発達支援の取組を含む） 

【根拠法】障害者基本法第 11条第３項 

【内容】彦根市の障害者施策全般にわたる推進の方向性を

示す基本的な計画です。 

【対象】障害者基本法第２条に定義される｢障害者｣・身体

障害・知的障害・精神障害（発達障害含む）、その他の心身

の機能の障害があり、障害および社会的障壁により継続的

に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態に

ある人 

【計画期間】令和６年度～令和 11年度の６年間（中間年の

見直しを実施） 

［発達支援の取組］根拠法：発達障害者支援法第３条 

内容：本市の発達障害のある人や子どもに対して、ライフス

テージに応じて、各分野が連携体制を図り、切れ目のない支

援を行う取組です。 

彦根市障害福祉計画 

（第７・８期） 

【根拠法】障害者総合支援法第 88条第１項 

【内容】障害のある人の地域移行や一般就労への移行につ

いて数値目標を定めるとともに、障害者総合支援法に基づく

障害福祉サービスについて必要量を見込み、その提供方針

を示す計画です。 

【計画期間】令和６年度～令和 11年度の６年間（中間年の

見直しを実施） 

彦根市障害児福祉計画 

（第３・４期） 

【根拠法】児童福祉法第 33条の 20第１項 

【内容】障害のある子どもの地域生活を支援するためのサ

ービス基盤整備等に係る数値目標を定めるとともに、障害

児通所支援等を提供するための体制の確保を定める計画

です。 

【計画期間】令和６年度～令和 11年度の６年間（中間年の

見直しを実施） 

彦根市成年後見制度 

利用促進基本計画 

（第２期） 

【根拠法】成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条 

【内容】成年後見制度の利用促進に向けた取組に係る基本

方針と取組を示す計画です。 

【計画期間】令和６年度～令和８年度の３年間 

※彦根市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画におい

ても同様に、基本方針等を策定します。 
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（２）関連する計画との関係 

本計画は、本市の最上位計画である「彦根市総合計画」の個別計画として位置付ける

とともに、福祉分野の上位計画である「彦根市地域福祉計画」、関連計画である「彦根市

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」「ひこね元気計画 21（健康増進計画・食育

推進計画）」、そして「彦根市いのち支える自殺対策計画」、その他の教育や就労、男女共

同参画など保健福祉分野に限らない様々な生活関連分野にわたる計画、国および滋賀

県の計画と整合を図り策定します。 
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３  計画の期間  

本計画全体の計画期間は令和６年度から令和１１年度までの６か年として、それぞれの

計画に相当する部分については、彦根市障害者計画（第５期）、彦根市障害福祉計画（第

７・８期）、彦根市障害児福祉計画（第３・４期）に相当する部分は令和６年度から令和１１

年度までの６か年、「彦根市成年後見制度利用促進基本計画（第２期）」に相当する部分

は令和６年度から令和８年度までの３か年を計画期間とします。 

また、彦根市障害者計画（第5期）、彦根市障害福祉計画（第７・８期）、彦根市障害児

福祉計画（第３・４期）に相当する部分については、令和8年度に中間年の見直しを行うこ

ととします。 

 

 平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

9年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

ひ こ ね

障 害 者

ま ち づ

く り プ

ラン 

            

[それぞれの計画に相当する部分の計画期間] 

障害者 

計画 

            

障害福祉

計画 

            

障害児福

祉計画 

            

成年後見

制度利用

促進計画 

            

第１期 

第５期 
第７・８期 

［前期（７期）］  ［後期（８期）］ 

※中間年の見直し 

 

 

 

第３・４期 
［前期（３期）］  ［後期（４期）］ 

※中間年の見直し 

 

 

第６期 

第２期 

第３期 第１期 第２期 

第４期 
第５期 

［前期］     ［後期］ 
※中間年の見直し 

ひこね障害者まちづくり 

プラン 

ひこね障害者まちづくり

プラン 2024 
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４  計画の策定体制  

（１）彦根市障害者福祉推進会議・専門委員会・発達支援専門委

員会等での審議 

本計画は、幅広い関係者の参画により策定するため、障害のある人やその家族、障害者

団体代表者、学識経験者、サービス事業者等で構成される彦根市障害者福祉推進会議・

同専門委員会・同発達支援専門委員会および彦根市成年後見制度利用促進基本計画

推進委員会で計画案を審議しました。 

 

（２）福祉に関するアンケート調査の実施 

障害のある人や子どもおよび保護者の生活実態を始め、福祉サービスのニーズ、発達

に関すること、一般市民の意識等について把握し、計画策定の基礎資料として活用するこ

とを目的としてアンケート調査を実施しました。 

 

 

種 別 

福祉アンケート 

（18歳以上） 

福祉アンケート 

（18歳未満） 
市民 

調査対象者 

市内在住の 18 歳以上

の、障害者手帳の交付

を受けている人、自立支

援医療（精神通院）を

受けている人、難病患

者等で障害福祉サービ

スを受けている人 

児童発達支援（療育教

室）などに通う、障害者

手帳の交付を受けてい

る、自立支援医療（精神

通院）を受けている、障

害福祉サービス等を受

けているなどの子どもの

保護者 

市内に在住の 18 歳以

上の人から無作為抽出 

調査期間 令和５年８月２６日（土）～令和５年９月８日（金） 

調査方法 郵送による調査票の配布、郵送による調査票の回収またはＷＥＢでの回答 

WEB調査 有 有 有 

配布数 1,200件 490件 1,000件 

有効回収数 571件 204件 399件 

有効回答率 47.6％ 41.6％ 39.9％ 
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種 別 

発達支援  

（18歳未満）  

発達支援  

（18歳以上）  

調査対象者 
発達障害やその疑いまたはその特

性などがある子どもの保護者 

発達障害やその疑いまたはその特

性などがある方 

調査期間 令和５年８月２６日（土）～令和５年９月８日（金） 

調査方法 郵送による調査票の配布、郵送による調査票の回収またはＷＥＢでの回答 

WEB調査 有 無 

配布数 240件 １２件 

有効回収数 133件 ８件 

有効回答率 55.4％ ６６.７％ 

 

（３）障害者団体・障害福祉サービス事業所へのアンケート調査

の実施 

本市の障害福祉の現状や施策に関する意見、サービスの状況等について把握するため、

市内の障害者団体・障害福祉サービス事業所を対象にアンケート調査を行いました。 

 

調査対象者 

本市市民が利用する滋賀県下の

障害福祉サービス等を提供する事

業所（市内事業所は全て） 

本市を中心に活動する障害者団体 

調査期間 令和５年８月 29日（火）～令和５年９月 12日（火） 

調査方法 郵送による調査票の配布、郵送による調査票の回収 

配布数 137件 ７件 

回収数 79件 ６件 

回収率 57.7％ 85.7％ 

 

（４）市民意見の聴取および反映 

本計画の策定に当たり、計画素案に対して市民から広く意見を聴取するパブリックコメ

ントを実施しました。  
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第２章 障害のある人を取り巻く現状 

１  統計から見る彦根市の状況  

（１）総人口と世帯数 

本市の総人口は、令和元年以降減少傾向で推移し、令和５年に増加しています。年齢

別に見ると、0歳から 14歳は減少している一方、65歳以上は増加しています。 

世帯数は、増加していますが、１世帯あたりの人員数は減少しています。 

 

■総人口および年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：彦根市世帯・人口統計表（各年４月１日現在） 

 

■世帯数および１世帯あたりの人員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：彦根市世帯・人口統計表（各年４月１日現在） 

15,638 15,549 15,278 14,941 14,570 14,147

69,433 69,593 68,984 68,671 68,156 68,519

27,466 27,855 28,294 28,557 28,757 28,827

112,537 112,997 112,556 112,169 111,483 111,493

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

47,105 47,968 48,408 48,908 49,260 50,383

2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

世帯数 １世帯あたり人員

（世帯） （人）
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（２）障害者手帳交付者の状況 

障害者手帳交付者数は、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳が増加しています。 

 

■障害者手帳交付者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年３月末現在） 

（３）身体障害者手帳交付者の状況 

身体障害者手帳交付者数は、4,000人前後のほぼ横ばいで推移しており、令和５年が

3,931人となっています。 

 

■年齢別身体障害者手帳交付者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年３月末現在）  

4,074 4,082 4,117 3,931

1,326 1,384 1,430 1,462

1,026 1,078 1,148 1,238

6,426 6,544 6,695 6,631

0

2,000

4,000

6,000

8,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

（人）

103 99 95 91

3,971 3,983 4,022 3,840

4,074 4,082 4,117
3,931

3.62 3.64 3.69 
3.53 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

18歳未満 18歳以上 人口比

（人） （％）
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等級別の身体障害者手帳交付者数は、１級が最も多く、次いで４級が多くなっています。

１級、３級、５級はやや増加傾向またはほぼ横ばいで推移しています。 

障害の種類別身体障害者手帳交付者数は、肢体不自由が最も多くなっていますが、や

や減少傾向にあります。 

 

■等級別身体障害者手帳交付者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年３月末現在） 

 

■障害の種類別身体障害者手帳交付者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年３月末現在）  

1,202 1,201 1,220 1,167

590 591 576 552

710 716 755 710

1,020 997 992
925

337 354 355
347

215 223 219
230

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

1級 2級 3級 4級 5級 6級

（人）

324 323 327 330

330 328 325 322

47 47 47 42

2,151 2,151 2,131 2,014

1,222 1,233 1,287
1,223

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

視覚障害 聴覚・平衡機能障害 音声・言語障害

肢体不自由 内部障害

（人）
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（４）療育手帳交付者の状況 

療育手帳交付者数は、18 歳以上は増加傾向、18 歳未満はほぼ横ばいで推移してい

ます。 

等級別の療育手帳交付者数は、B2（軽度）が最も多く、増加しています。 

 

■年齢別療育手帳交付者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年３月末現在） 

 

■等級別療育手帳交付者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年３月末現在） 

  

442 452 449 447

884 932 981 1,015

1,326 1,384 1,430 1,462

1.18 
1.23 

1.28 1.31 

0.00

0.30

0.60

0.90

1.20

1.50

0

500

1,000

1,500

2,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

18歳未満 18歳以上 人口比

（人） （％）

187 188 197 198

206 210 213 209

329 345 347 351

604 641 673 704

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

A1（最重度） A2（重度） B1（中度） B2（軽度）

（人）
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（５）精神障害者保健福祉手帳交付者･自立支援医療（精神通院

医療）受給者の状況 

精神障害者保健福祉手帳交付者数は、18歳未満、18歳以上ともに増加しています。 

等級別の精神障害者保健福祉手帳交付者数は、２級が最も多く、全ての等級で増加し

ています。 
 

■年齢別精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年３月末現在） 

 

■等級別精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年３月末現在） 

35 36 41 52

991 1,042 1,107 1,186

1,026 1,078
1,148

1,238

0.91 
0.96 

1.03 
1.11 

0.00

0.30

0.60

0.90

1.20

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

18歳未満 18歳以上 人口比

（人） （％）

46 56 61 66

645 693 731
806

335
329

356
366

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

1級 2級 3級

（人）
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自立支援医療（精神通院医療）の受給者数は、令和２年と比べ令和５年では 362人

増加しています。 

 

■自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年３月末現在） 

 

 

（６）障害福祉サービス等を受ける人の状況 

障害福祉サービスや障害児通所支援の支給決定を受ける人数は年々増加しています。 

 

■障害福祉サービス等支給決定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年３月末現在） 

  

427 450 481 511

867 916 957 992

1,294
1,366

1,438
1,503

0

500

1,000

1,500

2,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

児童（18歳未満） 成人（18歳以上）

（人）

1,603
1,887 1,836 1,965

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）
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（７）難病患者等の状況 

特定医療費（指定難病）受給者数は、増減しながら推移しています。 

小児慢性特定疾患医療受給者数は、令和３年に増加しましたが、令和４年では減少し、

令和５年でも横ばいです。 

 

■特定医療費（指定難病）・小児慢性特定疾病認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：滋賀県（各年３月末現在） 

 

  

809 
914 

872 911 

125 146 127 129 

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

特定医療費（指定難病）受給者 小児慢性特定疾患医療受給者 

（人） 
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（８）特別支援学級・特別支援学校の状況 

特別支援学級在籍者は、小学校、中学校ともに増加傾向で推移しています。 

特別支援学校在籍者は、令和４年度まで増加していましたが、令和５年度に減少しまし

た。 

 

■特別支援学級在籍者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：県教委報告（各年５月１日現在） 

 

■特別支援学校在籍者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：県教委報告（各年５月１日現在） 

  

289 310
358 367

114
124

131 147403
434

489
514

0

100

200

300

400

500

600

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

小学校 中学校

（人）

2 4 5 2

59 62 64 65

31
41 40 42

82
80 83 76

174
187 192 185

0

50

100

150

200

250

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

幼児部 小学部 中学部 高等部

（人）
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２  アンケート調査結果から見る現状と課題  

（１）生活支援・障害福祉サービスについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障害福祉サービスなどを利用する上で困っていること【福祉（18歳以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●地域で生活するための支援として、経済的な負担の軽減を望む人が多い。 

●生活の中で困ることは、外出するときの移動手段のことや日常で必要な事務手続

きを挙げている人が多い。 

●障害福祉サービスなどを利用する上で困っていることは、障害のある人、子どもとと

もにサービスに関する情報が少ないことや、サービス利用の手続きが大変なことと

回答した人が多い。 

●将来の生活について、｢身体｣では経済的なことや病気や健康のこと、｢療育｣では

住み続ける場所のことや介助者がいなくなった時のこと、｢精神｣では経済的なこと

を不安に感じている人が多い。 

●何らかの医療的ケアを受けている人は、障害のある人で２割半ば、障害のある子ど

もで約１割となっている。 

●介助者は、｢介助について精神的疲労が大きい｣と感じている人が２割半ばとなっ

ている。 

●障害のある子どもの保護者が介助や支援について不安なこととして、経済的な負

担が大きいことや適切な介助・支援の方法が分からないこと、何かあったときに介

助・支援を頼める場所がないことなどが、上位の回答となっている。 

●障害のある子どもの重要な取組として、経済的な支援が最も多くなっている。 

●災害のときに困ることとして、投薬や治療が受けられないことやトイレ等の避難場所

の設備について心配する人が多い。 

22.4 

6.3 

15.8 

5.3 

5.4 

3.9 

3.9 

2.8 

7.0 

5.3 

35.6 

23.3 

0% 10% 20% 30% 40%

サービス提供や内容に関する情報が少ない

福祉サービス事業者が少ない

サービス利用の手続きが大変

事業者との日時などの調整が大変

利用できる回数や日数が少ない

サービスの質が悪い

他の利用者との関係について

事業所職員との関係について

利用者負担について

その他

特に困っていることはない

不明・無回答

（n=571）

※身体障害者手帳交付者は「身体」、療育手帳交付者は「療育」、精神障害者保健福祉手帳交付

者は「精神」と記載している。 
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■将来の生活について、不安となる項目 ■保護者の、介助や支援にあたっての不安や 

【福祉（18歳以上）】     困りごと【福祉（18歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.3 

24.0 

23.5 

22.5 

12.7 

7.8 

14.2 

13.2 

23.5 

10.3 

16.2 

25.5 

3.9 

15.7 

5.4 

0% 20% 40%

障害や病気のことがよくわからない

適切な介助・支援の方法がわからない

自分の時間が持てない

（余暇・外出・休養など）

自分の希望する仕事につくこと・

続けることが難しい

介助・支援をする家族自身の

高齢化

介助・支援をする家族自身も

病気や障害がある

本人のほかにも介助・支援が

必要な家族がいる

本人のきょうだい（兄弟・姉妹）にも

本人の介助や支援の負担をかけている

何かあったときに本人の介助・支援を

頼める人（場所）がない

相談できる場所がない

障害のある当事者、家族同士の

情報交換、交流の機会がない

経済的な負担が大きい

その他

特にない

不明・無回答

（n=204）

58.0 

38.2 

18.0 

28.7 

23.1 

1.4 

13.3 

47.6 

12.3 

10.2 

17.9 

27.8 

12.1 

9.5 

12.3 

1.4 

5.4 

8.6 

0% 20% 40% 60% 80%

生活費など暮らしの上での

経済的なこと

介助者がいなくなったときのこと

親身になってくれる

相談相手がいない

住み続ける場所のこと

福祉サービスの内容や

利用料のこと

学校でのことや進学のこと

就職のこと

病気や健康のこと

近所や地域の人間関係のこと

職場や通所施設の

人間関係のこと

夜間などの緊急医療のこと

災害が起こったときの

避難のこと

財産管理のこと

余暇の過ごし方のこと

新型コロナウイルス感染症等

その他

特にない

不明・無回答

（n=571）
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（２）就労・社会参加について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障害のある人の就労支援として必要なこと【福祉（18歳以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■活動を行う場合、問題となること【福祉（18歳以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.5 

22.9 

35.2 

25.4 

42.2 

20.3 

20.7 

41.5 

24.3 

5.1 

24.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

通勤手段の確保

勤務場所におけるバリアフリー等の配慮

短時間勤務や勤務日数等の配慮

在宅勤務の拡充

職場からの障害への理解

職場で介助や援助等が受けられること

就労後のフォロー等職場と支援機関の連携

障害の特性や仕事内容に合った就労支援

仕事についての職場外での相談対応、支援

その他

不明・無回答

（n=571）

41.5 

30.8 

14.7 

11.9 

9.6 

14.4 

10.9 

9.8 

4.2 

21.2 

8.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

健康や体力に自信がない

移動が大変

気軽にできる活動が少ない

活動したくなるようなものがない

障害のある人に対する理解がない

コミュニケーションがとれない

どのような活動が行われているか知らない

家庭の事情

その他

特にない

不明・無回答

（n=571）

●仕事をする上で、給与・工賃などの収入が少ないことが課題となっている。 

●就労支援として必要なことは、「職場からの障害への理解」や「障害の特性や仕

事内容に合った就労支援」を求める人が多い。 

●外出の頻度が月に数回、またはほとんど外出しない人が、約２割となっている。 

●外出するときに困ることは、｢公共交通機関が少ない（ない）｣と回答した人が多

くなっている。｢療育｣では「困ったときにどうすればいいのか心配」、｢精神｣では

「外出にお金がかかる」も多い。 

●様々な活動を行う場合、問題となることとして、健康や体力に自信がないことに

次いで、移動が大変なことと回答した人が多い。 

●新型コロナウイルス感染症の流行により、外出の機会が減った人は、障害のある

人と子どもで、それぞれ約３割となっている。 



22 

（３）療育・教育について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子どもの発達の特徴や障害のあることに気付き、 ■すぐに相談しなかった理由 

すぐに専門機関等に相談したか     【福祉（18歳未満）】 

【福祉（18歳未満）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現在通っている学校・園生活での問題点、困っていること【福祉（18歳未満）】 

 

 

  

１か月以内に

相談した

58.3%

１か月以内に相談

しなかったが、１年

以内には相談した

28.4%

１年以上相談しなかった

10.8%

不明・無回答

2.5%

(n=204) 23.8 

11.3 

30.0 

15.0 

0.0

3.8 

35.0 

2.5 

0% 20% 40%

重要なこととは思わなかった

（支障を感じなかった）

他の子と違うということを

受け入れられなかった

どこへ相談したらよいか

わからなかった

仕事などで忙しかった

お子さんが相談を嫌がった

家族や親せきが相談を嫌がった

その他

不明・無回答

（n=80）

17.2 

14.7 

2.9 

8.8 

3.4 

6.4 

7.8 

2.5 

4.4 

11.8 

6.4 

11.8 

43.1 

3.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

通園・通学に送迎が必要

学習支援体制が不十分

校内・園内での介助が不十分

進路指導が不十分

福祉教育が不十分

周囲の児童・生徒（またはその保護者）の理解が得られない

職員の理解が得られない

家族の付き添いが必要

学習・学校生活に必要な設備が不十分

友達ができない

不登校になっている

その他

特にない

不明・無回答

（n=204）

●発達について最初に気付いたきっかけは、「保護者が気付いた」「乳幼児健診等

を受けて」が多い。 

●障害のある子どもは、長期休暇中や放課後に自宅で過ごしている割合が、約５割

となっている。 

●学校教育終了後の進路について、一般企業に就職することへの不安がある人が

多い。 

●障害のある子どもで発達障害と診断されたことがある人は、約６割となっている。 

●子どもの発達の特徴や障害のあることに気付き、１か月以内に相談した人は、約

６割となっている。すぐに相談しなかった人の理由は、「どこへ相談したらよいかわ

からなかった」が多い。 

●学校・園生活での問題点は、「通園・通学に送迎が必要」「学習支援体制が不十

分」が上位の回答となっている。 
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（４）相談・情報入手について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■相談について希望すること【福祉（18歳以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障害のことや福祉サービス等に関する情報の主な入手先【福祉（18歳以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

24.9 

26.8 

10.7 

19.4 

21.9 

9.1 

4.4 

19.6 

11.2 

1.6 

0.7 

6.5 

7.0 

4.2 

9.3 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

本や新聞、雑誌、テレビやラジオのニュース

行政機関の広報紙

行政機関のホームページ

インターネット、スマートフォン

家族や親せき、友人・知人

サービス事業所の人や施設職員

障害者団体や家族会（団体の機関誌等）

かかりつけの医師や看護師

病院のケースワーカーや介護保険のケアマネジャー

民生委員・児童委員

学校の先生

相談支援事業所などの民間の相談窓口

行政機関の相談窓口

その他

不明・無回答

（n=571）

39.2 

17.7 

25.4 

25.9 

7.5 

19.3 

12.1 

2.1 

18.4 

14.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

小さなことでも気軽に相談できる人（家族・友人は除く）

家の身近で相談できる窓口

障害の特性についてよく理解している専門的な相談窓口

生活上の様々な困りごとやサービス利用に総合的に対応できる相談窓口

障害者同士や介助者同士が相談し合える機会

土日や祝日でも相談できる窓口

就労について相談できる窓口

その他

相談は特に必要ない

不明・無回答

（n=571）

●悩みや困ったことを相談する相手については、「家族や親せき」が約７割で、「相談で

きる相手がいない」と回答した人は 6.5％となっている。障害のある子どもでは「学

校・園の先生」が約５割となっている。 

●相談について希望することは、小さなことでも気軽に相談できる人が求められてお

り、専門的な相談窓口や総合的な相談窓口を望む人も多い。｢療育｣では、土日・祝

日でも相談できる窓口、｢精神｣では、就労に関する相談窓口と回答した人も多くな

っている。障害のある子どもでは、専門的な相談窓口を望む人が多い。 

●福祉サービス等の情報の入手先は、「インターネット、スマートフォン」と回答した人

は、障害のある人で約２割、障害のある子どもで約４割となっている。 

●特に重要な取組は、「気軽に相談できる窓口」が最も多い回答となっている。 



24 

（５）障害への理解・権利擁護について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障害のあることで差別や嫌な思いをする（した）ことがあるか 

【福祉（18歳以上）】    【福祉（18歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域（自治会・町内会など）とどのような関わりがあるか【福祉（18歳以上）】 

 

 

 

 

 

  

ある

25.5%

少しある

23.0%

ない

34.8%

わからない

16.2%

不明・無回答

0.5%
(n=204)

7.0 

15.8 

24.9 

39.1 

3.5 

9.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

地域の活動によく参加している

地域の活動にたまに参加している

地域に顔見知りの人がいる

地域と関わりがない

その他

不明・無回答

（n=571）

ある

15.6%

少しある

15.6%

ない

46.1%

わからない

13.7%

不明・無回答

9.1%
(n=571)

●障害のあることで差別や嫌な思いをした経験がある人は、｢療育｣、｢精神｣、障害の

ある子どもの約半数の人が、｢経験した｣と回答している。 

●職場や学校での人との付合いの中で、差別や嫌な思いを経験している人が多い。 

●合理的配慮について内容を知っている人は障害のある人で 7.5％、一般市民で

11.3％となっている。 

●成年後見制度を、必要になれば利用したいと考える人は、２割半ばとなっている。 

●近所付合いについては、「会ったときは挨拶をし合う」が約４割と最も多く、次いで

「付合いはしていない」が、約３割となっている。 

●｢療育｣、｢精神｣では、近所付合いや地域との関わりがない人が多い。 



25 

３  事業所・関係団体調査結果から見る現状と課題  

（１）障害福祉サービスについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サービスの質の向上に向けて、事業所で取り組んでいること＜主な意見＞ 
 

●日々のミーティングの強化、職員研修を定期的に行う、行政等が主催する研修

への参加。 

●DVD教材やWeb研修による学習機会の提供。 

●ヒヤリハットの報告、質向上に対する日々のミーティング。 

●利用者家族を対象に実施するアンケート調査。 

●障害特性に対して、合理的配慮で対応できるように、取り組んでいる。 

障害福祉サービス等の現状・課題、今後の方向性＜主な意見＞ 
 

●職員の確保が難しく、安定した支援が行えない。個々の利用者に合った支援を

行う必要性が高いが、今ある環境の中でどのように工夫すれば、個々の支援が

充実するかを見直さなくてはいけない。 

●職員確保に向けての賃金引上げが、必要。 

●日中過ごす場所の確保が、必要。 

●保護者のニーズや生活様式が変化してきたことで、提供すべきサービスについ

て、見直すことが必要。 

●サービスは充実してきているが、家族が抱え込んでいるケースもある。必要な人

に必要なサービスが届いているか、疑問に思うことがある。 

●障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行時に、利用者は不安と混乱

が多くあると感じる。 

●利用者を受入れができなかった経験のある事業所は、約６割で、受入れができ

なかったサービスは、居宅介護、放課後等デイサービス、就労継続支援（Ｂ型）

が多くなっている。 

●新型コロナウイルス感染症の流行により変化があった事業所は、約７割で、外出

や面会の制限、利用者の減少、感染症対策でのスタッフの負担増などが多い回

答となっている。 

●事業を運営する上で、職員の確保が難しいことが、課題となっている。 

●タクシー運賃助成や各種補助金を求める声が多くなっている。 
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（２）障害福祉の現状と課題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就労支援について＜主な意見＞ 
 

●障害特性の理解の上で、個々に応じた支援をすることが必要。 

●一般企業で働く人たちの認識が十分でないため、企業への研修が必要。 

●就職先の情報が少ない（情報の共有ができていない）。 

●就労に対する情報、イメージを増やしてもらうために、実際の就労現場を見学し

てもらうことが必要。 

●障害のある方の得意分野、苦手分野をより明確化する支援が必要。 

●個々によって障害の度合が違う。知的や精神障害のある方も働ける場所を支

援することが必要。 

地域移行について＜主な意見＞ 
 

●地域の人の障害への理解が必要。 

●地域の人たちと関わることを通して、その人の特性を知ってもらうことが必要。 

●障害の特性や程度に合ったグループホーム等が増えると良い。 

●地域で安心して生活できるための人材や機能を充実させる必要がある。生活

の拠点の選択肢を増やすことも必要。 

●本人の意思も大切だが、家族を支える仕組が必要。 

●住む場所や公共交通機関の利用など、まだまだ「障害」があるように思う。 

その他＜主な意見＞ 
 

●地域との連携、事業所間同士の交流、情報交換が必要。 

●まず「気軽に相談できる場所があること」をもっと周知し、安心して相談できる

環境が整うことが必要。また、幼少期からサービスや周りに頼ることで、親もレ

スパイトしたり、抱え込まない社会の仕組が必要。 

●親亡き後について心配されている声が多くあり、こうした心配について相談や

学習の機会などを提供してほしいと思う。 

●公共交通機関が少なく、自由に外出する機会が少ない。 

●障害のある人や高齢者の社会参加への移動手段の確保が必要。 

●緊急時の避難支援を各地域で確立することが必要。 
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４  彦根市障害者福祉推進会議および湖東地域障

害者自立支援協議会の意見  

（１）彦根市障害者福祉推進会議での主な意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●生活介護など重度の障害のある人の日中活動の場が十分ではない。 

●障害のある人の高齢化が進む中、継続してサービスを利用されている方も多く、

共生型サービスの活用が今後、様々な課題を解決するために重要となると考え

る。 

●近隣市町の事業所へ通いたいという人はいるが、交通費が負担となることから、

自転車等で通える市内の就労支援の事業所を増やすことが必要。 

●福祉人材の確保について、具体的にどうしていくのかを６年間のスパンで考えて

いく必要がある。併せて、相談支援専門員の人数がニーズに対して十分ではな

く、専門的な知識も必要であるため、人材育成が難しい。 

●福祉だけでなく、医療と連携し、しっかりとつながること、また、つなぎ合わせられ

る役割の方や相談のことなども含めて検討が必要。 

●事業所では、重度の障害のある子どもに関わることでの課題が挙がっており、市

として支援する体制を整えていく必要がある。 

●サービスを利用する上で、どこに相談して良いか分からなかったという方もおり、

相談できる場所が十分に浸透していないと感じるため、更なる相談先の周知が

必要。 

●経済的なことへの不安を感じている人が多い背景として、就労支援の不十分さ、

給与・工賃の低さ、障害年金額の低さがあることが考えられる。また、親（保護

者）の扶養に依存していることからくる親亡き後の不安がある。 

●精神障害のある人や家族も地域で安心して暮らしていけるように、当事者や家

族（ピアサポーター・家族会）が一緒になって、地域包括ケアシステムづくりに関

わっていけると良い。 

●地域との関わりがない人が多いことに危惧を覚える。平時だけではなく、災害時

には特に近隣との関わりが生命の危機にも影響するため、改善策の検討が必

要。 
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（２）湖東地域障害者自立支援協議会での主な意見 

 

 

 

 

 

 

 

  

●重度の障害のある方、行動面に課題のある方、医療的ケアの必要な方等の通

所できる場所は増えていないため、重度の障害のある人を事業所にて受入れる

ための人材確保、ハード面への対応について検討していく場を圏域で調整する

必要がある。 

●湖東圏域は、日中活動の場だけでなく短期入所枠も少ないため、人材確保、レ

スパイト先の機能拡充（ハード面・ソフト面）のための必要な取組が求められる。 

●湖東圏域内に重度の障害のある方の受入れ機能を有しているグループホーム

が開設されているが、グループホームで重度の障害のある方など生活全般を支

えるのは容易ではないため、地域の関係機関との情報共有と連携を行いなが

ら、専門職が関わり、個別の支援内容への配慮・環境調整等において連携しな

がら支援できる仕組について検討する場が必要である。 

●専門的な支援内容について検討・調整ができる人材（認証発達障害者ケアマ

ネジャー・医療的ケア児等コーディネーター）が必要であり、直接支援を行う支

援者への助言・スキルアップや人材育成、関係機関との調整等が役割として求

められる。 

●相談支援専門員の育成、相談支援専門員が相談できる人材や機関（主任相談

支援専門員・基幹相談支援センター等）の機能の充実が求められる。 
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５  第４期彦根市障害者計画等の進捗状況等  

（１）第４期彦根市障害者計画の数値目標の進捗状況 

区分 指 標 名 
現 況 

(平成 30年

度末現在) 

実績値① 

（令和３年度末 

現在） 

実績値② 

（令和４年度末 

現在） 

目標値 

令和 5年度 
備 考 

１社会に参
加し、いき
いき暮ら
せる機会
の充実 

働き・暮らしコト
ー支援センター
からの新規就職
者数 

29人/年 31人/年 39人/年 ⇒ 58人/年  

２子どもの
成長を一
貫して見
守る支援
の仕組み
づくり 

障害のある子ど
もを対象とした
継続的・計画的
な支援システム
の構築 

構築中 構築中 構築中 ⇒ 構築  

３発達障害
のある人
を支える
体制づく
り 

発達障害のある
人を対象とした
ライフステージ
毎の支援システ
ムの構築 

調整中 
相談実人数 
：383人 

調整中 
相談実人数 
：621人 

調整中 
相談実人数 
：652人 

⇒ 構築 

平成 30
年 度 発
達 支 援
センター
開設 

４いつまで
も安心し
て暮らせ
るサービ
スの提供 

湖東福祉圏域
内の短期入所
のベッド数 

22床 26床 28床 ⇒ 24床  

湖東福祉圏域
内の放課後等
デイサービスお
よび日中一時
支援事業の実
施事業所数 

25か所 36か所 38か所 ⇒ 33か所  

５身近で見
守り支え
る体制づ
くり 

障害福祉課およ
び湖東福祉圏
域内の指定相
談支援事業所
に配置されてい
る精神保健福
祉士の人数 

12人 12人 12人 ⇒ 14人  

湖東福祉圏域
内の指定相談
支援事業所数 

12か所 14か所 15か所 ⇒ 13か所  

6安心・安全
の地域づ
くり 

市内における福
祉避難所の拡
充 

10か所 14か所 14か所 ⇒ 20か所  

災害時避難行
動要支援者制
度登録者数 

2,446人 2,492人 2,370人 ⇒ 3,000人  
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（２）第６期彦根市障害福祉計画の成果指標･数値目標の進捗状況 
 

ア 施設入所者の地域生活への移行 

（ア）施設入所者数 

令和元年度末の入所者数 実績 89人 

令和５年度末（見込み）の入所者

数 

実績①（令和３年度末） 86人 

実績②（令和４年度末） 87人 

目標値（令和５年度末） 92人 

（イ）入所施設利用者の地域生活への移行者数 

地域移行者数 

（令和３年度～令和５年度） 

実績①（令和３年度末） 0人 

実績②（令和４年度末） 0人 

目標値（令和５年度末） 1人 

（ウ）県外入所施設から県内入所施設への移行者 

県内入所施設への移行者数 

（令和３年度～令和５年度） 

実績①（令和３年度末） 0人 

実績②（令和４年度末） 0人 

目標値（令和５年度末） 1人 

 

イ 精神障害者の地域生活の実現 

（ア）保健･医療･福祉関係者による協議の場の開催の有無 

令和５年度末までに 

保健・医療・福祉関係者による 

協議の開催の有無 

実績①（令和３年度末） 有 

実績②（令和４年度末） 有 

目標値（令和５年度末） 有 

（イ）ひきこもりの精神障害のある人における福祉施設の新規利用者数 

令和５年度末（見込み）の 

福祉施設の新規利用者数 

実績①（令和３年度末） 0人 

実績②（令和４年度末） 3人 

目標値（令和５年度末） 6人 

 

ウ 地域全体で支える仕組みづくり 

令和５年度（見込み）の 

地域生活支援拠点等の運用状況 

の検証および検討の回数 

実績①（令和３年度末） 1回 

実績②（令和４年度末） 4回 

目標値（令和５年度末） 6回 
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エ 福祉施設から一般就労への移行 

（ア）福祉施設から一般就労への移行者数 

令和５年度末（見込み）の 

一般就労移行者数 

実績①（令和３年度末） 17人 

実績②（令和４年度末） 16人 

目標値（令和５年度末） 15人 

（イ）上記（ア）のうち、就労移行支援事業の利用者数 

令和５年度末（見込み）の 

就労移行支援事業の利用者数 

実績①（令和３年度末） １３人 

実績②（令和４年度末） 13人 

目標値（令和５年度末） 13人 

（ウ）上記（ア）のうち、就労定着支援事業の利用者数 

令和５年度末（見込み）の 

就労定着支援事業の利用者数 

実績①（令和３年度末） 2人 

実績②（令和４年度末） 6人 

目標値（令和５年度末） 11人 

 

（３）第２期彦根市障害児福祉計画の成果指標･数値目標の進捗状況 

ア 発達障害のある子どもの支援の充実 

（ア）発達支援センターにおける発達障害に関する相談件数 

令和 5年度末（見込み）の 

発達支援センターにおける 

発達障害の実相談件数 

実績①（令和３年度末） 621人 

実績②（令和４年度末） 652人 

目標値（令和５年度末） 666人 

 

イ 障害児支援の提供体制の整備等 

（ア）医療的ケアの必要な子どもの夜間支援を行う事業所の確保 

令和 5年度末（見込み）における 

医療的ケアの必要な子どもの 

夜間支援を行う事業所数 

実績①（令和３年度末） 1か所 

実績②（令和４年度末） 2か所 

目標値（令和５年度末） 1か所 

（イ）医療的ケアの必要な子どもに対する関連分野の支援を調整する 

コーディネーターの配置 

令和５年度末（見込み）における 

コーディネーターの配置人数 

実績①（令和３年度末） 0人 

実績②（令和４年度末） 0人 

目標値（令和５年度末） 1人 
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（４）障害福祉サービスの利用状況 

 

■訪問系サービス 

 

■日中活動系サービス 

サービス 単位 
実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度(見込み) 

生活介護 
人/月 287 300 301 

人日/月 4,894 4,977 5,307 

自立訓練 

（機能訓練） 

人/月 1 2 0 

人日/月 12 11 0 

自立訓練 

（生活訓練） 

人/月 18 14 5 

人日/月 137 87 83 

就労移行支援 
人/月 74 72 57 

人日/月 748 695 622 

就労継続支援（Ａ型） 
人/月 115 122 127 

人日/月 1,591 1,757 2,071 

就労継続支援（Ｂ型） 
人/月 316 334 346 

人日/月 4,228 4,415 4,948 

就労定着支援 人/月 8 14 13 

療養介護 人/月 21 21 22 

短期入所（福祉型） 
人/月 61 59 65 

人日/月 241 209 217 

サービス 単位 
実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度(見込み) 

居宅介護 
人/月 225 236 215 

時間/月 2,522 2,541 2,762 

重度訪問介護 
人/月 15 15 14 

時間/月 1,925 1,481 1,459 

同行援護 
人/月 50 48 42 

時間/月 484 623 710 

行動援護 
人/月 68 67 68 

時間/月 1,354 1,215 1,141 

重度障害者等包括支援 
人/月 0 0 0 

時間/月 0 0 0 
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サービス 単位 
実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度(見込み) 

短期入所（医療型） 
人/月 7 6 7 

人日/月 8 11 14 

 

■居住系サービス 

サービス 単位 
実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度(見込み) 

自立生活援助 人/月 9 5 3 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人/月 99 113 107 

施設入所支援 人/月 86 88 84 

 

■相談支援 

サービス 単位 
実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度(見込み) 

計画相談支援 人/月 901 946 916 

地域移行支援 人/月 0 0 1 

地域定着支援 人/月 0 0 0 

  



34 

（５）地域生活支援事業の利用状況 

 

事業 単位 
実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度(見込み) 

理解促進研修・ 

啓発事業 

実施の 

有無 
有 有 有 

自発的活動支援事業 
実施の 

有無 
無 無 有 

基幹相談支援センター等 

機能強化事業 

実施の 

有無 
有 有 有 

成年後見制度 

利用支援事業 
人/年 9 7 4 

成年後見制度 

法人後見支援事業 

実施の 

有無 
有 有 有 

意
思
疎
通
支
援
事
業 

手話通訳者等 

派遣 
件/年 524 562 410 

要約筆記者等 

派遣 
件/年 14 19 18 

手話通訳者 

設置 
人/年 2 2 3 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練 

支援用具 
件/年 3 8 6 

自立生活 

支援用具 
件/年 22 15 16 

在宅療養等 

支援用具 
件/年 30 17 22 

情報・意思疎通

支援用具 
件/年 63 66 44 

排泄管理 

支援用具 
件/年 2,821 2,884 572 

住宅改修費 件/年 10 5 4 

手話奉仕員養成講座 

修了人数 
人/年 ― 29 25 

移動支援事業 
人/年 128 144 102 

時間/年 5,292 5,892 6,488 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業 

基礎的事業 

か所 3 3 3 

人/年 84 84 114 

機能強化事業 か所 2 2 2 
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事業 単位 
実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度(見込み) 

日中一時支援事業 
人/年 240 268 297 

日/年 11,659 13,001 13,920 

訪問入浴 

サービス事業 

人/年 10 10 8 

日/年 780 559 726 

 

（６）障害児通所支援等の利用状況 

サービス 単位 
実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度(見込み) 

児童発達支援 
人/月 170 173 156 

人日/月 601 589 529 

医療型児童発達支援 
人/月 0 0 0 

人日/月 0 0 0 

放課後等デイサー

ビス 

人/月 316 353 337 

人日/月 3,343 3,702 4,098 

保育所等訪問支援 人/月 3 5 8 

居宅訪問型 

児童発達支援 
人/月 0 0 0 

計画相談支援 人/月 5 5 5 

障害児相談支援 人/月 483 515 465 
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６  現状と課題の整理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）社会参加・就労支援について 

●アンケート調査では、外出する時や活動を行う場合に、移動手段に課題が

あることが伺えます。外出支援を始めとして、障害のある人が意欲的に活

動に参加できる環境を整えていくことが重要です。 

●本市では、「彦根市障害者スポーツカーニバル」を開催し、参加者同士の

交流と、スポーツ・レクリエーションの機会の提供をしています。引き続

き、障害のある人が参加しやすいよう工夫しながら、スポーツ・レクリエ

ーションの機会の充実を図ることが必要です。 

●働き・暮らしコトー支援センター等と連携し、障害者雇用の促進に取り組

んでいますが、アンケート調査では、収入面のほか、精神的な負担や職場

の人間関係が課題として挙げられています。 

●就労支援としては、職場での理解促進や障害の特性に合った就労支援が

求められており、企業への啓発を行うとともに、就労を継続できるよう、

本人の希望や適性に応じた就労を促進することが必要です。 

（２）療育・教育・発達支援について 

●アンケート調査では、学校・園生活において、通園・通学のための送迎に

おける保護者の負担、学習支援体制などの課題があります。 

●支援機関について、各種相談での指導や個別対応、発達支援センターと

他機関や学校、放課後児童クラブ等との連携が求められています。障害

のある子どもとその家族に対して、障害に応じたきめ細やかな支援を行

うとともに、保健、医療、福祉、教育等の関係機関による切れ目のない支

援の強化が重要となります。 

●本市では、子育て教室や児童発達支援センター等での障害の早期発見、学

校・園への巡回相談の実施等により発達支援体制の強化に取り組んできま

したが、発達障害のある子どもの増加が予想される中、更なる支援体制の

充実が必要です。 

●学校において教育支援計画・指導計画の作成や特別支援教育支援員の配

置による個別の指導や支援に努めており、今後はインクルーシブ教育の

実現に向けた、さらに多様で柔軟な対応や支援の充実が求められます。 

●ライフステージ間の途切れのない支援に向けて、関係機関の連携のため

のケース会議等の実施、相談支援ファイル「絆」の活用等による支援者間

での情報共有が必要です。 
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（３）地域生活への支援について 

●本市では、継続的な在宅サービスの確保に努めてきましたが、重度の障

害のある人が利用できる生活介護事業所の確保、介護者等のレスパイト

として利用できる短期入所サービスの提供体制の整備が必要です。 

●アンケート調査では、サービスに関する情報入手や利用の手続きで困っ

ている人が多く、障害のある人やその家族の生活を支えるために、情報

提供を始めとして利用に向けた支援を充実していくことが重要です。 

●将来不安なこととして、経済的なことや健康のことに次いで、介助者が

いなくなったときのことが多くなっており、親亡き後への対応について、

地域生活支援拠点事業や成年後見制度の活用、グループホーム等の居住

の場の確保が必要となります。 

●高齢化が進む中、障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行が課

題となっており、共生型サービスの活用等により、高齢になっても継続

してサービスが利用できる体制づくりが重要となります。 

●事業所調査では、利用者の受入れができないことがある状況があります。

人材確保や業務効率化に取り組み、安定した支援体制を整備することが

求められます。 

●計画相談支援の件数は増加傾向にあり、今後もニーズは高まると予想さ

れる中、相談支援専門員の確保・育成が必要となります。 

（４）障害のある人や障害に対する理解促進について 

●アンケート調査では、差別や嫌な思いをした経験がある人は約３割で、

依然として市民の障害のある人や障害に対する理解が進んでいない状況

があります。引き続き、障害のある人や障害に関する知識の普及を図る

とともに、学校での福祉教育の充実が求められます。 

●合理的配慮の認知度は低くなっていることから、企業等での合理的配慮

を進めていくために、正しい知識を普及し理解を深めることが重要です。 

●地域との関わりがない人は約４割となっており、特に知的障害や精神障

害のある人では、地域との関わりや近所付合いがない人が多くなってい

ます。災害時等のいざという時に助け合える関係を築くためにも、交流

の促進や見守り体制を構築することが重要です。 
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第３章 基本理念と基本方針 

１  基本理念  

障害者基本法では「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」とされており、障害者総合支

援法では、障害のある人が自ら望む地域生活を営むことができるよう「生活」と「就労」に

関する支援の一層の充実を図ることが掲げられています。 

この理念や考え方は、障害のある人が障害の状態に関わらず普通に生活できるのが通

常の社会であり、人々がお互いを認め合い、ともに生きる社会を築いていくという｢ノーマラ

イゼーション｣の理念に根ざしています。 

本市では、あらゆる市民が障害の有無に関わらず、福祉、保健、医療、教育、就労、雇用、

社会保障、余暇活動等の幅広い分野にわたって平等であり、自らの決定に基づき、自己実

現のできるまちに向けて取組を進めており、継続していく必要があります。 

また、彦根市総合計画では、「だれ一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のあ

る社会の実現を理念とする SDGs の考えも取り入れて、目指すまちの姿として「歴史と文

化を紡ぎ、未来を創造する、市民一人ひとりが輝くまち彦根」としています。 

そのため、本計画では、これまでのノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある人

の尊厳と権利を保障することに加えて、多様性や様々な価値観を認め合い、ともに支え合

い、誰一人取り残されず、持続可能で包摂性があり、そして、一人ひとりが輝く「地域共生

社会」を目指し、｢みんながともに支え合い 安心して暮らせる あたたかいまち 彦根｣を継

承し「みんなで ともに輝いて生きる・暮らす 安心・安全で やさしいまち 彦根」を新しい

基本理念に掲げ、市民や障害福祉サービス事業所、行政等が連携し、障害のある人一人

ひとりの｢生きる｣｢暮らす｣を実現できるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで  ともに輝いて生きる・暮らす  

安心・安全で  やさしいまち  彦根  

ノーマライゼーション 

障害のある人の尊厳と権利を保障する地域社会 

｢だれ一人取り残さない｣持続可能･多様性･包摂性のある社会 

一人ひとりが輝くまち 
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２  基本方針  

本市の現状と課題を踏まえて、以下の基本方針を定め、基本理念の達成に向けて取り

組みます。 

 

基本方針１ いきいき暮らす 

障害のある人も障害のない人も、ともに気兼ねなく意見や思いが伝えられ、生きがいを

持ってその人らしく暮らせるよう、多様な日中活動や余暇活動を支援します。また、障害福

祉サービス事業所と企業、行政等が連携して、福祉的就労や一般就労等その人らしく働け

る機会の拡充を目指すとともに、障害のある人自身の力が発揮できるよう、障害特性に応

じた就労支援や職場環境づくりに取り組みます。 

 

基本方針２ のびのび育つ 

障害のある子どもが一人ひとりの個性や能力に応じて健やかに成長できるよう、多様性

を認め合い、みんなで子どもの育ちと子育て家庭を支えるまちづくりを目指します。 

また、発達障害に関する相談支援の充実とともに、早期発見・早期療育の体制を強化し、

療育や保育・教育・福祉・就労等のネットワークにより、切れ目のない一貫した支援に努め

ます。 

 

基本方針３ いつでも相談・サービスが受けられる 

障害のある人の様々な特性や状況に対応できるサービス基盤の確保と人材の育成に

努めます。また、障害福祉サービス事業所と行政との連携強化を図ります。 

また、障害のある人が尊厳を持って、望む地域生活を送ることができるよう、相談支援や

情報提供体制の強化、保健医療体制の充実、権利擁護の推進など、暮らしにおける様々

な支援を進めます。 

 

基本方針４ 安心・安全のやさしいまち 

全ての市民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、「だれ一人取り残さない社

会」の実現に向け、障害への理解促進に努めるとともに、障害を理由とする差別の解消に

取り組みます。また、みんなが支え合う、市民主体のボランティア活動や市民活動を促進し

ます。 

さらに、市内のバリアフリー化や防災・防犯対策の推進により、誰もが安心して暮らせる

福祉のまちづくりを進めます。  



40 

3 SDGs との関連  

SDGs とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、

平成 27 年（2015 年）９⽉の国連サミットで採択された、「だれ⼀⼈取り残さない」持続

可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標であり、令和 12年（2030年）まで

に達成すべき 17のゴールと 169のターゲットから構成されています。 

「だれ一人として取り残さない」ことを基本理念として掲げており、障害福祉に関する目

標としては「不平等の是正」（差別解消）や「教育」（インクルーシブ教育）、「経済成長と

雇用」（障害のある人の雇用）等が挙げられます。 

本計画においても、「だれ一人として取り残さない」という包括的な視点の下、全ての人

の平等かつ公平な社会参画を目指し、取組を進めていきます。 
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第４章 施策の展開 
■施策体系 

 

 

１ 

いきいき暮らす 

（１）スポーツ・文化・学習・余暇活動の充実 

（２）雇用環境・就労支援の充実 

（３）意思疎通・外出支援の充実 

2 

のびのび育つ 

（１）療育・保育の充実 

（２）学校教育・進路指導の充実 

（３）関係機関のネットワークによる支援 

（４）発達支援システムの構築 

（５）ライフステージ間の途切れない支援 

３ 

いつでも相談･ 

サービスが 

受けられる 

（１）地域生活を支えるサービスの提供 

（２）保健医療の充実 

（３）相談支援・情報提供の充実 

（４）権利擁護の促進 

4 

安心・安全の 

やさしいまち 

（１）障害理解の促進 

（２）ボランティア・市民活動の促進 

（3）福祉のまちづくり 

（4）防犯・防災体制の構築 

（5）住環境の整備 

  

み
ん
な
で 

と
も
に
輝
い
て
生
き
る
・
暮
ら
す 
安
心
・
安
全
で 

や
さ
し
い
ま
ち 

彦
根 

基 本 
理 念 

基本施策  基本方針  
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基本方針１ いきいき暮らす  

（１）スポーツ・文化・学習・余暇活動の充実 

 

 

 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

スポーツ・レクリエ

ーション活動の充実 

障害の有無に関わらず誰もが参加できる

スポーツ・レクリエーション活動の充実を図

ります。また、広く参加を呼びかけ、様々な

人が交流する機会とします。 

障害福祉課 

障害者スポーツの推

進 

障害者スポーツ大会の開催や各種障害者

スポーツ大会等に参加しやすい環境づくり

に努めます。 

障害福祉課 

スポーツ振興課 

文化・芸術活動の充

実 

障害のある人の作品展や音楽会の開催等、

活動機会の充実を図るとともに、文化芸術の

鑑賞・体験等に障害のある人が気軽に参加で

きる環境づくりに努めます。 

文化振興課 

生涯学習・社会教育

の推進 

障害の有無に関わらず、全ての市民がより

豊かな人生を送れるよう、学びの機会の充実

に努めます。また、社会教育施設等における

合理的配慮の促進を図ります。 

生涯学習課 

多様な活動機会の確

保 

地域活動支援センターにおいて、障害福祉

サービスの対象とならない人も含め、創作的

活動や就労の機会と「居場所」を提供します。 

障害福祉課 

 

  

障害の有無に関わらず、誰もがスポーツや文化芸術活動などを通じて社会に参

加し、生きがいづくりに取り組めるよう、障害のある人が気軽に参加できるスポー

ツ・文化活動、生涯学習の機会の提供を推進します。また、市民の交流を促進し、

障害への理解を深める機会となるよう取り組みます。 
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（２）雇用環境・就労支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

障害者雇用の促進 
障害者雇用の促進、職場環境の整備につい

て、企業等に啓発を行います。 
障害福祉課 

就労の場の確保 

関係機関と連携し、障害者雇用事業所の開

拓や啓発活動を進めるとともに、障害者雇用

を積極的に推進している市内事業所の表彰

を行います。 

障害福祉課 

地域経済振興課 

人権政策課 

就労と生活の一体的

な支援 

働き・暮らし応援センター（働き・暮らし

コトー支援センター）を中心に、雇用や保健、

福祉、教育等の関係機関との連携を図りなが

ら、就労や生活に関する相談支援、職場の開

拓等を一体的に実施します。 

障害福祉課 

経済的自立の支援 

障害のある人が経済的自立を図るために、

各種年金制度の活用や健康管理、金銭管理等

に関する助言を行うとともに、地域生活に関

する相談支援に努めます。 

障害福祉課 

学校における進路指

導への支援 

特別支援学校や中・高等学校の進路指導に

対して、指定相談支援事業者や働き・暮らし

応援センター（働き・暮らしコトー支援セン

ター）と連携しながら情報提供等の支援を行

います。 

障害福祉課 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

職業リハビリテーシ

ョンの充実 

就労を希望する障害のある人に対し、就労

に必要な知識習得や能力向上のための訓練

等を行います。 

また、サービス終了後の就労への移行を目

指した障害者委託訓練、障害者試行雇用（ト

ライアル雇用）、職場適応援助者（ジョブコ

ーチ）による支援を行います。 

障害福祉課 

障害のある人が社会活動に参加し、所得等の面においても自立した生活を営む

ことができるよう、本人の適性や希望に応じた情報提供や相談支援の充実を図る

とともに、就労定着に向けたサポートの一体的な実施に努めます。また、企業等へ

の啓発により障害理解の浸透を図り、就労の場の確保や働きやすい職場環境の整

備を進めます。 

さらに、福祉的就労を始め、多様な就労機会の確保を図るとともに、障害のある

人が就労を通じて社会参加できるよう働く場の確保を進めます。 
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取 組 内 容 主な取組主体 

自立生活支援ホーム

の利用促進 

グループホームに、通常の世話人の他に職

場訪問・職場定着支援等の就労支援や独立・

自活に必要な相談や指導、訓練等を行う支援

員が配置された自立生活支援ホームの利用

促進を図ります。 

障害福祉課 

福祉的就労の充実 

一般就労が難しい人のために、就労継続支

援（A・B型）事業所の確保を図るとともに、

生きがいに結び付く多様な就労機会の確保

を図ります。 

障害福祉課 

障害者就労施設等か

らの優先調達の推進 

障害者就労施設等からの物品等の調達を

優先して行うとともに、団体や企業の協力を

得ながら販路開拓の支援に努め、一般企業と

福祉施設の連携強化を支援します。 

障害福祉課 
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（３）意思疎通・外出支援の充実 

 

 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

手話通訳者等の派遣 

聴覚障害のある人のコミュニケーション

を円滑にするため、手話通訳者等の派遣を行

います。 

障害福祉課 

手話奉仕員の養成 

手話奉仕員養成講座を開催するとともに、

修了者が手話通訳者へステップアップし活

躍できる体制の整備に努めます。 

障害福祉課 

コミュニケーション

支援の体制整備 

聴覚、視覚、肢体不自由障害のある人への

情報伝達機会の充実を図り、自立と社会参加

を促進するため、要約筆記や点訳、朗読等の

体制整備に努めるとともに、電話リレーサー

ビスや FAX 中継サービス等で、コミュニケ

ーション支援を実施します。 

また、重度障害者用意思伝達装置や携帯用

会話補助装置など補装具や日常生活用具の

給付による支援を実施します。 

障害福祉課 

移動支援サービスの

充実 

車椅子使用者など、移動支援を必要とする

人のニーズを把握し、サービス提供の拡充に

向け、事業者に働きかけます。 

屋外での移動が困難な障害のある人を対

象に、車椅子の貸出などを行うなど、余暇活

動等の社会参加や日常生活に必要な移動や

外出を容易にするための支援を行います。 

また、ニーズを把握しサービス提供の拡充

を検討します。 

障害福祉課 

自動車燃料費･タク

シー運賃の助成 

重度の障害のある人に対して、障害のある

人や家族等が所有する自動車の燃料費やタ

クシー運賃の負担軽減を図ることにより、社

会参加の促進を図ります。 

障害福祉課 

  

障害のある人の社会参加を促進し、活動の場への幅広い参加が可能となるよ

う、手話通訳者や要約筆記者の派遣など、コミュニケーション支援の充実を図りま

す。また、障害のある人のニーズを把握しながら、助成やサービスの活用による移動

支援の充実を図ります。 



46 

基本方針２ のびのび育つ 

（１）療育・保育の充実 

 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

障害の早期発見と早

期療育 

乳幼児健康診査において、節目の時期に発

育・発達状況を確認し、疾病や障害を早期発見

するとともに、必要に応じて発達相談等へつ

なぎます。 

乳幼児健康診査や発達相談、保育所・幼稚

園・認定こども園への巡回支援相談等により

障害の早期発見・早期療育に努めます。 

また、医療機関や保育所、幼稚園、認定こど

も園や小学校と研修や情報交換を進めます。 

健康推進課 

発達支援センター 

障害福祉課 

子育て支援の充実 

地域子育て支援センターにおいて、子育てに

関する情報提供や子育て相談、定期的な子育て

講座を実施し、乳幼児の育成の支援に努めます。 

また、主に乳幼児の保護者に対して、教育・

保育施設や子育て支援事業等の情報提供およ

び必要に応じて相談・助言などを行います。 

子ども・若者課 

療育の充実 

発達障害やその疑いのある乳幼児等に早

期療育を勧め、関係機関と連携して一人ひと

りの発達や特性に応じた保育・療育を実施

し、親子で参加する「親子療育教室つぼみ」

や専門的立場で療育を行う児童発達支援セ

ンター「あすなろ教室」の充実を図ります。 

健康推進課 

発達支援センター 

障害のある子どもの

保育・教育環境の整

備 

障害のある子どもの保育を充実するため、

保育所・幼稚園・認定こども園において、職員

の資質の向上や、保育士、看護師等の配置など

の体制整備に努めます。 

また、保育・教育施設の整備などの保育環境

の充実を図ります。 

保育所等への訪問支援を実施し、障害のあ

る子どもへの適切な保育・教育ができるよう

サポートします。 

幼児課 

障害やその疑いのある子どもの成長・発達には、早期からの療育支援が重要で

あり、健診等の機会を通じて疾病の早期発見に努め、子どもの発達状況や特性に

合った発達支援を行い、将来の社会的自立を目指すために療育・保育の充実を図

ります。 
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（２）学校教育・進路指導の充実 

 

 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

  

取 組 内 容 主な取組主体 

特別支援教育の推進 

教育、福祉、保健など関係機関が連携し、

小中学校において障害のある子どもの教育

的ニーズに応じた対応を行う特別支援教育

の充実を図ります。 

また、「個別の支援計画」を就学前から作

成し、一貫した教育・指導が提供できるよう

にします。相談支援ファイル「絆」の活用を

積極的に行います。 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

教育環境の整備 

障害のある子ども一人ひとりに合わせた

個別の指導計画の作成に努めます。また、特

別支援学校や特別支援学級との連携の充実

を図ります。 

言葉の障害や発達障害のある児童生徒が

個別指導を受けられるよう通級指導教室の

充実を図ります。 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

相談支援・進路指導

の充実 

教育（就学）相談を通じて障害のある子ど

もの保護者の相談・指導を行い、障害の程度

や状況に応じた教育対応や指導につなげま

す。 

相談支援事業所や働き・暮らし応援センタ

ーなど関係機関と連携し、社会参加と自立し

た生活が可能となるよう指導を行います。 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

職員研修の充実 

小中学校において、障害や障害のある子ど

もについての理解啓発を積極的に推進し、適

切な教育や専門的な指導を行うために、教職

員の研修等の一層の充実を図ります。 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

障害のある子どもの可能性を最大限に伸ばし、自己実現を促進するために、本

人や保護者の希望を大切にしながら、一人ひとりに応じた適切な支援や指導を実

施します。教職員の研修の実施や適切な配慮を受けられるような体制整備に努め

ます。 
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取 組 内 容 主な取組主体 

インクルーシブ教育

システムの構築 

教育分野の重要課題である、一人ひとりに

応じた指導や支援（特別支援教育）に加え、

障害のある人とない人が可能な限りともに

学ぶ仕組の構築に努めます。 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

医療的ケア児への支

援 

保育所や学校等において、医療的ケアを行

う看護師の配置や職員研修等を実施し医療

的ケア児が安心して過ごせる環境づくりを

行います。 

幼児課 

発達支援センター 

障害福祉課 

健康推進課 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

障害のある子どもの

放課後の居場所づく

り 

障害のある子どもの放課後や休日、長期休

暇期間中の居場所として放課後等デイサー

ビス、日中一時支援事業の充実を図ります。

併せて、教育機関と連携し、障害のある子ど

もの放課後等の活動の場の確保に努めます。 

障害福祉課 

放課後児童クラブで

の支援 

全ての利用児童が放課後を安心して過ご

せる場所になるよう、支援員等研修にて配慮

を要する児童への理解を深めるとともに、必

要に応じて支援員等の増員配置を行うこと

で、児童の健全な育成に努めます。 

生涯学習課 
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（３）関係機関のネットワークによる支援 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

関係機関との連携の

強化 

特別支援教育の充実を目指して、障害のあ

る幼児、児童生徒の理解と支援のあり方につ

いて検討する特別支援教育推進委員会の場

で、関係機関の情報共有や方向性の確認を行

いながら、特別支援教育体制の整備に努めま

す。 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

関係機関の連携によ

る切れ目のない支援

の実施 

障害のある子どもや発育・発達に何らかの

課題のある子どもとその保護者への支援に

ついて、療育機関、保育所、学校、福祉等の

連携強化を図り、就学前から就学、卒業後ま

での一貫した支援体制の構築に努めます。 

発達支援センター 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

  

障害のある子どもや支援を必要とする子どもが、健やかに成長できるよう、関係

機関や地域との連携を強化し、一人ひとりの障害や特性に応じた療育・教育を進め

ます。 
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（４）発達支援システムの構築 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

障害の発見体制の充

実 

疾病や障害の早期発見から早期の支援に

つなげられるよう、乳幼児健康診査や集団の

場で発見できる体制を充実するとともに、関

わる保育者や教職員などの専門知識の向上

のため研修等を実施します。 

健康推進課 

幼児課 

発達支援センター 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

支援につなげる相談

の実施 

発達面の支援が必要な子どもと保護者に

対し、子どもの成長に合わせて適切なアドバ

イスを行います。 

精神発達面において課題のある乳幼児に

対して、発達相談員による相談を実施し、適

切な指導・療育につなげます。 

健康推進課 

発達支援センター 

ことばの相談 

ことばやコミュニケーションに心配のあ

る就学前の子どもに対して言語聴覚士が相

談や訓練を行い、ことばの発達を促し、必要

に応じて発達相談等へつなげます。 

発達支援センター 

親子療育教室つぼみ 

発達に心配のある子どもとその保護者に

対し、随時入園できる「親子療育教室つぼみ」

を開設し、家庭以外で親子遊びを通じて豊か

な刺激を受け、生活空間を広げる発達支援を

行います。 

発達支援センター 

児童発達支援センタ

ーあすなろ教室 

発達障害やその疑いのある子どもに早期

療育を勧め、子どもの発達（成長）を促進し、

持てる力を十分に発揮できるよう、関係機関

との連携を図りながら専門的な立場で指導

します。 

発達支援センター 

 

  

発達支援では、早期療育につなげる体制の強化、気軽に相談できる相談体制の

構築が重要です。子どもの健やかな成長を支えるため、発達支援センターを中心

に、医療・保育・教育・福祉の関係機関と連携し、保護者へのケアも含めた切れ目

のない発達支援体制を整備します。 



51 

取 組 内 容 主な取組主体 

義務教育時から成人

期における支援 

発達障害やその疑いのある子どもが学童

期から成人期までの切れ目のない一貫した

支援が受けられるよう、学校や地域、福祉な

どの関係機関の連携強化を図り、円滑な支援

ができるよう体制づくりをします。 

発達支援センター 

不登校やひきこもり

等への支援 

不登校または不登校傾向にある児童生徒お

よび、発達障害における二次障害からひきこ

もり等の状態の方に対し、自己肯定感や自己

有用感を高める相談や個別支援を行います。 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

教育研究所 

少年センター 

相談・支援体制の整

備 

様々な相談に関わる職員の発達障害に関

する知識を向上させるために、支援者向けの

研修の実施や支援者に対する支援を行いま

す。発達障害に対する専門的な関わりができ

るよう研修体系を整理するとともに支援を

行う人の役割や経験に応じ段階的・継続的な

育成を図ります。 

保育所や幼稚園、認定こども園など集団の

場で適切に支援されるよう体制の充実およ

び専門的なアドバイスをするために発達支

援センターの園訪問等を充実させます。 

発達支援センター 

発達障害の理解と周

知・啓発 

市民への発達障害に対する正しい理解の

普及のため、「世界自閉症啓発デー（４月２

日）」や「発達障害啓発週間（４月２日～８

日）」を中心とした啓発活動のほか、広報、

パンフレットなどの媒体の活用など様々な

機会を捉えて発達障害に対する正しい理解

の普及を図ります。 

発達障害に関する市民向け研修会の開催

や、地域住民、学校、各種団体等への出前講

座を行い、発達障害の理解について広く啓発

を行います。 

発達支援センター 

保護者への支援 

発達障害やその疑いのある子どもの保護

者等に対し、障害の正しい理解と対応につい

て学習の場を提供します。ペアレントプログ

ラムやペアレントトレーニングなどの方法

を活用します。 

発達支援センター 
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（５）ライフステージ間の途切れない支援 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

継続的な支援のため

の体制づくり 

各ライフステージ間における円滑な支援

を行うために、発達支援関係機関会議や個別

のケース会議等を活用し、関係者間の連携の

強化を図ります。 

支援は、有機的で効果的な組合せによる総

合的支援を図ります。特に、就学先や進学先、

就職先、福祉施設へ子どもの特性に応じた支

援内容が引き継がれるよう連携に努めます。 

発達支援センター 

健康推進課 

幼児課 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

障害福祉課 

相談支援ファイル

「絆」による継続的

な支援 

障害のある子どもの成長や特性、支援情報

などを保護者が記録・保管し、支援者や学校

等との連携や計画的で継続的な支援に活用

する相談支援ファイル「絆」をより使いやす

くし、有効な活用を図ります。 

発達支援センター 

幼児課 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

障害福祉課 

医療ニーズへの対応 

発達支援センターにおいて医療相談等が

受けられるよう取り組みます。医療の情報や

受診のための情報の提供などを行い、医療的

な関わりが必要な人への対応に向けて関係

機関と連携を図ります。 

発達支援センター 

  

障害のある子どもが、ライフステージを通して、切れ目のない一貫した支援が受

けられるよう、学校や地域、福祉などの関係機関等による連携の強化を図り、円滑

な支援を実施します。また、発達支援に係る相談対応から支援までが分かりやすく、

支援につながりやすい体制の充実を図ります。 
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基本方針３ いつでも相談・サービスが受けられる 

（１）地域生活を支えるサービスの提供 

 

 

 

 

 

 

 
▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

訪問系サービスの充

実 

障害のある人の居宅生活を支えることが

できるよう、引き続きニーズに対応できる体

制整備を図ります。 

障害福祉課 

日中活動系サービス

の充実 

日中活動の場の確保や就労に向けた訓練

等のサービスの充実により、障害のある人の

社会参加を促進します。 

障害福祉課 

重度の障害のある人

への支援 

重症心身障害および強度行動障害のある

人の在宅生活が可能となり、日中活動の場を

確保するため、一定の条件を満たす事業所等

に対して職員体制を整えるための支援策に

ついて、湖東福祉圏域１市４町共同で実施に

努めます。 

障害福祉課 

地域生活支援事業等

の充実 

日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業

等の既存のサービスの充実を図るとともに、

ニーズに応じた適切なサービスの提供に努

めます。 

障害福祉課 

地域移行・地域定着

支援の充実 

障害のある人が施設や病院から地域での

生活に家族とともに安心して移行できるよ

う、相談に応じ退所や退院に向けた支援を行

います。 

また、退院や退所後当分の間は、24 時間

の連絡体制を確保し緊急時の対応を行いま

す。 

障害福祉課 

補装具費等の支給 
補装具の購入や修理に要した費用につい

て補装具費を支給します。 
障害福祉課 

  

障害のある人が望む生活を送ることができるよう、利用者ニーズの把握ととも

に、多様化するニーズに対応したサービスの確保に努め、事業所等と連携したサー

ビス基盤の整備を進めます。また、サービス利用に係る支援、介護者の負担軽減等

に向けた取組を実施し、地域での生活を安心して継続できるよう、生活基盤の充実

を図ります。 
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取 組 内 容 主な取組主体 

サービス提供体制の

充実 

障害のある人の地域生活を支援する各種

サービスの提供基盤の整備および拡充を目

指します。 

また、介護保険と障害福祉の両方のサービ

スを同一事業所で受けられる共生型サービ

スの促進を図ります。 

障害福祉課 

障害福祉を支える人

材の育成・確保 

福祉分野への就労を希望する人材を安定

的に確保していくため、関係機関や障害福祉

関連事業所等との連携に努めるとともに、従

事者の定着促進を図るため、働く環境や条件

の整備等に関して支援し、国や県に対しても

働きかけていきます。 

障害福祉課 

家族介護者への支援 

24 時間対応型利用制度支援事業により、

家族介護者の負担軽減を図るとともに、医療

的ケアのある人も利用できるように体制を

整えます。 

また、家族介護者の相談体制の充実を図る

とともに、家族介護者や保護者の団体への支

援を行います。 

障害福祉課 

各種福祉手当等の周

知 

障害年金、特別障害者手当、障害児福祉手

当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等、障

害のある人の生活を支援する各種の年金・手

当等について、制度の周知に努めます。 

障害福祉課 

経済的負担の軽減 

税金の控除や公共料金等の割引制度等の

充実のため、国・県や関係機関へ要望すると

ともに、制度の周知に努めます。 

障害福祉課 
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（２）保健医療の充実 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

疾病の予防と早期発

見 

各種健（検）診事業の実施を通じて、障害

の原因となる生活習慣病等の疾病の予防お

よび早期発見を図ります。 

また、健康づくりや介護予防に取り組みま

す。 

保健・医療・福祉の連携によって、障害の

重度化防止に取り組みます。 

障害福祉課 

保険年金課 

健康推進課 

高齢福祉推進課 

保健・医療サービス

の充実 

健康教育・健康相談の充実により、生活習

慣病の予防や健康推進等について正しい知

識の普及を図り、健康づくりに取り組めるよ

う支援に努めます。 

健康推進課 

保険年金課 

地域医療体制の充実 

保健・医療の連携により、家庭における看

護の知識や技術の普及を図ります。 

また、かかりつけの医師と専門病院の連携

による疾病の予防・早期発見等の充実を図る

とともに、救急医療体制を継続します。 

健康推進課 

精神障害のある人へ

の対応の充実 

精神障害のある人について、医療機関や保

健所による相談事業、訪問指導、救急ニーズ

への対応の充実を促すとともに、連携の強化

に努めます。 

また、指定相談支援事業所において精神障

害のある人に対する専門的人材の確保に努

め、身近な相談体制の整備に努めます。 

医学的リハビリテーションにより精神障

害のある人の社会復帰を促進するため、保健

所や精神科デイケア、指定相談支援事業所等

との連携に努めます。 

障害福祉課 

 

  

障害のある人が健康に暮らし続けられるよう、障害やその原因の一つである疾病

の発生予防、早期発見・早期治療を図るとともに、障害の特性に応じた適切な医療

を受けることができる体制づくりに努めます。また、保健・医療・福祉関係者等の連

携による精神障害のある人を包括的に支援する体制の整備に努めます。 
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取 組 内 容 主な取組主体 

精神保健・医療の提

供 

自殺などの予防のため、こころの健康に関

する啓発を行うとともに、精神疾患の早期発

見、治療についての啓発に努めます。 

また、必要な精神科医療を適切に受けるこ

とができる体制整備や相談支援体制の充実

を図ります。 

障害福祉課 

健康推進課 

 

難病患者への支援 

難病と診断された人やその家族等に対し

て、医療機関を始め関係機関との連携の下に

必要な生活支援サービスおよび福祉サービ

スの提供や福祉用具の給付などの支援に努

めます。 

障害福祉課 

メンタルヘルスの推

進 

睡眠の必要性や生活習慣病との関連、スト

レスに関する知識について、啓発を進めま

す。 

ラジオ等の広報媒体を利用して、こころの

健康に関する普及啓発や相談機関等の周知

を行います。 

障害福祉課 

健康推進課 

 

医療費負担の軽減 

自立支援医療の適切な給付に努めます。ま

た、市ホームページや窓口などで制度の周知

を図ります。 

重度心身障害のある人の健康を保持する

ため、医療費自己負担の軽減に努めます。 

障害福祉課 

保険年金課 
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（３）相談支援・情報提供の充実 

 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

相談支援体制の充実 

障害のある人やその家族からの相談に応

じ、必要な情報提供を行う相談窓口の充実に

努めます。また関係部局や関係機関との連携

の強化と重層的で包括的な相談支援を確立

し、基幹相談支援センターを中心に、総合的

で専門的な相談支援の充実を図ります。 

障害福祉課 

相談支援の質の向上

と人材の確保 

障害のある人の様々な不安や悩みに対し

て、社会福祉士、精神保健福祉士等がより専

門的に相談・支援活動ができるよう、人材の

確保や育成を図るとともに、関係機関の専門

職員との連携強化に努めます。また、障害の

ある外国人に対応できる人材の確保を目指

します。 

障害福祉課他 

身近な相談活動の促

進 

障害者福祉推進員（障害者相談員）等によ

る身近な相談活動を促進します。 
障害福祉課 

複合課題のある相談

者への支援 

本市福祉包括化推進員が連携し、複雑化・

複合化した困りごとのある相談者への支援

に努めます。 

社会福祉課 

高齢福祉推進課 

障害福祉課 

健康推進課 

子ども・若者課 

子育て支援課 

幼児課 

発達支援センター 

（8課 9人） 

多様な情報提供の推

進 

「障害福祉のてびき」の発行や市ホームペ

ージを始めとした多様な媒体を活用し、福祉

サービスや制度に関する情報提供を行いま

す。 

また、障害者団体や障害者福祉推進員を通

じた情報の提供に努めます。 

障害福祉課 

障害のある人やその家族が気軽に相談することができ、多様化する相談に対応

できる重層的で包括的な相談支援体制の構築に努めます。また、障害のある人が

地域で生活していく上で必要な情報に、円滑にアクセスすることができるよう、情報

提供の充実と障害特性を踏まえた適切な情報提供に努め、情報アクセシビリティの

確保および向上に努めます。 
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取 組 内 容 主な取組主体 

点字版・音声版の広

報等の発行 

点字版・音声版の広報ひこねを発行するな

ど、視覚障害のある人への情報提供に努めま

す。 

障害福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）湖東地域の相談支援体制 

○総合相談・専門相談の実施 

○地域の相談支援体制の強化 

○地域移行・地域定着の取組の実施 

○権利擁護・虐待防止の取組の実施 

○困難ケースへの対応 

基幹相談支援センター 

湖東地域障害者自立支援協議会 障害者団体 

障害福祉 

サービス事業所 

障害児通所 

支援事業所 

小中学校 

高等学校 

ハローワーク 

働き・暮らし 

応援センター 

障害当事者 医療機関 

民生委員・ 

児童委員 

障害者相談員・ 

障害者福祉推進員 

社会福祉協議会 

特別支援学校 
保育所・ 

幼稚園 

○サービス等利用計画の作成 

〇障害福祉サービス事業所等の 

連携・調整 

地域の相談支援事業者 児童発達支援 

センター 

障害のある人・障害のある子ども・家族等 

相談 

彦根市 

連携 
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（４）権利擁護の促進 

 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

権利擁護に関する情

報提供 

自ら判断する能力が十分でない人の権利

を守る成年後見制度について、本人や家族、

支援者などに対し周知を図り、相談支援等の

充実により利用を促進します。 

障害福祉課 

高齢福祉推進課 

権利擁護の推進 

彦愛犬権利擁護サポートセンターとの連

携に努め、成年後見制度の利用促進に取り組

みます。 

また、障害のある人の就労に際して、雇用

時や就労条件、職場での権利擁護のための方

策を検討します。 

障害福祉課 

高齢福祉推進課 

人権擁護活動の推進 

「人権が尊重されるまち彦根をつくる条

例」の趣旨に基づき、啓発紙や広報ひこねで

の啓発、各種講演会や講座の開催などによる

市民啓発の充実を図ります。 

また、障害のある人が人権侵害を受けた場

合の相談窓口として、人権擁護委員や法務局

等による人権相談の開設について、広く市民

に周知します。 

人権政策課 

意思決定支援の充実 

意思決定に困難のある知的障害や精神障

害（発達障害を含む）のある人やその家族等

が希望する日常生活や社会生活が送れるよ

う、支援体制の充実を図ります。 

障害福祉課 

 
  

障害のある人の尊厳を守り、自らの意思が反映された生活を送ることができるよ

う、成年後見制度の利用促進や意思決定支援の充実に取り組みます。また、市民

への啓発や虐待防止により人権が尊重されるまちづくりを進めます。 
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取 組 内 容 主な取組主体 

虐待防止への取組 

障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な

対応、その後の適切な支援等を図るため、障

害者虐待防止センター機能を充実させると

ともに、虐待防止に向け、彦根市高齢者・障

害者虐待防止ネットワーク協議会において

教育や福祉、保健、医療、警察、相談支援事

業所など関係機関の連携強化に努めます。 

また、養護者に対して相談等を行い、精神

面と介護面の負担の軽減を図るほか、障害者

虐待に係る通報義務等について市民啓発を

行います。 

障害福祉課 

子育て支援課 

高齢福祉推進課 

差別解消の取組 

障害者差別に関する相談を受けたり、障害

者差別解消支援地域協議会を設置し運営す

るなど障害者差別解消法の趣旨が推進され

るよう取組を進めます。 

障害福祉課 
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基本方針４ 安心・安全のやさしいまち 

（１）障害理解の促進 

 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

人権尊重のまちづく

りに向けた取組 

誰もが自分らしく輝きながら、夢や希望を

持って安心して暮らすことができるまちの

実現に向けて、家庭、地域、学校、企業など

との協力・連携によってそれぞれにおける課

題別の学習を進めます。 

人権政策課 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

広報等による周知・

啓発 

障害のある人に関する正しい知識を普及さ

せるため、障害者週間等における啓発活動を

始め、広報ひこねや市ホームページなどの多

様な媒体を活用した周知・啓発を行います。 

また、障害者差別解消法についても周知・

啓発を図ります。 

障害福祉課 

発達支援センター 

人権政策課 

学習機会の提供 

市民の主体的な学びの機会に、障害のある

人を正しく理解するための教育や啓発を行

い、ノーマライゼーションの理念等の普及啓

発に努めます。また、あらゆる人権問題の解

決に向けて、学習機会の提供と指導者の育成

に努め、市民の人権意識の高揚を図ることで

障害のある人の人権が尊重されるまちづく

りにつなげていきます。 

また、障害理解を進める団体等と協働し、

学習機会の提供を進めます。 

障害福祉課 

人権政策課 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

福祉教育の推進 

福祉施設等と連携し、市内全ての小中学校

において、障害のある人の話や体験活動な

ど、障害のある人の暮らしに寄り添った福祉

教育・学習を推進していきます。 

就学前の保育や教育の場において、障害に

対する理解や認識を幼児期から培うととも

に保護者への啓発を行います。 

学校教育課 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

幼児課 

障害の有無に関わらず、誰もがお互いを認め合い、理解しながらともに生きていく

社会の実現に向け、障害のある人のことや障害に関する正しい知識に関する広報・

啓発および学習機会の充実を図ります。 
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（２）ボランティア・市民活動の促進 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

福祉の担い手の育成 

障害のある人の自立についての相談に応

じ、必要な指導や助言を行うため、障害者福

祉推進員（障害者相談員）の活動を行います。 

また、地域で福祉の担い手となる人の活動

促進を図ります。 

障害福祉課 

ボランティア活動の

振興 

身近な地域における障害者支援のボラン

ティアの養成とボランティア活動の調整機

能の充実を市社協と連携して図ります。 

また、幅広い地域住民の参加を促進するた

めにボランティア活動に対する意識の高揚

を図ります。 

福祉施設や事業所、ボランティア、関係機

関等の連携による福祉教育実践プログラム

を構築し、福祉に対する理解が市民に浸透す

るよう取り組みます。 

障害福祉課 

活動団体への支援 

ひこね市民活動センター等と連携し、活動

に関する啓発や相談を行うとともに、助成金

制度を始めとした活動支援についての情報

提供に努めます。 

まちづくり推進課 

学校等におけるボラ

ンティア活動の推進 

豊かな人間性や社会性を育む教育活動と

して、福祉やボランティアに関する学習を深

めるとともに、地域社会や学校の実態に応じ

た福祉・ボランティア活動を推進していきま

す。 

学校教育課 

 

  

障害福祉に関わるボランティアや当事者団体について、活動に対する市民の理

解を深めながら、その活動支援に努めるとともに、障害のある人を支援するための

取組を促進します。また、地域の活動等を通して市民の交流を促進します。 
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取 組 内 容 主な取組主体 

地域交流の促進 

学区ごとのサロンやふれあい活動など、障

害の有無に関わらず様々な市民が交流でき

る居場所や機会をつくる、地域交流の促進を

支援します。 

障害福祉課 

障害福祉施設の地域

開放の促進 

障害福祉施設が地域の社会資源として生

かされるよう、地域への開放を促します。 

障害福祉課 

障害者福祉センター 
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（３）福祉のまちづくり 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

バリアフリー化の推

進 

公共施設や道路、公園などのバリアフリー

化に努めます。 

また、バリアフリーマップを市ホームペー

ジに開設し、内容の周知や活用を推進してい

きます。 

道路河川課 

都市計画課 

障害福祉課 

公共交通の環境整備 

路線バスや予約型乗合タクシーについて、

市民の意見を反映しつつ、利便性の確保に努

めます。また、バス・タクシーのバリアフリ

ー車両の導入や乗務員によるきめ細やかな

対応など、障害のある人が利用しやすい環境

整備に努めます。 

人に優しい駅づくりに向け、アプローチの

整備や音響誘導システム等の設置が進むよ

う交通事業者と交通施設のバリアフリー化

について協議を行います。 

交通政策課 

  

障害のある人や子どもが住み慣れた地域で安心して生活し、積極的な社会参加

ができるよう、公共施設や道路、公園、駅などのバリアフリー化に努め、誰もが移動

がしやすく、快適な福祉のまちづくりを推進します。 
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（４）防犯・防災体制の構築 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

防災知識の普及 

障害のある人（要配慮者）を対象に防災講

習会等を行うとともに災害時の避難場所等

や緊急時における連絡方法等の周知に努め

ます。 

また、出前講座や市民防災マニュアルの配

布等により、全市的に防災に関する知識の普

及を図るとともに、市民や事業所等に災害時

における要配慮者への支援に関する知識の

普及を図ります。 

危機管理課 

要配慮者への支援 

災害時避難行動要支援者制度の周知に努

め、登録を促進するとともに、個別避難計画

の作成とその周知を図り、避難支援体制の充

実を図ります。 

障害福祉課 

地域における支援体

制づくり 

自主防災組織やボランティア組織等と連

携して、災害時に要配慮者を支援できる体制

を整備するとともに、防災訓練への参加を通

じて、地域ぐるみの避難誘導体制の強化に努

めます。 

危機管理課 

障害福祉課 

障害福祉施設等にお

ける避難対策等の充

実 

障害福祉施設等における避難確保計画の

策定および避難訓練の実施等により、利用者

が安全に避難できるよう指導します。 

また、災害時には施設職員に加え、地域住

民や自治会、自主防災組織、消防団、ボラン

ティア組織等の協力が得られる体制づくり

に努めます。 

予防課 

危機管理課 

障害福祉課 

  

緊急時における情報の伝達、避難誘導の適切な実施に向け、要配慮者の把握に

努めるとともに、情報伝達体制の強化に取り組みます。また、災害時に適切な行動

ができるよう、日頃から防災知識の普及に取り組むとともに、避難訓練の実施を促

進し、地域全体で連携して対応できる体制の整備に努めます。 
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取 組 内 容 主な取組主体 

緊急時の連絡体制の

整備 

携帯電話やインターネットなどを活用し、

障害のある人が日常生活や緊急時、災害時に

利用できる情報伝達手段の拡充を図ります。 

重度の身体障害のある人等に緊急通報装

置等を貸与し、急病など緊急事態の連絡を円

滑にします。 

また、近隣協力者の確保が必要なことか

ら、地域住民への啓発に努めます。 

障害福祉課 

危機管理課 

通信指令課 

防犯対策の推進 

地域の安全を守るための取組や備えなど、

関係機関と連携しながら防犯知識に関する

情報提供に努めるとともに、障害のある人等

の見守りと防犯対策を推進します。 

悪質な特殊詐欺や契約行為等を未然に防

止するため、広報ひこね等による情報提供、

出前講座の実施、消費生活相談員による相談

の実施、警察との連携強化に努めます。 

障害福祉課 

まちづくり推進課 

学校教育課 

生活環境課 
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（５）住環境の整備 

 

 

 

 

▼具体的な取組 

取 組 内 容 主な取組主体 

公営住宅の改修 

公営住宅の整備においては、入居者のニー

ズも踏まえつつ、住宅内部や外部のバリアフ

リー化など障害のある人等が暮らしやすい

住宅整備を計画的に推進します。 

住宅課 

障害のある人に適し

た住宅の改造支援制

度の充実 

障害のある人の住宅改造に関する支援制

度について、介護保険など関連制度と連携し

ながら充実を図ります。また、障害のある人

一人ひとりに応じたより適切な改修ができ

るよう、作業療法士等による専門的な相談・

指導を推進します。 

高齢福祉推進課 

障害福祉課 

障害のある人向けの

多様な住まいの確保 

公営住宅や民間の賃貸住宅などの活用や

働きかけによって、障害のある人の住みよい

住まいの確保を図ります。 

住宅課 

障害福祉課 

グループホームの確

保 

グループホームの確保を図るため、整備に

対し支援を行います。また、整備に当たり障

害や障害のある人についての理解と協力が

地域において得られるよう啓発を行います。 

障害福祉課 

  

障害のある人の住環境の整備に向け、住宅のバリアフリー化などに取り組むとと

もに、障害のある人の希望する生活への支援や親亡き後の生活の場の確保のため

にも、グループホーム等の確保に努めます。 
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第５章 障害福祉サービス･障害児通所
支援等の提供 

～彦根市障害福祉計画（第７・８期）・彦根市障害児福祉計画（第３・４期） 

の見込み量と確保方策～ 

１  障害福祉サービスの見込み量と確保方策  

（１）訪問系サービス 
【サービスの内容】 

サービス名 サービスの内容 

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由障害のある人、知的障害または精神障害により行動

障害のある人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、

食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 

同行援護 
視覚障害のある人に、外出時の同行支援、視覚的情報の支援等を行い

ます。 

行動援護 
知的障害や精神障害のある人で、ひとりでの行動が難しい人に、危険

を回避するための必要な支援や外出支援を行います。 

重度障害者等

包括支援 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的

に行います。 

【サービスの見込み量】 

サービス 単位 

見込み量 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

居宅介護 
人/月 225 237 249 261 273 285 

時間/月 2,882 3,002 3,122 3,242 3,362 3,482 

重度訪問 

介護 

人/月 15 16 17 18 20 21 

時間/月 1,561 1,670 1,787 1,912 2,046 2,190 

同行援護 
人/月 50 51 52 53 54 55 

時間/月 725 740 755 770 785 800 

行動援護 
人/月 70 72 74 76 78 80 

時間/月 1,267 1,297 1,327 1,357 1,387 1,417 

重度障害者

等包括支援 

人/月 0 0 0 0 0 0 

時間/月 0 0 0 0 0 0 
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【見込み量確保のための方策】 

○障害のある人の増加および介護者の高齢化、また、福祉施設入所者の地域生活への

移行を推進することにより、訪問系サービスの利用者の増加が予想されるため、事業所

の確保に努めます。 

○居宅介護と同行援護については、利用者数、利用時間数ともに増加傾向にあり、アン

ケート調査での利用意向もあることから、サービス量の確保に努めます。 

○同行援護については、移動支援事業との調整を図りながら、視覚障害のある人の外出

支援の充実を図ります。 

○重度の障害のある人、行動障害のある人、医療的ケアを必要とする人等への支援体制

の確保が求められているため、事業所での受入れが進むよう、専門技術取得のための

情報提供を行うなど、様々な障害特性に対応できる人材の育成・確保に努めます。 

○介護保険事業所に対し、障害福祉サービス事業への新規参入を働きかけるとともに、

共生型サービスを実施する事業所を拡充します。また、障害福祉サービス事業所に対し、

未実施サービスの実施を働きかけます。 

○草刈りなど居宅介護等では対象外となるサービスに関して、インフォーマルなサービス

などの代替手段の情報提供等に努めます。 

 

 

（２）日中活動系サービス 

【サービスの内容】 

サービス名 サービスの内容 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行

うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 

自立訓練 

（機能訓練） 

身体障害のある人または難病を患っている人などに対して、理学療法、

作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談お

よび助言などの支援を行います。 

自立訓練 

（生活訓練） 

知的障害または精神障害のある人に対して、入浴、排せつ、食事等に

関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相

談および助言などの支援を行います。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識お

よび能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労選択支援 

【新規】 

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就

労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に

合った選択につながるよう支援します。 

就労継続支援 

（Ａ型） 

企業等に就労することが困難な障害のある人に対し、雇用契約に基づ

いた就労の場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必

要な訓練を行います。 
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サービス名 サービスの内容 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に対し、生産活

動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練など

を行います。 

就労定着支援 
一般就労へ移行した障害のある人が働き続けることができるよう指

導・助言するほか、企業・事業所等との連絡・調整を行います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管

理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 

短期入所 
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、

入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

【サービスの見込み量】 

サービス 単位 

見込み量 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

生活介護 
人/月 311  321  331  341  351  361  

人日/月 5,477  5,647  5,817  5,987  6,157  6,327  

自立訓練 

（機能訓練） 

人/月 2  2  2  2  2  2  

人日/月 19  19  19  19  19  19  

自立訓練 

（生活訓練） 

人/月 18  19  20  21  22  23  

人日/月 137  149  161  173  185  197  

就労移行支援 
人/月 74  77  80  83  86  89  

人日/月 748  773  798  823  848  873  

就労選択支援 

【新規】 
人/月 ― 11  12  13  13  14  

就労継続支援 

（Ａ型） 

人/月 135 143 151 159 167 175 

人日/月 2,231 2,391 2,551 2,711 2,871 3,031 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人/月 354 362 370 378 386 394 

人日/月 5,084 5,220 5,356 5,492 5,628 5,764 

就労定着支援 人/月 14  15  16  17  18  19  
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サービス 単位 

見込み量 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

療養介護 人/月 21  21  22  22  23  23  

短期入所 

(福祉型) 

人/月 65  67  69  71  73  75  

人日/月 241  331  421  511  601  691  

短期入所 

（医療型） 

人/月 8  8  8  8  8  8  

人日/月 14  14  14  14  14  14  

【見込み量確保のための方策】 

○重度の障害のある人が安心して利用できる日中活動の場を確保するため、重症心身

障害や行動障害のある人、医療的ケアを必要とする人、精神障害のある人などの障害

特性に対応する技術習得の研修の実施や支援を行います。また、新たな事業の検討や

国・県への制度要望等を行います。 

○生活介護については、利用者数、利用日数ともに増加傾向にあり、今後も特別支援学

校等の卒業生の利用増加が見込まれることから、適切なサービス量の確保に努めます。 

  新規の事業所の開設が進んでいない状況であることから、湖東地域障害者自立支援

協議会等において課題の整理を行い、介護事業所や障害福祉サービス事業所等への

事業実施の働きかけを行います。 

○自立訓練については、機能訓練、生活訓練ともに実績値は減少傾向となっていますが、

精神障害のある人の利用を中心に今後の利用が予想されるため、適切な利用につな

がるよう、関係機関との連携や情報提供に努めます。 

○就労移行支援については、働き・暮らしコトー支援センターへの支援により、指定相談

支援事業所、特別支援学校、商工会議所との連携を強化し、サービス事業所が能力開

発から職場定着まで、一般就労希望者への一貫した就労支援を図れるよう取り組みま

す。 

○事業所において一人ひとりの障害特性（視覚障害含む）やニーズに合わせた効果的

な支援が提供できるよう、技術習得等の課題について湖東地域障害者自立支援協議

会等で支援体制の見直しを行い、その解決策について検討します。 

○新たに創設される「就労選択支援」については、就労移行支援、就労継続支援の利用

実績をもとに必要量を見込み、ニーズを把握しながらサービス提供体制の構築に努め

ます。 

○就労継続支援については、利用者数、利用日数ともに増加傾向にあり、特別支援学校

等の卒業生の利用意向も踏まえた見込み量を設定し、サービス量の確保に努めます。 
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○療養介護については、関係機関との連携や情報提供により、医療を必要とする利用者

が円滑にサービスを利用できる体制整備に努めます。 

○短期入所については、施設や病院からの地域移行の促進、アンケート調査結果におけ

る利用意向を踏まえた見込み量を設定し、サービス量の確保に努めます。また、介護者

の休息（レスパイト）の機会の確保のため、短期入所枠の確保に努めます。 

○グループホーム等の居住系サービス事業所等において、短期入所サービスの事業実

施等を働きかけます。 

 

 

（３）居住系サービス 

【サービスの内容】 

サービス名 サービスの内容 

自立生活援助 
本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわ

たり、定期的な巡回訪問や随時の対応を行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を

行います。 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を

行います。 

【サービスの見込み量】 

サービス 単位 

見込み量 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

自立生活 

援助 
人/月 9 9 9 9 9 9 

共同生活 

援助 

（グループホーム） 

人/月 113  119  125  131  137  143  

施設入所 

支援 
人/月 84  84  83  83  83  82  

【見込み量確保のための方策】 

○障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害や

精神障害のある人が、適切にサービスを利用できるよう、関係機関や施設等との連携を

図り、サービス提供体制の確保に努めます。 

○重度の障害を始め、多様な障害特性への配慮が行えるよう、関係機関によるネットワ

ークを構築し、連携しながら支援できる仕組について検討します。 
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○施設入所支援については、地域移行の推進を前提としつつ、入所が必要な人へのサ

ービス提供体制の適切な確保に努めます。 

 

（４）相談支援 

【サービスの内容】 

サービス名 サービスの内容 

計画相談支援 
障害福祉サービスの利用を行う際に必要なサービス等利用計画の作

成・連絡調整等を行います。 

地域移行支援 
障害者支援施設の入所者または精神科病院に入院している精神障害

のある人等に、地域生活へ移行するための支援を行います。 

地域定着支援 
単身等で生活する障害のある人に、地域生活を継続していくための必

要な支援を行います。 

【サービスの見込み量】 

サービス 単位 

見込み量 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

計画相談 

支援 
人/月 943  972  1,001  1,031  1,062  1,094  

地域移行 

支援 
人/月 1  1  1  1  1  1  

地域定着 

支援 
人/月 1 1 1 1 1 1 

 

【見込み量確保のための方策】 

○計画相談支援については、障害福祉サービスを利用する全ての人が利用することを原

則とし、今後のサービス利用者数の増加を踏まえて見込み量を設定し、適正なサービス

量の確保を図ります。 

〇国・県に対して、サービス報酬の増額や実務経験年数の要件緩和などの仕組の改善

について引き続き要望を行います。 

○障害福祉サービス等事業所や居宅介護支援事業所、介護保険サービス事業所等に

対して引き続き、計画相談支援の事業実施を要請します。 

〇相談支援において多言語に対応できる体制を検討します。 

○障害福祉サービスから介護保険サービスへのスムーズな移行のため、相談支援専門

員と介護支援専門員の連携を強化し、課題解決の検討を行います。 
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２  地域生活支援事業の見込み量と確保方策  

（１）地域生活支援事業（必須事業） 

【事業の内容】 

事業名 事業の内容 

理解促進研修 

・啓発事業 

障害のある人等が日常生活や社会生活を営む上で生じる「社会的障

壁」を除去するために、地域住民等に障害のある人等に対する理解を

深めることを目的とした研修会やイベントの開催、啓発活動等を行い

ます。 

自発的活動支

援事業 

障害のある人や子ども等が自立した日常生活や社会生活を営むこと

ができるよう、障害のある人やその家族、地域住民などが地域におい

て自発的に行う活動（ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボラ

ンティア活動など）の支援を行います。 

相談支援事業 

障害のある人や子ども、その家族等からの相談に応じ、必要な情報の

提供や権利擁護のための必要な援助等を行い、自立した日常生活や社

会生活が送れるよう支援を行います。 

成年後見制度

利用支援事業 

障害福祉サービスの利用の観点等から、成年後見制度を利用すること

が必要であると認められる障害のある人のうち、家庭裁判所により成

年後見人等が選任された人で、補助を受けなければ成年後見制度の利

用が困難であると認められる場合、成年後見人等の報酬についての支

援を行います。 

成年後見制度

法人後見支援

事業 

障害のある人等に対する後見等の業務を適正に行うことができる法

人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた

法人後見の活動を支援し、障害のある人等の権利擁護を図ります。 

意思疎通支援

事業 

聴覚、音声言語、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障

がある障害のある人等に、手話通訳や要約筆記などの方法により、障

害のある人等とその他の人との意思疎通を支援する手話通訳者、要約

筆記者等の派遣などを行います。 

日常生活用具

給付等事業 

障害のある人に、自立した日常生活を支援する用具の給付等を行いま

す。 

手話奉仕員養

成研修事業 

聴覚障害のある人の理解と認識を深め、聴覚障害のある人の理解者と

して期待される手話奉仕員（日常会話程度の手話表現技術の習得を目

指す人）の養成研修を行います。 

移動支援事業 
社会生活に必要な移動や外出を容易にするとともに余暇活動等の社

会参加のための外出の際の移動を支援します。 

地域活動支援

センター事業 

障害のある人に創作的活動や生産活動の機会を提供するなどの、社会

との交流の促進等を図ります。 
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【事業の見込み量】 

事業 単位 

見込み量 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

理解促進研修・ 

啓発事業 

実施の

有無 
有 有 有 有 有 有 

自発的活動 

支援事業 

実施の

有無 
有 有 有 有 有 有 

相
談
支
援
事
業 

障害者相談 

支援事業所の 

相談支援員数 

人 14 14 14 15 15 15 

(参考)事業所数 か所 7 ７ ７ ７～8 ７～8 ７～8 

基幹相談支援 

センター等 

機能強化事業 

実施の

有無 
有 有 有 有 有 有 

(参考)機能強化

の相談支援員数 
人 2 2 2～3 2～3 2～3 2～3 

成年後見制度 

利用支援事業 
人/年 9 9 9 9 9 9 

成年後見制度 

法人後見支援事業 

実施の

有無 
有 有 有 有 有 有 

意
思
疎
通
支
援
事
業 

手話通訳者等

派遣 
人/年 600 642 687 735 786 841 

要約筆記者等

派遣 
人/年 24 32 43 52 55 58 

手話通訳者 

設置 

設置 

人数 
3 3 3 3 3 3 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練 

支援用具 
件/年 7 8 9 10 11 12 

自立生活 

支援用具 
件/年 18 18 18 18 18 18 

在宅療養等 

支援用具 
件/年 23 23 23 23 23 23 

情報・意思 

疎通支援用具 
件/年 57 60 63 66 69 72 

排泄管理 

支援用具 
件/年 2,940 3,000 3,060 3,120 3,180 3,240 

住宅改修費 件/年 6 6 6 6 6 6 

手話奉仕員 

養成講座修了人数 
人/年 30 30 30 30 30 30 
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事業 単位 

見込み量 

令和 

６年度 
令和 

７年度 
令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

10年度 
令和 

11年度 

移動支援 

事業 

人/年 144  149  154  159  164  169  

時間/年 6,488  6,688  6,888  7,088  7,288  7,488  

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業 

基礎的 

事業 

か所 3 3 3 3 3 3 

実利用 

人数 
124 134 144 154 164 174 

機能強化 

事業 
か所 2 2 2 2 2 2 

(参考) 

機能強化の

専門職数 

人 2 2 2 2 2 2 

 

【見込み量確保のための方策】 

○理解促進研修・啓発事業については、障害者週間における広報での周知、講習会や

企業訪問等により、啓発活動に取り組んでいます。様々な機会を捉えて障害に関する

正しい理解の促進や情報の分かりやすい提供などに取り組みます。 

○湖東福祉圏域１市４町の共同事業として、障害理解を深めるための定期的な講演会

（研修会）を実施します。 

○自発的活動支援事業については、障害のある人やその家族、地域住民等が自発的な

取組を行い、その活動内容がより充実したものとなるよう、支援を行います。 

○相談支援事業については、湖東福祉圏域１市４町の共同事業として、圏域内の指定

特定相談支援事業者に引き続き委託実施を行うとともに、相談支援員数と事業所数

の適正配置を維持しながら相談支援体制の充実に努めます。 

○地域の相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、湖東地域障害者自立支援

協議会等において、相談支援事業の運営や困難ケースへの対応のあり方、認証発達

障害者ケアマネジャーや医療的ケア児等コーディネーター、主任相談支援専門員等に

よる専門的な支援内容について検討・調整ができる人材の育成、相談支援専門員の

確保等について協議を重ね、相談支援体制の充実を目指します。 

○基幹相談支援センター等機能強化事業を実施し、関係機関や指定特定相談支援事

業者との連携による、困難ケースへの対応、湖東地域障害者自立支援協議会における、

相談事業を始めとする地域の障害福祉に関するシステムづくりや課題の整理を行いま

す。  
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〇併せて、基幹相談支援センターでは、地域における相談支援事業者に対する専門的

な指導・助言、人材の育成支援、地域移行に向けた取組等を実施します。 

○成年後見制度利用支援事業については、彦根市成年後見制度利用促進基本計画

に基づき、広報・啓発の推進、権利擁護支援の体制整備、後見人等への支援の充実等

の取組を進めます。また、経済的な理由から、成年後見制度の市長申立てに係る経費

等費用負担が困難な障害のある人について支援を行います。 

○成年後見制度や虐待防止を含む権利擁護に対応でき、障害のある人等に対する後

見等の業務を適切に行うことができる法人の確保に努めます。 

○意思疎通支援事業については、市（障害福祉課）において専任の手話通訳士、手話

通訳者を配置するとともに、市独自の手話通訳者・要約筆記者の登録制度の充実を

図ります。また、滋賀県聴覚障害者福祉協会と連携し、事業を推進します。 

○手話通訳・要約筆記の登録者の増員を図るとともに、通訳者等のスキルアップのため

研修会等を実施します。 

○代読、代筆等の視覚障害のある人に対するコミュニケーション支援の実施方法を検

討します。 

○日常生活用具給付等事業については、障害の状況や程度の変化等、障害のある人

のニーズに応じ、適切できめ細かな給付等に努めます。 

○日常生活用具の新たな技術開発・動向等について情報収集に努め、必要により追加

品目の導入や給付要件の見直しなどを適宜検討します。 

○利用者に合った用具選定のために療法士や用具納入事業者等と連携しながら円滑

な事業実施に努めます。 

○手話奉仕員養成研修事業については、地域で手話による日常会話を必要とする聴

覚障害のある人に対する理解と認識を深めるための手話奉仕員養成研修事業の開

催について、関係機関との連携の下、広報紙や、市ホームページ等の様々な媒体を活

用し、更なる受講者の確保に努めます。 

○移動支援事業については、事業所における移動介護技術の向上を促し、様々な障害

特性に対応したサービス提供を促進します。 

○サービス提供事業所を確保していくため、移動支援事業に参入していない指定障害

福祉サービス事業者に対して事業の実施を働きかけます。 

○同行援護、重度訪問介護、行動援護など自立支援給付における外出介護との調整を

図りながら、効果的な移動支援事業の実施に努めます。 

○地域活動支援センター事業については、湖東福祉圏域１市４町の共同事業として、利

用者に対して行う創作的活動、生産活動の機会の提供等について、地域の実情に応

じた支援を行い、身近なセンターづくりを目指します。  
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〇地域活動支援センター機能強化事業を実施し、専門職員（精神保健福祉士等）を配

置し、医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボラン

ティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及および啓発等の事業を実施しま

す。 

 

（２）地域生活支援事業（任意事業） 

【事業の内容】 

事業名 事業の内容 

日中一時支援

事業 

障害のある人や子どもの日中における活動の場を確保し、家族など介

護者の就労や一時的な休息を支援します。 

訪問入浴サー

ビス事業 

自宅での入浴が困難な障害のある人を対象に、訪問入浴車を自宅に派

遣し、入浴介護を行います。 

社会参加促進

事業 

障害のある人が社会の構成員として、地域の中で充実した生活が送れ

るよう、また社会参加を通じて生活の質的向上が図れるよう、各種事

業を実施します。 

【事業の見込み量】 

事業 単位 

見込み量 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

日中一時 

支援事業 

人/年 268  270  272  274  276  278  

日/年 13,920  13,969  14,018  14,067  14,116  14,165  

訪問入浴 

サービス 

事業 

人/年 10  12  14  15  16  17  

日/年 780  936  1,092  1,170  1,248  1,326  

 

【見込み量確保のための方策】 

○重度の肢体不自由障害のある人や医療的ケアが必要な人、精神障害のある人や行動

障害のある人、発達障害のある人等に対応できる人材確保やサービス内容の充実など

に対応するため、介護事業所等における事業実施を促進します。 

○日中一時支援事業については、家族の負担を軽減し、社会参加や日常生活を営むた

めに必要な事業の周知を図るとともに、事業所との連携・調整を図ります。 

○利用者ニーズに対応できるよう、サービス内容の充実を図るとともに、放課後等デイ 

サービスへの移行を促進するなど、障害のある子ども等の日中活動の充実を図ります。 
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○訪問入浴サービスについては、介護保険サービス事業所への事業委託により実施しま

す。 

〇社会参加促進事業については、次の事業を行います。 

ア スポーツ・レクリエーション教室開催等事業…障害者スポーツを通じて体力の維持

増強を図り、社会参加の意欲を養うことによって、障害のある人相互の親睦と協調を

促進することを目的として、毎年秋に彦根市障害者スポーツカーニバルを開催しま

す。 

また、障害のある人のスポーツの場として、スペシャルオリンピックス（SO）の活動を

促進し、健康や体力の増進、スキルの向上のみならず、多くの人との交流を通じて社

会性を育み、自立の促進を図ります。 

イ 点字・声の広報等発行事業…普通文字による情報入手が困難な障害のある人に

対して、「広報ひこね」と「ひこね市議会だより」の点字版と音声版を作成し、希望者

に配布します。 その他の各戸配布の情報についても点字版と音声版での配布に努

めます。 

ウ 自動車運転免許取得・改造助成事業…身体障害のある人が、就労等社会参加の

ために自動車運転免許の取得、および自らが所有して運転する自動車の操作装置

等の改造に対する支援を行います。 
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3 障害児通所支援等の見込み量と確保方策  

（１）通所系サービスと障害児相談支援 

【サービスの内容】 

サービス名 サービスの内容 

児童発達支援 

（医療型児童発

達支援） 

未就学の障害のある児童や障害が疑われる児童に、日常生活の基本動

作の訓練や集団への適応訓練などを行います。（未就学の肢体不自由

障害のある子どもに、児童発達支援を行うとともに、機能訓練や医学

的な管理の下での支援および治療を行います。） 

放課後等デイサ

ービス 

就学している障害のある児童や障害が疑われる児童に、放課後や休業

日に生活能力向上の訓練や社会との交流促進の支援を行います。 

保育所等訪問支

援 

児童発達支援センター等から保育所や学校等へ支援員が訪問し、集団

生活への適応のための専門的な支援を行います。 

居宅訪問型児童

発達支援 

重度の障害のために外出が困難な障害のある子どもに、自宅を訪問し

て発達支援を行います。 

計画相談支援 

障害のある子どもが障害福祉サービスまたは地域相談支援（地域移行

支援・地域定着支援）を利用する場合に、サービス利用等の支援を行

います。 

障害児相談支援 
障害のある子どもが障害児通所支援を利用する場合に、障害児支援利

用計画を作成します。 

【サービスの見込み量】 

サービス 単位 

見込み量 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

児童発達支援 

（医療型児童 

発達支援） 

人/月 173  175  177  179  181  183  

人日/月 601  609  617  625  633  641  

放課後等デ

イサービス 

人/月 353  396  439  482  525  568  

人日/月 4,528  4,958  5,388  5,818  6,248  6,678  

保育所等訪

問支援 
人/月 5  7  9  11  13  15  

居宅訪問型 

児童発達支援 
人/月 1 1 1 1 1 1 

計画相談 

支援 

実利用

者数 
5 6 7 8 9 10 

障害児 

相談支援 

実利用

者数 
488  513  538  565  593  623  
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【見込み量確保のための方策】 

○障害児相談等から得られた地域課題の解決に向け、児童発達支援センターを中心と

した重層的な支援体制の強化に努めます。 

○児童発達支援および放課後等デイサービスについては、アンケート調査からも要望が

高くなっています。今後の見込み量の確保に努めるとともに、様々な障害のある子どもの

ニーズに対応した支援の質の向上に努めます。 

○児童発達支援については、令和６年度から医療型児童発達支援が統合されるため、そ

れを踏まえた見込み量を設定し、事業所と保育所、幼稚園等関係機関と連携した支援

に努めます。 

○放課後等デイサービスについては、新規参入の事業者が増えていることから、湖東地

域障害者自立支援協議会等を通じて、利用者にとって必要なサービス提供のあり方を

検討し、支援の質の向上を図ります。 

○保育所等訪問支援および居宅訪問型児童発達支援については、保護者等のニーズを

把握し、事業所の確保と育成に努めます。 

○障害児相談支援については、様々な障害に対応できる指定障害児相談支援事業者お

よび相談支援専門員の確保に向けて、湖東障害者地域自立支援協議会等で課題の整

理を行います。 

○ライフステージに応じた切れ目のない支援を提供する必要があることから、障害児相

談支援については、障害児相談支援事業と特定相談支援事業の両方の指定を受けた

事業者が一体的に実施することを基本とします。 
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（２）子ども・子育て支援等 

【彦根市子ども・若者プラン（第２期：令和２～６年度）における事業量の見込み】 

● 教育・保育の提供体制 

項目 単位 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

① １号認定：３～５歳 

（教育のみ） 

［幼稚園・認定こども園］ 

人 938 906 798 755 

② ２号認定：３～５歳 

（保育の必要性あり・教育希望強い） 

［保育所・認定こども園］ 

人 1,959 1,959 1,959 1,959 

③ ３号認定：０～２歳 

（保育のみ） 

［保育所・認定こども園・地域型保育事業］ 

人 1,127 1,127 1,127 1,127 

 

●地域子ども・子育て支援事業の提供体制（抜粋） 

項目 単位 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

① 時間外保育事業（延長保育事業） 人 676 676 676 676 

② 放課後児童健全 

育成事業 

１～３年生 人 1,161 1,124 1,114 1,093 

４～６年生 人 342 350 347 344 

③ 一時預かり事業 

幼稚園等 人日 13,749 13,443 12,937 12,735 

上記以外 人日 13,229 12,988 12,701 12,500 

④ 地域子育て支援拠点事業 人日 80,375 80,375 80,375 80,375 

 

【子ども・子育て支援事業計画との連携】 

障害の有無に関わらず、子どもたちがともに成長できるよう、ひこね障害者まちづくりプ

ラン 2024 においても、障害のある子どもの「子ども・子育て支援等」の利用ニーズの把

握およびその提供体制の確保に当たって、彦根市子ども・若者プラン（子ども・子育て支

援事業計画）との調和を保ち、子育て支援施策との緊密な連携を図ります。 
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第６章 権利擁護と成年後見制度の 

利用促進 
～彦根市成年後見制度利用促進基本計画（第２期）～ 

１  権利擁護と成年後見制度  

「権利擁護」とは、「その人らしく生きる権利を守ること」です。認知症、知的障害その他

の精神上の障害など、判断能力の問題により、自分らしい生活を送る上で大切なことを決

め、主張し、実現することが困難な状態にある人が、可能な限り自らの意思に基づき、財産

の管理または医療・介護・福祉等の生活の基本となるサービスを適切に利用（契約）でき

るよう、地域で支え合うことが求められています。 

そのためには、早期に「権利擁護」のための支援（権利擁護支援）が必要であることに

気付ける地域・場づくりが必要になります。また、自らの意思が反映された生活を送ること

ができるように、本人が自ら決定できるように支援する（意思決定支援）ことも必要です。 

「成年後見制度」は、判断能力が不十分な人が財産管理や日常生活での契約などを

行うときに、不利益を被ったり、悪徳商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守り、支

援をする制度です。成年後見制度の利用について、必要とされる人が、適切に制度利用へ

つながるようにするためには、利用促進に向けた取組をしていく必要があります。 

成年後見制度は権利擁護を推進するための重要な手段の一つであり、令和４年３月

25 日に閣議決定された「第二期成年後見制度利用促進基本計画」の中で、「成年後見

制度の利用促進とは、単に利用者の増加を目的とするのではなく、全国どの地域において

も、制度の利用を必要とする人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体

制の整備を目指すものでなければならない」と示されていることから、本計画においても、

このことを目的として策定するものです。 

 

２  計画の位置付け  

本章では、成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14条の規定に基づき、本市に

おける成年後見制度の利用促進に向けた取組に係る基本方針を定めています。 

本章の内容を、市が策定する成年後見制度利用促進基本計画として位置付け、認知症、

知的障害その他の精神上の障害等により日常生活等に支障がある人を支える重要な手

段である成年後見制度の利用促進を図るものです。 

高齢者に係る部分については、第９期彦根市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画にて同様に基本方針等を策定しており、本市における成年後見制度利用促進基本計

画を構成するものです。 
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３  現状の整理  

（１）65歳以上の認知症高齢者数の推移 

本市の 65歳以上の認知症高齢者数は、令和４年度（2022年度）の 5,045人から令

和５年度（2023年度）には 5,065 人と増加しており、令和７年度（2025年度）以降の推

計では、令和７年度（2025 年度）には 6,014 人、令和 12 年度（2030 年度）には 7,037

人、令和22年度（2040年度）には 8,612人と増加していくことが予想されています。 

（単位：人） 

令和４年度 

（2022年度） 

推計率 17.5% 

令和５年度 

（2023年度） 

推計率 17.5% 

（※1） 

令和７年度 

（2025年度） 

推計率 20.0% 

（※2） 

令和 12年度 

（2030年度） 

推計率 22.5% 

（※2） 

令和 22年度 

（2040年度） 

推計率 24.6% 

（※2） 

5,045 5,065 6,014 7,037 8,612 

上記人数は、年度末時点での彦根市の高齢者数に、国が推計した認知症に関する推計率

（※3）を乗じて算出したものです。 

※1 令和５年度のみ令和５年９月３０日時点人数 

※2 令和７年度（2025 年度）以降の高齢者数は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別

将来推計人口（平成30年（2018年）推計）」 

※3 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成 26 年度高齢労働

科学研究費補助金特別研究事業九州大学 二宮教授) 

 

（２）障害のある人の人数の推移 

本市の知的障害のある人と精神障害のある人の人数は、いずれも増加傾向にあります。 

（単位：人） 

区分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

知的障害者（※１） 1,326 1,384 1,430 1,462 1,500 

うち 65歳以上の人数 73 78 80 78 78 

全体に占める割合 5.5％ 5.6％ 5.6％ 5.3％ 5.2％ 

※1 知的障害者：療育手帳交付台帳登載数 

※1 各年度３月３１日時点人数。令和５年度のみ令和５年９月３０日時点人数 

（単位：人） 

区分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

精神障害者（※２） 1,026 1,078 1,148 1,238 1,281 

うち 65歳以上の人数 124 128 132 146 145 

全体に占める割合 12.1％ 11.9％ 11.5％ 11.8％ 11.4％ 

※2 精神障害者：精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数 

※2 各年度３月３１日時点人数。令和５年度のみ令和５年９月３０日時点人数 
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（３）大津家庭裁判所彦根支部管轄エリア（※）内における申立

件数の推移 

大津家庭裁判所彦根支部が管轄するエリア内においては、おおむね１００件弱の申立て

が行われています。 

後見申立てが多くを占め、補助申立ては全体の１０％未満となっています。 

（単位：件） 

区分 
平成30年度 

（2018年度） 

令和元年度 

（2019年度） 

令和２年度 

（2020年度） 

令和３年度 

（2021年度） 

令和４年度 

（2022年度） 

令和５年度 

（2023年度） 

後見申立 68 63 61 73 68 47 

保佐申立 20 24 15 27 15 10 

補助申立 9 8 11 11 9 3 

合計 97 95 87 111 92 60 

※彦根市、近江八幡市、東近江市、愛知郡、犬上郡、蒲生郡を含む（申請時点） 

      令和５年度のみ令和５年９月 30日時点人数 

 

（４）彦愛犬権利擁護サポートセンターについて 

彦愛犬権利擁護サポートセンターは、①権利擁護に関する相談の解決支援、②成年後

見制度の利用支援、③権利擁護の普及・啓発を行い、高齢者および障害のある人が住み

慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域社会の実現を推進することを目的に、

設置しているものです。 

 

 

相談実績 

    令和４年度（2022 年度）における相談件数は、高齢者が 604 件と全体の約 80％

を占めています。相談内容としては成年後見制度に係る内容が最も多く、全体の約

60％を占めています。 

 

●相談件数         （単位：件） 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

高齢者 1,503 592 604 

障害者 420 174 178 

不明（※） 65 25 2 

計 1,988 791 784 
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●相談内容            （単位：件） 

※高齢者と障害者の区分に明確に振り分けられない相談者の人数 

 

（５）広報・啓発の現状 ［令和４年度（2022年度）実績］ 

市民または関係機関を対象に成年後見制度の普及啓発や権利擁護サポートセンター

の PRをテーマとした講座を彦愛犬権利擁護サポートセンターが開催しました。 

（開催回数：7回、参加者数：約 145人） 

彦愛犬権利擁護サポートセンターの運営を受託している社会福祉法人彦根市社会福

祉協議会の広報紙「社協ひこね」に定期的に記事を掲載し、市民向けに成年後見制度の

概要などを周知しました。 

（広報紙への記事掲載：４回） 

  

 

区分 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

高齢 障害 不明

（※） 

全体 高齢 障害 不明

（※） 

全体 高齢 障害 不明

（※） 

全体 

成年後見

制度 
654 62 1 717 330 114 3 447 361 106 0 467 

金銭管理・ 

財産管理 
329 109 8 446 80 22 5 107 86 13 1 100 

債務整理・ 

浪費等 
28 167 7 202 8 5 4 17 3 0 0 3 

消費者被害・ 

悪徳商法 
4 0 3 7 2 0 4 6 0 0 0 0 

相続・遺言 43 1 5 49 10 4 0 14 18 34 0 52 

その他 445 81 41 567 162 29 9 200 136 25 1 162 

計 1,503 420 65 1,988 592 174 25 791 604 178 2 784 
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（６）報酬助成の交付実績 

本市では、後見人等への報酬を支払うことが困難な被成年後見人等に対し、報酬費用

の助成を行っています。交付件数は年々増加傾向にあり、それに伴い交付総額も増加傾

向にあります。 

 

区 分 高齢者（交付件数・交付総額） 障害者（交付件数・交付総額） 

令和元年度（2019年度） 9件 1,673,695円 4件 608,734円 

令和2年度（2020年度） 8件 1,951,398円 9件 1,859,003円 

令和3年度（2021年度） 13件 2,421,236円 8件 1,834,728円 

令和4年度（2022年度） 12件 1,504，３１１円 7件 1,195,081円 

令和5年度（2023年度） 4件 780,281円 3件 814,000円 

※令和５年度のみ令和５年 10月１日時点 

 

（７）市長申立ての件数 

成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、支援できる親族がいない等の理由

で、制度の利用ができない人に対しては、市長申立てにより成年後見人等の申立てを行

っています。件数については年度ごとにばらつきがあります。 
          （単位：件） 

区 分 高齢者 障害者 計 

令和元年度（2019年度） 4 1 5 

令和2年度（2020年度） 3 1 4 

令和3年度（2021年度） 5 1 6 

令和4年度（2022年度） 4 1 5 

令和5年度（2023年度） 0 0 0 

※令和５年度のみ令和５年 10月１日時点 
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４  計画の評価・課題の抽出  

（１）彦根市成年後見制度利用促進基本計画推進委員会で出された評価・課題 

計画を推進するに当たり、令和４年度（2022年度）に１回、令和５年度（2023年度） 

に２回「彦根市成年後見制度利用促進基本計画推進委員会」を開催しました。 

（２）評価・意見と課題 

課題

番号 
評価・意見 課題 対象施策 

1 
医療機関や金融機関職員への広報・啓発

が不足している。 

医療機関や金融機関職

員への広報・啓発方法 
施策１ 

成年後見制

度を含む権

利擁護支援

に関する広

報 ・周知啓

発 

2 
権利擁護支援、成年後見の周知という記載

について、成年後見制度は、権利擁護支援

の中の１つの支援方法である。 

施策１の１、１の２の 

記載方法の整理 

3 
個別に必要な市民への相談者には、制度の

周知ができている。市民への啓発はシンポジ

ウムや研修会などを行ってはどうか。 

開催について、費用負

担の問題や場所の選

定 

4 
誰に向けた広報啓発なのか（一般市民向け、

行政、関係機関向け）の記載がわかりにくい。 

施策１の記載方法の

整理 

5 
協議会立ち上げについて、他の委員が重な

る従前の協議会等を利用してはどうか。 
協議会の検討 

施策 2 

権利擁護支

援の仕組の

構築 

6 
親族後見人の交流会開催は評価できるが、

参加者が少ない。 

親族後見人交流会の

周知方法の検討 

7 
困難ケース検討会について、既存の会議を

利用してはどうか。 

困難ケース検討会の

開催 

8 
具体的な協議会内容について検討が必要

である。 
協議会の検討 

9 
受任者調整会議について、他市町村から情

報収集し、運営していくことが望ましい。 

受任者調整会議の実

施のための仕組づくり 

施策 5 

後見等申立

支援体制の

整備 
10 

具体的な受任調整について検討が必要であ

る。 
受任調整の検討 

11 
親族後見人の把握など、家庭裁判所に協力

を求めてはどうか。 
親族後見人の支援 

施策 6 

後見人等へ

の支援施策

の整備 
12 

選任された後見人等と本人との間でコミュ

ニケーションが取れない場合がある。 

選定された後見人等と本

人の意向相違時の対応 

13 

受任者不足状況については、不足情報はお

おむね入ってきてはいないが、福祉関係者か

ら後見人等がなかなか決まらないという意

見もあった。 

受任者不足の状況確

認 
施策 7 

受任者不足

の解消 

14 
法人受任について、継続できるよう受任機関

に公的助成が必要ではないか。 
法人受任の検討 
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５  計画の基本理念  

本計画における基本理念は、ひこね障害者まちづくりプラン2024の基本理念と同じく、 

以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

この基本理念を実現するために、成年後見制度の利用を必要とする人が、適切に制度

利用につながり、メリットを実感できる形で制度が運用されるよう、本市の成年後見制度

の利用促進を総合的かつ計画的に推進していくこととします。 

 

 

６  計画の基本目標  

抽出した課題と基本理念に基づき、課題解決に向けた目標を以下の３つに大別します。 

 

基本目標１ 広報・啓発の充実 

 

基本目標２ 権利擁護支援の体制整備 

 

基本目標３ 後見人等への支援の充実 

  

みんなで ともに輝いて生きる・暮らす 

安心・安全で やさしいまち 彦根 
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７  中核機関  

基本目標を達成し、本市において権利擁護支援と成年後見制度のより一層の利用促

進を図るために、権利擁護サポートセンターを中核機関として位置付けることとします。 

 

（１）権利擁護サポートセンターの取組内容（令和５年度（2023 年度）） 

① 権利擁護に関する専門相談に関すること 

権利擁護に係る相談を受け、本市および各地域包括支援センター、各障害者相談

事業所等に報告し、課題を整理し、必要に応じて適切な支援先などにつなぎ、連携し

ながら課題解決を図ります。 

② 虐待等の権利侵害への対応および権利擁護に関する専門的支援に関すること 

虐待対応に係る相談・助言等の支援を行います。 

③ 成年後見制度の利用に関する相談等の専門的支援等に関すること 

ア 成年後見制度の活用 

本人申立て、親族申立てに関する支援（制度の説明や申立て書類の作成補助

など）を行います。 

イ 成年後見制度への円滑な移行 

地域福祉権利擁護事業の対象者のうち、成年後見制度への転換が望ましい場

合について、関係機関と連携し円滑な移行を進めます。 

ウ 市長申立てへの対応 

市長申立てが必要な場合は、本市や関係機関等と連携しながら、市長申立て

への支援を行います。 

市が開催する市長申立て判定会議へ出席し、候補者の選定も含め、その対応

等について協議・助言を行います。 

エ 後見人等へのサポート 

後見人等が日常的な相談や支援を得やすい体制を整備します。 

④ 高齢者および障害者の権利擁護に関する普及啓発および研修に関すること 

地域における権利擁護を推進するための普及啓発を行うとともに、研修会を開催します。 

⑤ 権利擁護支援システムの構築および活動に関すること 

ア 地域の実情に応じた権利擁護支援システムの構築に当たり、中核機関としての

役割を果たします。 

イ 様々な社会資源が有機的に連携する権利擁護支援ネットワークを構築します。 

ウ 地域の関係者との相互のつながりを築き、日常的に連携が図られるようにします。 

⑥ 地域の権利擁護支援の担い手の養成および活動に関すること 

「市民後見人」の養成、育成方法について検討を行います。  
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（２）中核機関の３つの機能 

本計画に基づき、中核機関に求められる以下の３つの機能を権利擁護サポートセンタ

ーに整備します。 

 

機能１ 地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化に向けて、全体構想

の設計とその実現に向けた進捗管理・調整等を行う「司令塔機能」 

 

機能２ 地域において協議会を運営する「事務局機能」 

 

機能３ 支援方針の決定、後見人等を受任する候補者の推薦、支援状況の確認、受任

後の支援といった、支援過程における重要な事項について検討・判断し、個別の

チームを支援する「進行管理機能」 

 

中核機関の役割イメージ図 
 

  

本人に身近な親族、

福祉・医療・地域の

関係者と後見人等が

チームになって日常

的に本人を見守り、

本人の意思や状況を

継続的に把握し必要

な対応を行う体制 

成年後見制度利用促進体制整備委員会（公益社団法

人 日本社会福祉会）「地域における成年貢献制度利

用促進に向けた体制整備のための手引き」P15 を参考

に、厚生労働省成年後見制度利用促進室作成 
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８  施策の展開  

基本目標を達成するために、以下の取組を推進します。 

基本目標１ 「広報・啓発の充実」に対応した施策 

施策 事業・取組 主担当 

施策１ 

成年後見制度を含

む権利擁護支援に

関する広報・周知啓

発 

 

市民、行政機関、福祉関

係者、医療関係者等に

対する権利擁護支援お

よび成年後見制度の普

及・啓発を行います。 

（1）権利擁護の各種支援制度の周知啓

発を行います。 

多様な相談窓口の周知、特に権利擁護

サポートセンターの認知度の向上と役割

の周知を行います。 

ア 市民向け 

広報ひこねや市ホームページ等への記

事掲載 

出張相談会・個別訪問（人が集まりや

すい場所・地域の公共施設等）の実施研

修会等の開催 

イ 民生委員・児童委員、福祉関係者、医

療関係者（医師会に協力依頼）、金融機

関職員等向け 

支援へのつなぎの役割を担う対象に対

する周知 

ウ 本市の職員向け（福祉以外の窓口担

当職員含む） 

要支援者と接触した際の適切な支援

につなぐための周知啓発の促進 

エ 相談受理機関の職員（地域の住民含

む）等向け 

福祉関係施設等における出張相談会の

開催（相談者の身近な場所に出向き、ニ

ーズを拾い上げる仕組を定着させる。） 

（2）専門職等、行政機関、福祉関係者、医

療関係者と合同の勉強会や研修等を開

催し、意思決定支援も含めた制度の理解

と普及に努め、関係づくりの中で相談しや

すい関係性を構築します。 

また、実施には家庭裁判所にも協力を

依頼します。 

障害福祉課 

高齢福祉推進課 
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基本目標２ 「権利擁護支援の体制整備」に対応した施策 

※ 本人に身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者と後見人等から成る支援者の集まりを「チーム」と呼びま

す。 

※ 専門職団体や関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体を「協議会」

と呼び、その「協議会」が個別のチームと連携して利用者の支援にあたる仕組を「地域連携ネットワーク」

と呼びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策 事業・取組 主担当 

施策２ 

権利擁護支援の仕

組の構築 
 

（1）地域連携ネットワー

クの支援の仕組をつく

り、意思決定支援の理念

の普及を目指します。 

（２）協議会の体制整備

を行います。 

（3）権利擁護支援の推

進のために多職種が連

携できる場をつくり、研

修会等を積極的に開催

します。 

（４）困難ケースへの対

応について整理します。 

ア 専門職団体・関係機関等の対象委員

が重複している既存の委員会を活用し、

金融関係者と医療関係者を委員に含め

た協議会を設置します。 

また、協議会において、権利擁護支援の

理念にのっとり、地域課題の検討・調整・

解決を行うことで、多職種間での更なる連

携強化を図ります。 

イ チーム（特に親族後見人等）への適切

な支援体制を整備します。 

また、親族後見人交流会の参加増加に

向けた取組を実施します。 

ウ 既存会議を活用しながら、困難ケース

に対応し、困難ケース対応について、整理

を行います。 

障害福祉課 

高齢福祉推進課 

出典：成年後見制度利用促進体制整備委員会（公益社団法人 日本社会福祉会）｢地域における成年貢献制度利用促進に向け

た体制整備のための手引き｣ 

※チーム：本人に身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者と後見人がチームとなって日常的に本人を見守り、 

本人の意思や状況を継続的に把握し必要な対応を行う体制 
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施策 事業・取組 主担当 

施策３ 

相談・支援機関等と

の連携強化 
 

（１）福祉関係者、医療

関係者、地域の関係者、

後見人等がチームとして

関われる体制を構築しま

す。 

（2）専門職団体との連

携を図り、法的課題等に

ついての課題解決に取

り組みます。 

（3）地域福祉権利擁護

事業や生活困窮者自立

支援事業を担う機関との

連携を強化します。 

中核機関が必要に応じて専門職等と連

携した支援を行います。 

また、中核機関において、権利擁護に関

する支援の必要性や適切な支援内容の

検討・専門的判断を、法律・福祉等の専門

的観点から多角的に行います。 

障害福祉課 

高齢福祉推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策４ 

中核機関の機能強

化 
 

中核機関の４つの機能

（１広報、２相談、３成年

後見制度利用促進、４後

見人等支援）を強化しま

す。 

支援を行っていく中で、中核機関の４つ

の機能を整備してきましたが、さらに、協働

していく関係機関間との情報共有を行い、

連携を推進しながら、機能強化を図りま

す。 
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施策 事業・取組 主担当 

施策５  

後見等申立支援体

制の整備 
 

（1）制度利用が必要か

どうか検討する会議にお

いて、必要に応じて専門

職等からの助言を得ま

す。 

（2）中核機関の専門的

機能を向上させます。 

（3）受任者調整の仕組

づくりを検討します。 

（4）必要に応じた市長

申立てによる支援を行い

ます。 

（1）中核機関における判断の専門性・客

観性を担保し、本人にとって適切かつ必要

な後見人を選定するため、専門職等、第三

者を含めた後見人等候補者調整会議（受

任者調整会議）の設置を検討し、必要に

応じて開催します。 

 

（2）受任者調整状況について他自治体

から情報収集を行い、効果的な受任者調

整の方法について研究します。 

障害福祉課 

高齢福祉推進課 
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基本目標 3 「後見人等への支援の充実」に対応した施策 

施策 事業・取組 主担当 

施策６  

後見人等への支援

施策の整備 
 

（1）チーム体制を充実さ

せ、後見人等を支援でき

る仕組をつくります。 

（2）親族後見人等が日

常的に相談できる窓口

を整備します。 

（3）後見人等による不

正の防止を図るために

相談窓口の周知を行い

ます。 

 

（1）チームの支援方針を決める事例検討

の場において、中核機関が必要に応じて

専門職の関与等について支援します。 

また、権利擁護に関する支援の必要性

や、適切な支援内容の検討などが、司法・

福祉等専門的な観点により多角的に行わ

れるようにします。 

 

（2）中核機関が親族後見人等の報告書

類作成の相談に乗り、不安解消に向けた

具体的な助言を行います。 

 

（3）後見人等の選任後、後見人等が他の

支援者と円滑に連携できるように、必要に

応じて中核機関が調整を行います。 

また、後見人等の選任後に後見人と本

人の間に意向相違が生じた際の相談窓

口の周知方法を検討します。 

障害福祉課 

高齢福祉推進課 

施策７ 

受任者不足の解消 
 

（1）法人後見実施機関

の活動を支援します。 

（2）市民後見人の養成

に係る情報を収集しま

す。 

（1）法人後見実施機関からの相談を受

け、必要に応じて中核機関が法人後見実

施機関と他機関との連携を支援します。 

また、後見人等の業務を適切に継続す

ることができる社会福祉法人等に対して、

法人後見受任の取組を喚起します。 

（2）市民後見人の受任者を養成する取

組等について、全国の事例の情報収集を

行います。 
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９  重点取組事項  

◎広報・周知啓発の充実 

成年後見制度の認知度を向上させるため、市と中核機関は、広報ひこね、彦根市ホーム

ページ等の様々な媒体を利用し周知啓発を行います。 

中核機関は、医療関係者、金融機関職員、保健・福祉関係者、行政職員向けの研修等

を開催し、権利擁護サポートセンターの認知度向上に努めるとともに、関係機関との連携

強化を図ります。 

 

成果指標・数値目標： 

 

（1）広報ひこねに、成年後見制度の特集ページを計画期間中に 1回以上掲載する。 

（2）広報ひこねのお知らせページに、年 1回以上、記事を掲載する。 

（３）出前講座を年間 7回実施する。 

 

 

◎権利擁護支援の体制整備 

協議会において、地域課題の検討・調整・解決を行うことで、多職種間での更なる連携

強化を図ります。 

チーム（特に親族後見人等）への適切な支援体制を整備します。親族後見人交流会の

参加増加に向けた取組を実施します。 

 

成果指標・数値目標： 

 

親族後見人の会議を年 1回以上開催する。 

 

 

◎後見人等への支援の充実 

法人後見実施機関からの相談を受け、必要に応じて中核機関が法人後見実施機関と

他機関との連携を支援します。後見人等の業務を適切に継続することができる社会福祉

法人等に対して、法人後見受任の取組を喚起します。 

 

成果指標・数値目標： 

 

法人後見受任数を年 2件以上とする。   
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10 計画の評価と進行管理  

（１）計画の評価 

本計画については、成年後見制度の利用促進に関する施策を推進するために、彦根市

成年後見制度利用促進基本計画推進委員会において、計画の評価を行います。 

 

（２）進行管理 

本計画については、「PDCA」のサイクルに沿って進行管理を行います。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画（Plan） 

計画の策定（見直し） 

実行（Do） 

施策の実施 

点検・評価（Check） 

点検・評価 

見直し（Action） 

見直し・改善 
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11 計画策定と推進の経緯  

年月日 会議・各種調査等 概要 

令和４年度 

（2022年度） 

令和５年 

（2023年） 

３月 22日 

令和４年度彦根市成年

後見制度利用促進基本

計画推進委員会 

・第１期彦根市成年後見制度

利用促進基本計画の概要に

ついて 

・現在の取組状況について

（令和３年度） 

・今後のスケジュールについて 

令和５年度 

（2023年度） 

令和５年 

（2023年） 

５月 29日 

令和５年度第１回彦根市

成年後見制度利用促進

基本計画推進委員会 

・令和４年度取組状況の報告

および評価について 

・今後のスケジュールについて 

令和５年 

（2023年） 

10月30日 

令和５年度第２回彦根市

成年後見制度利用促進

基本計画推進委員会 

・第２期彦根市成年後見制度

利用促進基本計画素案内

容の確認修正について 

 

12 彦根市成年後見制度利用促進基本計画推進委員名簿 

 氏 名 （敬称略） 所属団体名等 任  期 

1 中村 好孝 公立大学法人 滋賀県立大学 
令和５年３月１日～ 

 令和７年２月 28日 

2 田嶋 明日香 滋賀弁護士会 
令和５年３月１日～ 

 令和７年２月 28日 

3 藤本 英之 
公益社団法人 成年後見センター 

リーガルサポート 滋賀支部 

令和５年３月１日～ 

 令和７年２月 28日 

4 澤 和子 
公益社団法人 滋賀県社会福祉士

会 

令和５年３月１日～ 

 令和７年２月 28日 

5 野村 武司 彦根市認知症HOTサポートセンター 
令和５年３月１日～ 

 令和７年２月 28日 

6 大塚 ひろみ 

社会福祉法人とよさと 彦愛犬地域

障害者生活支援センター ステップ

あップ 21 

令和５年３月１日～ 

 令和７年２月 28日 

7 川畑 外志美 
医療法人 遙山会 

地域生活支援センター まな 

令和５年３月１日～ 

 令和７年２月 28日 

8 長﨑 敏雄 彦愛犬権利擁護サポートセンター 
令和５年３月１日～ 

 令和７年２月 28日 
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第７章 数値目標･成果目標 

１  ひこね障害者まちづくりプラン 2024 数値目標 

◆ 数値目標 

区分 指 標 名 
現状値 

令和４年度 

目標値 

令和 11年度 
備 考 

１ いきいき

暮らす 

手話通訳等依頼件

数に対する派遣件

数の割合 

100％ 100％ 
（所管） 

障害福祉課 

働き・暮らしコトー支

援センターからの新

規就職者数 

39人/年 70人/年 
（所管） 

障害福祉課 

２ のびのび

育つ 

医療的ケア児等コー

ディネーターの配置

数 

０人 １人以上 
（所管） 

障害福祉課 

発達障害のある人

を対象とした相談実

人数 

652人 933人 
（所管） 

発達支援セ

ンター 

３ いつでも

相談・サ

ービスが

受けられ

る 

障害福祉サービス

等事業所の整備数 
０ １施設/年 

（所管） 

障害福祉課 

湖東福祉圏域内指

定相談支援事業所

内の相談支援専門

員数 

42人 
（令和５年３月末

現在） 

54人 
（所管） 

障害福祉課 

４ 安心・安

全のやさ

しいまち 

福祉避難所の設置

に係る協定締結事

業所数 

14か所 
（令和５年３月末 

現在） 

20か所 
（所管） 

障害福祉課 

各種団体が実施す

る「障害福祉に関す

る研修会」に出講し

た件数 

２件 ３件 
（所管） 

障害福祉課 
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２  成果目標  

～彦根市障害福祉計画（第7･8期）･彦根市障害児福祉計画（第3･4期）の成果目標～ 

国の基本指針に基づき、本市の状況に応じた数値目標等を掲げ、それらの達成を目指

して施策を推進します。 

 

（１）施設入所者の地域生活の実現 

福祉施設に入所している人が、グループホームや一般住宅などで地域生活を送れるよ

うになることを目指し、国の基本指針を踏まえつつ、滋賀県の目標値や実績値を参考に、

令和８年度までにおける成果目標を設定します。（参考値として令和 11 年度までの成果

目標も表します。） 

（参考 国の基本指標による目標） 

・令和４年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行する。 

・令和８年度末時点の施設入所者数を令和４年度末時点の施設入所者数から５％以上

削減する。 

■本市における成果目標 

項目 令和４年度実績 令和８年度目標 

施設入所者の地域生活への移行者数 ０人 １人 

施設入所者数の削減 82人 81人 

県外入所施設から県内入所施設への移 

行者数【滋賀県独自】 
０人 １人 

（参考） 

項目 令和 11年度目標 

施設入所者の地域生活への移行者数 ２人 

施設入所者数の削減 80人 

県外入所施設から県内入所施設への移行者数【滋賀県独自】 ２人 
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害のある人が、地域の一員として安心して自分らしく暮らしていけるよう、精神障

害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、保健・医療・福祉関係者の連携支

援体制を強化します。 

（参考 国の基本指標による目標） 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、保健・医療・福祉関

係者が連携して取り組むとともに、市町村および都道府県が精神保健医療福祉体制の

基盤整備等を推進する。 

■本市における成果目標 

項目 令和４年度実績 令和８年度目標 

保健・医療・福祉関係者による協議の場

の開催 
有 有 

ひきこもりの精神障害のある人におけ

る福祉施設の新規利用者数【本市独自】 
３人 ６人 

（参考） 

項目 令和 11年度目標 

保健・医療・福祉関係者による協議の場の開催 有 

ひきこもりの精神障害のある人における福祉施設の新規

利用者数【本市独自】 
９人 
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（３）地域全体で支える仕組づくり 

地域生活支援拠点等について、基幹相談支援センターや各相談支援事業所等と連携を

図りつつ、障害のある人の生活を地域全体で支える体制を構築し、その機能の充実のため、

運用状況を検証および検討します。 

強度行動障害のある人への支援体制の整備について、本人とその家族の支援ニーズの

適切な把握に努め、支援につなげていくとともに、湖東地域障害者自立支援協議会と連携

し、専門的な指導・助言ができる人材を育成するなど、地域の支援体制の整備を進めます。 

（参考 国の基本指標による目標） 

・地域生活支援拠点等について、令和８年度末までの間、各市町村または各圏域に１

つ以上確保しつつ、その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証および検討

する。 

・強度行動障害のある人に関し、各市町村または各圏域において支援ニーズを把握し、

支援体制の整備を進める。【新規】 

■本市における成果目標 

項目 令和４年度実績 令和８年度目標 

地域生活支援拠点等の運用状況の検証

および検討の回数 
４回 ６回 

強度行動障害のある人への支援体制の

整備【新規】 
有 有 

（参考） 

項目 令和 11年度目標 

地域生活支援拠点等の運用状況の検証および検討の回数 7回 

強度行動障害のある人への支援体制の整備【新規】 有 
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（４）福祉施設から一般就労への移行 

一般就労への移行および職場定着を促進するため、令和８年度までにおける成果目標

を設定します。（参考値として令和 11年度までの成果目標も表します。） 

（参考 国の基本指標による目標） 

・令和８年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を令和３年度実績の

1.28倍以上とする。 

就労移行支援事業：1.31倍以上 

就労継続支援Ａ型事業：1.29倍以上 

就労継続支援Ｂ型事業：1.28倍以上 

・就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した

者の割合が５割以上の事業所を全体の５割以上とする。【新規】 

・就労定着支援事業の利用者数については、令和３年度の実績の 1.41倍以上とする。 

・就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所を全体の２割５分以上とする。 

■本市における成果目標 

項目 令和３年度実績 令和８年度目標 

一般就労への移行者数 17人 26人 

 

就労移行支援事業 13人 18人 

就労継続支援Ａ型事業 ４人 ６人 

就労継続支援Ｂ型事業 ０人 ２人 

一般就労へ移行した者の割合が５割以上の就労

移行支援事業所の割合【新規】 
０割 ３割 

就労定着支援事業の利用者数 ８人 12人 

就労定着率が７割以上の就労定着支援事業所の

割合 
５割 ６割 

（参考） 

項目 令和 11年度目標 

一般就労への移行者数 33人 

 

就労移行支援事業 21人 

就労継続支援Ａ型事業 8人 

就労継続支援Ｂ型事業 ４人 

一般就労へ移行した者の割合が５割以上の就労移行支援事業所の割

合【新規】 
４割 

就労定着支援事業の利用者数 16人 

就労定着率が７割以上の就労定着支援事業所の割合 6.5割 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等 

障害のある子どもが良質かつ適切な支援が受けられるように、児童発達支援センター

を中核とした地域支援体制の構築を図るとともに、障害のある子どもの地域参加・包容

（インクルージョン）を推進する体制を構築します。 

（参考 国の基本指標による目標） 

・令和８年度末までに、児童発達支援センターを各市町村または各圏域に少なくとも

１か所以上設置する。 

・令和８年度末までに、全ての市町村において、障害のある子どもの地域社会への参

加・包容（インクルージョン）を推進する体制を構築する。 

・令和８年度末までに、主に重症心身障害のある子どもを支援する児童発達支援事業

所および放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１か所以上確保する

ことを基本とする。 

・令和８年度末までに、各市町村または各圏域において、保健、医療、障害福祉、保

育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケ

ア児等に関するコーディネーターを配置する。 

■本市における成果目標 

項目 令和４年度実績 令和８年度目標 

児童発達支援センターの設置 １か所 １か所以上 

発達支援センターにおける発達障害の

実相談件数【本市独自】（18歳未満） 
572人 696人 

主に重症心身障害のある子どもを支援

する児童発達支援事業所の確保 
1か所 1か所以上 

主に重症心身障害のある子どもを支援

する放課後等デイサービス事業所の確

保 

1か所 1か所以上 

医療的ケア児支援について連携を図る

ための協議の場の設置（湖東地域障害

者自立支援協議会） 

有 有 

医療的ケアの必要な子どもの夜間支援

を行う事業所の確保【本市独自】 
２か所 ２か所以上 

医療的ケア児等に関するコーディネー

ターの配置 
０人 １人以上 
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（参考） 

項目 令和 11年度目標 

児童発達支援センターの設置 １か所以上 

発達支援センターにおける発達障害の実相談件数 

【本市独自】（18歳未満） 
812人 

主に重症心身障害のある子どもを支援する児童発達支援事

業所の確保 
２か所以上 

主に重症心身障害のある子どもを支援する放課後等デイサ

ービス事業所の確保 
２か所以上 

医療的ケア児支援について連携を図るための協議の場の設

置（湖東地域障害者自立支援協議会） 
有 

医療的ケアの必要な子どもの夜間支援を行う事業所の確保

【本市独自】 
３か所以上 

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 １人以上 

 

  



107 

 

第８章 計画の推進体制 

１  計画の推進  

施策の推進に当たっては、広く市民の理解と協力を得ながら、地域、関係団体、サービス

提供事業者、企業、社会福祉協議会、市町村協議会（湖東地域障害者自立支援協議会）、

行政等が協働・連携することにより、総合的かつ効果的な計画の実施を目指します。 

（１）本市関係各課の連携体制の整備 

障害福祉施策は、保健・医療・福祉・教育・就労・生活環境など、各分野の関係者が連

携して取り組むことが重要です。このため、本市関係各課による情報交換や意見交換に努

めるなど、行政各分野間における連携・調整の強化を図り、総合的・効果的な取組を推進

します。 

（２）関係機関との連携・ネットワークづくり 

湖東福祉圏域全体での取組を視野に入れて、本市も参画する湖東地域障害者自立支

援協議会を中心に地域の関係機関との連携を図り、本計画の推進に必要な事項の協議

や検討を行います。 

障害のある人やその家族、地域、関係団体、サービス提供事業者、企業、社会福祉協議

会、市町村協議会（湖東地域障害者自立支援協議会）、行政等の役割を明確にしながら、

相互の連携強化を図り、地域社会全体で支援体制の構築を図ります。 

 

 

 

 

 

 

  

障害のある人を中心とした支援のネットワークづくり 

 
障害のある

人・子ども 

湖東地域障害者自立支援協議会 彦根市 連携 

ニーズ・課題・困難ケース等 支援 

NPO・ボランティア サービス提供事業者 

当事者団体 

医療・保険 社会福祉協議会 

企業等 
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２  計画の進行管理  

各年度において、障害者施策や成果目標、障害福祉サービスの見込み量、達成状況の

点検・評価などの進行管理について、行政内部での検討を行うとともに、彦根市障害者福

祉推進会議で審議します。 

また、本市も参画する湖東地域障害者自立支援協議会においても、状況分析や課題、

対応策等の協議を行い、計画の推進に向けて連携を図ります。  

 

●PDCAサイクルの導入 

少なくとも１年に１回は、成果目標等に関する実績を把握し、分析・評価（中間評価）

を行い、必要があると認めるときは、計画の変更等を行います。 

令和８年度に実施予定の本計画の中間評価の際には本市障害者福祉推進会議や

湖東地域障害者自立支援協議会等の意見を聴くとともに、その結果について公表する

ことを予定しています。 

  

 

彦根市障害者福祉推進会

議における点検・評価 

計画の策定（見直し） 

取組の見直し・改善 

ＡＣＴＩＯＮ 

ＣＨＥＣＫ 

ＰＬＡＮ 

施策の実施 

ＤＯ 
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43.4 

63.9 

25.4 

36.6 

45.5 

20.7 

10.7 

4.2 

6.3 

0% 20% 40% 60% 80%

在宅で医療ケア等が適切に受けられること

経済的な負担の軽減

障害のある人に適した住居が確保されていること

相談体制等の充実

必要な在宅サービスが適切に利用できること

地域住民等の理解

生活訓練等の充実

その他

不明・無回答

全体（n=571）

 

資料編 

１  福祉に関するアンケート調査結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）福祉アンケート（18歳以上）調査結果（抜粋） 

 

■地域で生活するためには、どのような支援があればよいと思いますか。 

（あてはまるもの全てに○）［問 13］ 

地域で生活するためには、どのような支援があればよいかについてみると、「経済的な

負担の軽減」が 63.9％と最も高く、次いで「必要な在宅サービスが適切に利用できるこ

と」が 45.5％、「在宅で医療ケア等が適切に受けられること」が 43.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《調査結果の見方》 

◇回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下

第２位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選

ぶ方式）であっても合計値が 100.0％にならない場合があります。 

◇図表中において「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が

困難なものです。 

◇図表中の「ｎ（number of case）」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条

件に該当する人）を表しています。 
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9.6 

14.0 

18.0 

11.2 

21.9 

31.3 

20.8 

10.9 

30.1 

16.6 

12.4 

18.2 

5.4 

4.2 

4.0 

25.9 

4.6 

0% 10% 20% 30% 40%

食事をするとき

薬を飲んだり保管するとき

お風呂・トイレを利用するとき

着替えをするとき

家事をするとき（料理・掃除・洗濯等）

外出するときの移動手段（通院や買い物等）

生活費などお金の管理

戸締りや火の始末などの安全

日常の暮らしに必要な事務手続き（役所や郵便局等）

自分の考えを伝えたいとき

手紙や文書を読むときや管理すること

緊急時に避難や連絡をしたいとき

生活全般についてアドバイスをしてくれる人がいない

暴力や暴言を受けることがある

その他

特にない

不明・無回答

全体（n=571）

■生活の中で困ることは何ですか。（あてはまるもの全てに○）［問 15］ 

生活の中で困ることは何かについてみると、「外出するときの移動手段（通院や買い物

等）」が 31.3％と最も高く、次いで「日常の暮らしに必要な事務手続き（役所や郵便局

等）」が 30.1％、「特にない」が 25.9％となっています。 
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46.6 29.2 13.8 8.1 2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=571）

ほぼ毎日 週に数回 月に数回 ほとんど外出しない 不明・無回答

25.4 

13.0 

17.0 

10.7 

11.2 

6.0 

17.9 

11.9 

14.0 

18.4 

3.7 

29.6 

5.4 

0% 10% 20% 30% 40%

公共交通機関が少ない（ない）

列車やバスの乗り降りが困難

道路や駅に階段や段差が多い

切符の買い方や乗換えの方法がわかりにくい

外出先の建物の設備が不便（通路、トイレ、エレベー

ター等）

介助者が確保できない

外出にお金がかかる

周囲の目が気になる

発作など突然の身体の変化が心配

困ったときにどうすればいいのか心配

その他

特にない

不明・無回答

全体（n=571）

■あなたは、どれくらいの頻度で外出しますか。（通勤、通学、通所、通院等の外出を含む）

（１つに○）［問 16］ 

外出の頻度についてみると、「ほぼ毎日」が 46.6％と最も高く、次いで「週に数回」が

29.2％、「月に数回」が 13.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

■外出するときに困ることは何ですか。（あてはまるもの全てに〇）［問 17］ 

外出するときに困ることについてみると、「特にない」が 29.6％と最も高く、次いで「公

共交通機関が少ない（ない）」が 25.4％、「困ったときにどうすればいいのか心配」が

18.4％となっています。 
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障害者手帳種類別にみると、身体障害者手帳では「特にない」、療育手帳では「困った

ときにどうすればいいのか心配」、精神障害者保健福祉手帳では「公共交通機関が少な

い（ない）」と「困ったときにどうすればいいのか心配」が最も高くなっています。 

 

 

  

単位：％

公
共
交
通
機
関
が
少
な
い

（
な

い

）

列
車
や
バ
ス
の
乗
り
降
り
が
困
難

道
路
や
駅
に
階
段
や
段
差
が
多
い

切
符
の
買
い
方
や
乗
換
え
の
方
法

が
わ
か
り
に
く
い

外
出
先
の
建
物
の
設
備
が
不
便

（
通
路

、
ト
イ
レ

、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

等

）

介
助
者
が
確
保
で
き
な
い

外
出
に
お
金
が
か
か
る

周
囲
の
目
が
気
に
な
る

発
作
な
ど
突
然
の
身
体
の
変
化
が

心
配

困

っ
た
と
き
に
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
か
心
配

 身体障害者手帳
（n=317）

    22.7     16.1     24.6      7.6     17.0      6.9     13.6      7.9     12.3     12.6

 療育手帳（n=75）     26.7     20.0     16.0     30.7      6.7      9.3     18.7     17.3     10.7     38.7

 精神障害者保健
福祉手帳（n=114）

    32.5      9.6     15.8     14.9      7.9      4.4     28.9     22.8     18.4     32.5

単位：％

そ
の
他

特
に
な
い

不
明
・
無
回
答

 身体障害者手帳
（n=317）

     4.4     30.0      6.9

 療育手帳（n=75）      1.3     22.7       0.0

 精神障害者保健
福祉手帳（n=114）

     1.8     21.9      2.6



113 

41.2 

8.4 

21.0 

22.7 

22.7 

4.2 

10.9 

4.2 

9.7 

19.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

給与・工賃などの収入が少ない

通勤手段がない（少ない）

身体的な負担が大きい

精神的な負担が大きい

職場の人間関係

勤務の日数や形態等の希望する配慮が受けられない

障害に対する職場の理解が不足している

仕事が自分には合わない

その他

不明・無回答

全体（n=238）

■あなたが仕事をする上で困っていることは何ですか。（あてはまるもの全てに〇）［問 22］ 

仕事をしている方のみ 

仕事をする上で困っていることについてみると、「給与・工賃などの収入が少ない」が

41.2％と最も高く、次いで「精神的な負担が大きい」と「職場の人間関係」が 22.7％、

「身体的な負担が大きい」が 21.0％となっています。 
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70.1 

22.1 

3.7 

6.0 

10.0 

5.6 

1.2 

21.9 

8.6 

2.1 

1.4 

4.2 

4.4 

1.6 

3.5 

6.5 

6.7 

0% 20% 40% 60% 80%

家族や親せき

友人・知人

近所の人

職場の上司や同僚

施設の指導員等

ホームヘルパー等サービス事業所の人

障害者団体や家族会

かかりつけの医師や看護師

病院のケースワーカーや介護保険のケアマネジャー

民生委員・児童委員

学校・園の先生

相談支援事業所等の民間の相談窓口

行政機関の相談窓口

社会福祉協議会

その他

相談できる相手がいない

不明・無回答

全体（n=571）

■あなたは普段、悩みや困ったことをどなたに相談しますか。（あてはまるもの全てに〇）

［問 27］ 

普段、悩みや困ったことの相談相手についてみると、「家族や親せき」が 70.1％と最も

高く、次いで「友人・知人」が 22.1％、「かかりつけの医師や看護師」が 21.9％となって

います。 
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■あなたが相談について希望することは何ですか。（あてはまるもの全てに〇）［問 29］ 

相談について希望することについて、障害者手帳種類別にみると、全ての種別で「小さ

なことでも気軽に相談できる人（家族・友人は除く）」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％

小
さ
な
こ
と
で
も
気
軽
に
相
談
で

き
る
人

（
家
族
・
友
人
は
除
く

）

家
の
身
近
で
相
談
で
き
る
窓
口

障
害
の
特
性
に
つ
い
て
よ
く
理
解

し
て
い
る
専
門
的
な
相
談
窓
口

生
活
上
の
様
々
な
困
り
ご
と
や

サ
ー

ビ
ス
利
用
に
総
合
的
に
対
応

で
き
る
相
談
窓
口

障
害
者
同
士
や
介
助
者
同
士
が
相

談
し
合
え
る
機
会

土
日
や
祝
日
で
も
相
談
で
き
る
窓

口 就
労
に
つ
い
て
相
談
で
き
る
窓
口

そ
の
他

相
談
は
特
に
必
要
な
い

不
明
・
無
回
答

 身体障害者手帳
（n=317）

    32.2     13.6     17.4     21.8       7.3     15.1       7.3       2.2     22.4     15.8

 療育手帳（n=75）     45.3     24.0     32.0     42.7       8.0     33.3       9.3        0.0     18.7       8.0

 精神障害者保健
福祉手帳（n=114）

    50.9     26.3     44.7     33.3       9.6     23.7     24.6       2.6     14.9     12.3



116 

2.8 

4.6 

8.4 

40.1 

27.5 

1.2 

15.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

困ったときに相談をしたり、助け合っている

用事を頼める程度の付き合いはしている

世間話をする

会ったときは挨拶をし合う

付き合いはしていない

その他

不明・無回答

全体（n=571）

■あなたは、隣近所の方と、どのようなお付き合いをしていますか。（１つに○）［問 33］ 

隣近所の方と、どのようなお付き合いをしているかについてみると、「会ったときは挨拶を

し合う」が 40.1％と最も高く、次いで「付き合いはしていない」が 27.5％、「世間話をする」

が 8.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者手帳種類別にみると、療育手帳では「付き合いはしていない」、それ以外の種別

では「会ったときは挨拶をし合う」が最も高くなっています。 

 

 

 

  
単位：％

困

っ
た
と
き
に
相
談
を
し
た
り

、

助
け
合

っ
て
い
る

用
事
を
頼
め
る
程
度
の
付
き
合
い

は
し
て
い
る

世
間
話
を
す
る

会

っ
た
と
き
は
挨
拶
を
し
合
う

付
き
合
い
は
し
て
い
な
い

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

 身体障害者手帳
（n=317）

     4.1      6.3     12.6     39.7     19.6      1.3     16.4

 療育手帳（n=75）       0.0      2.7      1.3     38.7     45.3      1.3     10.7

 精神障害者保健
福祉手帳（n=114）

      0.0      0.9      3.5     41.2     39.5      1.8     13.2
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25.3 

42.7 

12.4 

7.3 

18.5 

20.8 

9.0 

12.4 

19.1 

21.9 

11.8 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

仕事の内容や給料の額

職場や学校での人との付き合い

親せき関係の集まりの場

スポーツ・趣味の活動

地域の行事や集まり

お店などでの対応

SNSやWebサイトなどの場

行政機関などでの対応

公共交通機関を利用するとき

病院などの医療機関を利用したとき

その他

不明・無回答

全体（n=178）

■あなたは、障害のあることで差別や嫌な思いをする（した）ことがありますか。（１つに○）

［問 35］ 

障害のあることで差別や嫌な思いをする（した）ことがあるかについて、障害者手帳種

類別にみると、療育手帳では「ある」、それ以外の種別では「ない」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あなたはどのようなときにそれを感じましたか。（あてはまるもの全てに〇）［問 36］ 

［問 35］で「ある」「少しある」を選んだ方のみ 

どのようなときにそれを感じたかについてみると、「職場や学校での人との付き合い」が

42.7％と最も高く、次いで「仕事の内容や給料の額」が 25.3％、「病院などの医療機関

を利用したとき」が 21.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％

あ
る

少
し
あ
る

な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

 身体障害者手帳
（n=317）

    11.7     12.3     57.4      9.5      9.1

 療育手帳（n=75）     30.7     22.7     18.7     17.3     10.7

 精神障害者保健
福祉手帳（n=114）

    24.6     23.7     29.8     15.8      6.1
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2.3 

25.0 

8.8 

54.8 

1.6 

1.4 

6.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

将来に備えて成年後見人等を選んでおきたい

必要になれば利用したい

利用したいとは思わない

今はわからない

現在利用している

その他

不明・無回答

全体（n=571）

■障害福祉に関する以下の条約や法律、取組をご存知ですか。（それぞれ１つに○） 

［問 41］ 

障害のある人に関する条約や法律、取組を知っているかについてみると、①～④全ての

項目で「知らない」が最も高くなっています。 

 
 

■あなたは支援が必要になったときに、成年後見制度を利用したいと思いますか。 

（１つに○）［問 40］ 

支援が必要になったときに、成年後見制度を利用したいと思うかについてみると、「今は

わからない」が 54.8％と最も高く、次いで「必要になれば利用したい」が 25.0％、「利用

したいとは思わない」が 8.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.6 

13.1 

8.6 

7.5 

20.0 

27.0 

24.2 

19.8 

65.8 

51.0 

58.3 

63.6 

8.6 

8.9 

8.9 

9.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 障害者権利条約

② 障害者虐待防止法

③ 障害者差別解消法

④ 合理的配慮

全体（n=571）

内容を知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない

知らない 不明・無回答
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■将来の生活について、不安となる項目はどのようなことですか。 

（あてはまるもの全てに○）［問 43］ 

将来の生活について、不安となる項目について、障害者手帳種類別にみると、全ての種

別で「生活費など暮らしの上での経済的なこと」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：％

生
活
費
な
ど
暮
ら
し
の
上
で
の
経

済
的
な
こ
と

介
助
者
が
い
な
く
な

っ
た
と
き
の

こ
と

親
身
に
な

っ
て
く
れ
る
相
談
相
手

が
い
な
い

住
み
続
け
る
場
所
の
こ
と

福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
や
利
用
料

の
こ
と

学
校
で
の
こ
と
や
進
学
の
こ
と

就
職
の
こ
と

病
気
や
健
康
の
こ
と

近
所
や
地
域
の
人
間
関
係
の
こ
と

職
場
や
通
所
施
設
の
人
間
関
係
の

こ
と

 身体障害者手帳
（n=317）

    47.9     37.5     12.3     20.8     22.4      1.3      6.0     47.3      9.8      6.3

 療育手帳（n=75）     65.3     48.0     25.3     54.7     28.0      1.3     13.3     42.7     20.0     17.3

 精神障害者保健
福祉手帳（n=114）

    76.3     35.1     28.9     41.2     23.7      3.5     32.5     49.1     19.3     21.1

単位：％

夜
間
な
ど
の
緊
急
医
療
の
こ
と

災
害
が
起
こ

っ
た
と
き
の
避
難
の

こ
と

財
産
管
理
の
こ
と

余
暇
の
過
ご
し
方
の
こ
と

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等

そ
の
他

特
に
な
い

不
明
・
無
回
答

 身体障害者手帳
（n=317）

    21.1     34.1      6.0      7.9     10.7      0.9      7.9     10.7

 療育手帳（n=75）     24.0     29.3     36.0     25.3     20.0      1.3      8.0      5.3

 精神障害者保健
福祉手帳（n=114）

    20.2     21.9     19.3     13.2     14.9      1.8      2.6      5.3
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44.8 

8.9 

10.7 

14.4 

32.4 

15.4 

21.4 

48.5 

3.5 

10.7 

9.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

投薬や治療が受けられない

補装具の使用が困難になる

補装具や日常生活用具の入手が困難になる

救助を求めることができない

安全なところまで、迅速に避難することができない

被害状況、避難場所などの情報が入手できない

周囲とコミュニケーションがとれない

避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安

その他

特に困ることはない

不明・無回答

全体（n=571）

■火事や地震など災害のときに困ることは何ですか。（あてはまるもの全てに〇）［問 46］ 

火事や地震など災害のときに困ることについてみると、「避難場所の設備（トイレ等）や

生活環境が不安」が 48.5％と最も高く、次いで「投薬や治療が受けられない」が 44.8％、

「安全なところまで、迅速に避難することができない」が 32.4％となっています。 
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21.4 

26.3 

13.1 

8.2 

11.9 

16.6 

13.5 

5.6 

14.4 

2.5 

22.4 

33.5 

0% 10% 20% 30% 40%

身体的疲労が大きい

精神的疲労が大きい

睡眠が不足する

家事や育児への負担がかかる

勤務・仕事に困難が生じる

経済的負担が大きい

外出が困難・制限される

介助や介護の適切な方法について知る機会が少ない

自分の時間が持てない

その他

特にない

不明・無回答

全体（n=571）

■主な介助者の方は、介助についてどのように感じておられますか。 

（あてはまるもの全てに○）［問 48］ 

主な介助者が介助について感じていることについてみると、「精神的疲労が大きい」が

26.3％と最も高く、次いで「特にない」が22.4％、「身体的疲労が大きい」が21.4％とな

っています。 
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44.0 

29.8 

7.2 

2.5 

26.1 

14.0 

11.4 

9.8 

23.1 

2.1 

16.8 

13.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

これまで以上に自分の健康に気をつけるようになった

買い物など外出の機会が減った

病院に行くことを控えるようになった

障害福祉サービスの利用を控えるようになった

友人・知人に会うことが減った

インターネットを活用することが増えた

生活が苦しくなった

健康状態が悪化した

感染拡大の情報等を見て不安感が高まった

その他

変わらなかった

不明・無回答

全体（n=571）

■新型コロナウイルス感染症が流行して以降、あなたの生活や心身の状態はどう変わりま

したか。（あてはまるもの全てに〇）［問 50］ 

新型コロナウイルス感染症が流行して以降、生活や心身の状態はどう変わったかにつ

いてみると、「これまで以上に自分の健康に気をつけるようになった」が 44.0％と最も高く、

次いで「買い物など外出の機会が減った」が 29.8％、「友人・知人に会うことが減った」

が 26.1％となっています。 
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■障害のある人が暮らしやすいまちづくりに向けて、今後、本市において特にどのようなこ

とが重要だと思いますか。（３つまでに〇）［問 51］ 

障害のある人が暮らしやすいまちづくりに向けて、今後、本市において特に重要だと思う

ことについてみると、「困ったことや福祉サービスの利用などを気軽に相談できる窓口」が

53.8％と最も高く、次いで「手当や医療費の助成などの経済的な支援」が 42.2％、「専

門病院の整備」が 21.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53.8 

21.0 

10.9 

42.2 

7.2 

14.4 

4.9 

16.3 

7.5 

14.7 

7.7 

7.4 

12.3 

12.3 

15.2 

17.9 

1.9 

9.3 

0% 20% 40% 60%

困ったことや福祉サービスの利用などを

気軽に相談できる窓口

専門病院の整備

健康づくりや地域での医療サービス

手当や医療費の助成などの経済的な支援

成年後見制度など、金銭・財産などの管理の支援

ホームヘルプなど、在宅生活を支援するサービス

ガイドヘルパー、コミュニケーション支援など、

社会参加の支援

介助者の病気など、緊急時における一時預かり、

ショートステイ

日中の活動場所（作業所などの障害者施設）の整備

企業などで働くための支援（就労支援）

仕事以外の趣味や余暇活動・スポーツ活動などの支援や

場所の整備

グループホームなど、地域における住まいの場の整備

障害理解の促進や差別の解消

公共施設や道路、交通機関などのバリアフリー

障害に応じた多様な情報提供の充実

災害時の支援体制の整備

その他

不明・無回答

全体（n=571）
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57.4 26.5 15.7 0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=204）

ある ない わからない 不明・無回答

24.5 

0.0

12.3 

6.4 

52.9 

44.1 

1.5 

11.8 

5.9 

12.7 

2.5 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

習い事に行ったり趣味をして過ごしている

資格取得や職業訓練を受けている

公園などで遊んでいる

スポーツやレクリエーションに参加している

自宅でテレビなどを見て過ごしている

放課後等デイサービスを利用している

移動支援（ガイドヘルプ）サービス

【外出時の付き添い】を利用している

日中一時支援事業（タイムケア）などを利用している

放課後児童クラブ（学童保育）を利用している

その他

特にない

不明・無回答

全体（n=204）

（２）福祉アンケート（18歳未満）調査結果（抜粋） 

 

■お子さんは、発達障害と診断されたことがありますか。（１つに○）［問６］ 

発達障害と診断されたことがあるかについてみると、「ある」が 57.4％と最も高く、次い

で「ない」が 26.5％、「わからない」が 15.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

■お子さんは、長期休暇中や放課後に、どのように過ごされていますか。 

（主なものもの３つまでに〇）［問 16］ 

長期休暇中や放課後の過ごし方についてみると、「自宅でテレビなどを見て過ごしてい

る」が52.9％と最も高く、次いで「放課後等デイサービスを利用している」が44.1％、「習

い事に行ったり趣味をして過ごしている」が 24.5％となっています。 
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32.4 33.8 20.6 7.8 5.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=204）

地域の学校において、できるだけ他の児童・生徒と同様の教育や支援が得られる環境

地域の学校の特別支援学級において、できるだけ専門的な教育や支援が得られる環境

特別支援学校において、専門的な教育や支援が受けられる環境

その他

不明・無回答

57.8 

13.2 

12.7 

19.1 

6.4 

7.4 

10.8 

5.9 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80%

一般企業（会社など）に就職することへの不安

職業訓練機関で個人の能力や技能を高められるか

どうかの不安

障害者働き・暮らし応援センターを通じて就労できるか

どうかの不安

障害の特性に応じた障害者就労支援事業所などに

通所できるかどうかの不安

レクリエーション・学習活動を行う施設を活用できるかどう

かの不安

希望する入所施設に入所できるかどうかの不安

その他

特にない

不明・無回答

全体（n=204）

■お子さんが希望する就学環境とは、どのような環境だと思われますか。（１つに○） 

［問 20］ 

お子さんが希望する就学環境とは、どのような環境かについてみると、「地域の学校の

特別支援学級において、できるだけ専門的な教育や支援が得られる環境」が 33.8％と最

も高く、次いで「地域の学校において、できるだけ他の児童・生徒と同様の教育や支援が

得られる環境」が 32.4％、「特別支援学校において、専門的な教育や支援が受けられる

環境」が 20.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お子さんの学校教育終了後の進路を考えるにあたって、特にどのような不安をお持ちで

すか。（２つまでに〇）［問 24］ 

学校教育終了後の進路を考えるにあたって不安なことについてみると、「一般企業（会

社など）に就職することへの不安」が 57.8％と最も高く、次いで「障害の特性に応じた障

害者就労支援事業所などに通所できるかどうかの不安」が 19.1％、「職業訓練機関で

個人の能力や技能を高められるかどうかの不安」が 13.2％となっています。 
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28.9 

17.2 

27.5 

10.3 

10.8 

5.4 

5.9 

3.4 

13.2 

7.4 

29.4 

6.9 

0% 10% 20% 30% 40%

サービス提供や内容に関する情報が少ない

福祉サービス事業者が少ない

サービス利用の手続きが大変

事業者との日時などの調整が大変

利用できる回数や日数が少ない

サービスの質が悪い

他の利用者との関係について

事業所職員との関係について

利用者負担について

その他

特に困っていることはない

不明・無回答

全体（n=204）

■お子さんが障害福祉サービスなどを利用する上で、困っていることは何ですか。 

（あてはまるもの全てに○）［問 29］ 

障害福祉サービスなどを利用する上で困っていることについてみると、「特に困っている

ことはない」が 29.4％と最も高く、次いで「サービス提供や内容に関する情報が少ない」

が 28.9％、「サービス利用の手続きが大変」が 27.5％となっています。 
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72.1 

42.6 

3.4 

12.7 

19.1 

5.9 

2.5 

29.9 

2.0 

0.5 

52.5 

13.7 

4.9 

0.0

5.9 

4.4 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80%

家族や親せき

友人・知人

近所の人

職場の上司や同僚

施設の指導員等

ホームヘルパー等サービス事業所の人

障害者団体や家族会

かかりつけの医師や看護師

病院のケースワーカーや介護保険のケアマネジャー

民生委員・児童委員

学校・園の先生

相談支援事業所等の民間の相談窓口

行政機関の相談窓口

社会福祉協議会

その他

相談できる相手がいない

不明・無回答

全体（n=204）

■あなた（保護者の方）は普段、悩みや困ったことをどなたに相談しますか。 

（あてはまるもの全てに○）［問 30］ 

普段、悩みや困ったことの相談先についてみると、「家族や親せき」が 72.1％と最も高

く、次いで「学校・園の先生」が 52.5％、「友人・知人」が 42.6％となっています。 
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48.0 

17.6 

70.1 

43.6 

17.2 

19.6 

29.9 

2.5 

6.9 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80%

小さなことでも気軽に相談できる人（家族・友人は除く）

家の身近で相談できる窓口

障害の特性についてよく理解している専門的な相談窓口

生活上の様々な困りごとやサービス利用に総合的に対応

できる相談窓口

障害者同士や介助者同士が相談し合える機会

土日や祝日でも相談できる窓口

就労について相談できる窓口

その他

相談は特に必要ない

不明・無回答

全体（n=204）

9.3 87.3 

2.5 0.0 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=204）

はい いいえ わからない その他 不明・無回答

■あなた（保護者の方）が相談について希望することは何ですか。 

（あてはまるもの全てに○）［問 33］ 

相談について希望することについてみると、「障害の特性についてよく理解している専門

的な相談窓口」が 70.1％と最も高く、次いで「小さなことでも気軽に相談できる人（家

族・友人は除く）」が 48.0％、「生活上の様々な困りごとやサービス利用に総合的に対応

できる相談窓口」が 43.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お子さんは、日常的に医療的ケアを必要としていますか。（あてはまるもの全てに○） 

［問 37］ 

日常的に医療的ケアが必要かについてみると、「いいえ」が 87.3％と最も高く、次いで

「はい」が 9.3％、「わからない」が 2.5％となっています。 
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25.5 23.0 34.8 16.2 0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=204）

ある 少しある ない わからない 不明・無回答

62.6 

26.3 

16.2 

7.1 

10.1 

20.2 

17.2 

1.0 

3.0 

13.1 

15.2 

10.1 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80%

園・学校での子ども同士の付き合い

園・学校での先生との関わり

塾や習い事の場・部活動

保育時間や行事への参加

親せき関係の集まりの場

地域の行事や集まり

お店などでの対応

SNSやWebサイトなどの場

行政機関などでの対応

公共交通機関を利用するとき

病院などの医療機関を利用したとき

その他

不明・無回答

全体（n=99）

■お子さんや保護者の方は、障害のあることで差別やいじめを受けたり、嫌な思いをする

（した）ことがありますか。（１つに○）［問 42］ 

障害のあることで差別やいじめを受けたり、嫌な思いをする（した）ことがあるかについ

てみると、「ない」が 34.8％と最も高く、次いで「ある」が 25.5％、「少しある」が 23.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あなたはどのようなときにそれを感じましたか。（あてはまるもの全てに○）［問 43］ 

［問 42］で「ある」「少しある」を選んだ方のみ 

どのようなときにそれを感じたかについてみると、「園・学校での子ども同士の付き合い」

が 62.6％と最も高く、次いで「園・学校での先生との関わり」が 26.3％、「地域の行事や

集まり」が 20.2％となっています。 
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39.2 

37.7 

7.4 

53.4 

12.7 

3.9 

6.4 

15.7 

13.2 

34.8 

10.8 

15.2 

19.1 

4.4 

22.1 

12.3 

2.0 

3.9 

0% 20% 40% 60%

困ったことや福祉サービスの利用などを気軽に

相談できる窓口

専門病院の整備

健康づくりや地域での医療サービス

手当や医療費の助成などの経済的な支援

成年後見制度など、金銭・財産などの管理の支援

ホームヘルプなど、在宅生活を支援するサービス

ガイドヘルパー、コミュニケーション支援など、

社会参加の支援

介助者の病気など、緊急時における一時預かり、

ショートステイ

日中の活動場所（作業所などの障害者施設）の整備

企業などで働くための支援（就労支援）

仕事以外の趣味や余暇活動・スポーツ活動などの

支援や場所の整備

グループホームなど、地域における住まいの場の整備

障害理解の促進や差別の解消

公共施設や道路、交通機関などのバリアフリー

障害に応じた多様な情報提供の充実

災害時の支援体制の整備

その他

不明・無回答

全体（n=204）

■障害のある人が暮らしやすいまちづくりに向けて、今後、本市において特にどのようなこ

とが重要だと思いますか。（３つまでに○）［問 54］ 

障害のある人が暮らしやすいまちづくりに向けて、今後、本市において特にどのようなこ

とが重要だと思うかについてみると、「手当や医療費の助成などの経済的な支援」が

53.4％と最も高く、次いで「困ったことや福祉サービスの利用などを気軽に相談できる窓

口」が 39.2％、「専門病院の整備」が 37.7％となっています。 
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50.6 31.6 15.0 2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=399）

ある ない わからない 不明・無回答

（３）一般市民アンケート調査結果（抜粋） 

 

■あなたは、障害のある人が困っておられるときに声をかけたことがありますか。（１つに○）

［問 11］ 

障害のある人が困っておられるときに声をかけたことがあるかについてみると、「ある」

が 50.6％と最も高く、次いで「ない」が 31.6％、「わからない」が 15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あなたは、障害のある人が困っていたら声をかけますか。（１つに○）［問 12］ 

障害のある人が困っていたら声をかけるかについてみると、「特に困っていたら声かけを

したいと思う」が 69.6％と最も高く、次いで「積極的に声かけをしたいと思う」が 15.5％、

「声かけの仕方がわからない」が 10.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.5 69.9 10.3 

1.5 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=399）

積極的に声かけをしたいと思う 特に困っていたら声かけをしたいと思う

声かけの仕方がわからない 声かけしたいとは思わない

不明・無回答
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6.0 

9.8 

9.8 

11.3 

33.8 

40.9 

38.3 

28.8 

57.6 

46.4 

48.1 

55.6 

2.5 

3.0 

3.8 

4.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①障害者権利条約

②障害者虐待防止法

③障害者差別解消法

④合理的配慮

全体(n=399)

内容を知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない

知らない 不明・無回答

28.8 

34.6 

54.9 

19.5 

19.3 

3.3 

5.5 

4.0 

3.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

誘導（点字）ブロックの上に自転車などの物を

置いている

歩道を道幅いっぱいに広がって歩く

ショッピングセンターなどの障害者専用駐車区画に、

関係のない人が駐車している

電車やバスで、障害のある人や高齢者などに

席を譲らない

困っている人を見かけても、見て見ぬふりをしている

その他

特にない

わからない

不明・無回答

全体（n=399）

■障害のある人に関する以下の条約や法律、取組をご存知ですか。（それぞれ１つに○）

［問 15］ 

障害のある人に関する条約や法律、取組を知っているかについてみると、全ての項目で

「知らない」が最も高くなっています。〔④合理的配慮〕では「内容を知っている」が

11.3％、〔②障害者虐待防止法〕では「聞いたことはあるが、内容は知らない」が 40.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■まちで見かける人の行動で、気になることは何ですか。（２つまでに○）［問 23］ 

まちで見かける人の行動で、気になることについてみると、「ショッピングセンターなどの

障害者専用駐車区画に、関係のない人が駐車している」が54.9％と最も高く、次いで「歩

道を道幅いっぱいに広がって歩く」が 34.6％、「誘導（点字）ブロックの上に自転車など

の物を置いている」が 28.8％となっています。 
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（４）発達支援アンケート（18歳未満）調査結果（抜粋） 

 

■お子さんの発達について最初に心配されたのはお子さんがいくつのときですか。 

年齢をご記入ください。［問４］ 

お子さんの発達について最初に心配した年齢についてみると、「２歳」が 36.1％と最も

高く、次いで「１歳」が 33.1％、「３歳」が 13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お子さんの発達について最初に心配されたきっかけは何ですか。 

（あてはまるもの全てに○）［問５］ 

お子さんの発達について最初に心配したきっかけについてみると、「保護者が気づいた」

が64.7％と最も高く、次いで「乳幼児健診等を受けて」が49.6％、「保育所・幼稚園等に

通い始めて」が 19.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64.7 

49.6 

1.5 

19.5 

0.0

3.8 

3.8 

0.0

2.3 

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

保護者が気づいた

乳幼児健診等を受けて

就学時健診を受けて

保育所・幼稚園等に通い始めて

子育て教室等に参加して

医療機関の診察を受けて

専門の相談機関の相談を受けて

小・中学校に入学してから

その他

不明・無回答

全体（n=133）

12.0 

33.1 

36.1 

13.5 

3.8 

0.8 

0.0

0.8 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳以上

不明・無回答

全体（n=133）
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■診断を受けた機関はどこですか。（あてはまるも全てに○）［問 10］ 

診断を受けている方のみ 

診断を受けた機関についてみると、「発達専門病院」が 39.4％と最も高く、次いで「小

児科」が 16.0％、「地域の病院」が 8.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■保護者への支援として特に力を入れてほしいことは何ですか。（３つまでに〇）［問 21］ 

保護者への支援として特に力を入れてほしいことについてみると、「支援制度や福祉サ

ービスなどの情報提供・相談窓口の充実」が 57.9％と最も高く、次いで「育児や本人の

介助・支援の状況に柔軟に対応してくれる職場環境や働き方の普及」が 45.1％、「保護

者同士が交流したり、話し合える場をつくってくれること」が 37.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37.6 

35.3 

6.8 

45.1 

57.9 

6.0 

4.5 

0% 20% 40% 60% 80%

保護者同士が交流したり、話し合える場を

つくってくれること

本人の育児や介助・支援から離れる時間を

つくってくれること

家事や育児を手伝ってくれること

育児や本人の介助・支援の状況に柔軟に

対応してくれる職場環境や働き方の普及

支援制度や福祉サービスなどの

情報提供・相談窓口の充実

その他

不明・無回答

全体（n=133）

8.5 

0.0

39.4 

16.0 

5.3 

0.0

3.2 

28.7 

14.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

地域の病院

クリニック

発達専門病院

小児科

精神科

内科

神経科

その他

不明・無回答

全体（n=94）
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■お子さんの将来の生活について、不安となる項目はどのようなことですか。 

（あてはまるもの全てに○）［問 25］ 

お子さんの将来の生活について、不安となる項目についてみると、「学校でのことや進

学のこと」が 78.2％と最も高く、次いで「就職のこと」が 69.2％、「生活費など暮らしの上

での経済的なこと」が 63.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63.2 

53.4 

18.8 

27.1 

28.6 

78.2 

69.2 

24.1 

31.6 

30.8 

12.0 

20.3 

34.6 

14.3 

2.3 

3.0 

3.0 

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活費など暮らしの上での経済的なこと

介助者がいなくなったときのこと

親身になってくれる相談相手がいない

住み続ける場所のこと

福祉サービスの内容や利用料のこと

学校でのことや進学のこと

就職のこと

病気や健康のこと

近所や地域の人間関係のこと

職場や通所施設の人間関係のこと

夜間などの緊急医療のこと

災害が起こったときの避難のこと

財産管理のこと

余暇の過ごし方のこと

新型コロナウイルス感染症等

その他

特にない

不明・無回答

全体（n=133）
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２  彦根市障害者福祉推進会議設置要綱  

（昭和 57年 11月 10日告示第 76号） 

(設置) 

第 1 条 彦根市総合計画に基づく障害福祉の推進に関する総合的な施策および重要事項

について調査審議するため、彦根市障害者福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設

置する。 

(所掌事務) 

第 2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1)障害者基本法(昭和 45年法律第 84号)第 11条第 3項に規定する市町村障害者

計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法

律第 123号)第 88条第 1項に規定する市町村障害福祉計画および児童福祉法(昭

和 22年法律第 164号)第 33条の 20第 1項に規定する市町村障害児福祉計画の

策定に関すること。 

(2)前号に掲げる計画の進捗および評価に関すること。 

(3)その他障害福祉の推進について必要な事項に関すること。 

(構成) 

第 3 条 推進会議は、20 人以内の委員をもって構成し、次に掲げる者のうちから市長が委

嘱する。 

(1)市民 

(2)障害者団体および社会福祉団体 

(3)障害福祉に関し学識または経験を有する者 

(4)障害福祉の事業に従事する者 

(5)関係行政機関 

(6)その他市長が必要と認めた者 

(任期) 

第 4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員の再任は、妨げない。 

(役員および任務) 

第 5条 推進会議に会長および副会長各 1人を置き、委員の互選によって定める。 

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

(会議) 

第 6条 推進会議の会議は、会長が招集する。 

2 会長は、会議の議長となる。 

3 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。 

(専門委員) 

第 7条 推進会議に、専門の事項を調査検討させるため、専門委員を置くことができる。 
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2 専門委員は、学識経験のある者、障害者および障害者の福祉に関する事業に従事する者

のうちから市長が委嘱する。 

3 市長は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときに、専門委員の職を解くもの

とする。 

(庶務) 

第 8条 推進会議の庶務は、福祉保健部障害福祉課において処理する。 

(補則) 

第 9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、会長が定める。 

 

付 則 

この告示は、昭和 57年 11月 1日から施行する。 

 

付 則(平成 3年 10月 3日告示第 70号) 

この告示は、平成 3年 10月 3日から施行する。 

 

付 則(平成 12年 3月 31日告示第 61号) 

この告示は、平成 12年 4月 1日から施行する。 

 

付 則(平成 14年 5月 2日告示第 96号) 

この告示は、平成 14 年 5 月 2 日から施行し、改正後の彦根市障害者福祉推進会議設

置要綱の規定は、平成 14年 4月 1日から適用する。 

 

付 則(平成 18年 3月 10日告示第 46号) 

この告示は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

 

付 則(平成 23年 4月 25日告示第 86号) 

この告示は、平成 23年 4月 25日から施行する。 

 

付 則(令和 2年 4月 1日告示第 83号) 

この告示は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

 

付 則(令和 4年 8月 31日告示第 232号) 

この告示は、令和 4年 8月 31日から施行する。 
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３  彦根市障害者福祉推進会議委員等名簿  

（１）障害者福祉推進会議委員 

（順不同・敬称略） 

所属団体等 氏名 備考 

公募市民 黒澤 次朗  

公募市民 横田 正幸  

彦根市身体障害者更生会 岸田 清次 副会長 

NPO法人彦根育成会 西田 信子  

彦根市肢体不自由児（者）父母の会 山内 洋子  

彦根市聴覚障害者協会 小林 勝一  

彦根市視覚障害者協会 山野 勝美  

集まろう会（彦根市精神障害者家族会） 天野 佳則  

社会福祉法人彦根市社会福祉協議会 奥村 友星  

彦根市民生委員児童委員協議会連合会 浅居 幸治  

滋賀県立大学 中村 好孝 会長 

彦根医師会 上ノ山 一寛  

社会福祉法人あじさい福祉会  佐藤 倫  

社会福祉法人青い鳥会  大森 陽子  

株式会社スマイル 廣田 岳士  

基幹相談支援センター 大橋 弘  

彦愛犬権利擁護サポートセンター 長﨑 敏雄  

滋賀県立甲良養護学校 岸田 雅信  

滋賀県彦根子ども家庭相談センター 織田 善真  
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（２）障害者福祉推進会議 専門委員会委員 

（順不同・敬称略） 

所属団体等 氏名 備考 

彦根市身体障害者更生会 岸田 清次  

ＮＰＯ法人彦根育成会 西田 信子  

彦根市肢体不自由児（者）父母の会 神﨑 美津枝  

彦根市視覚障害者協会 木村 更四郎  

彦根市聴覚障害者協会 小林 勝一  

集まろう会（彦根市精神障害者家族会） 奥村 ますみ 副委員長 

湖東地域障害者自立支援協議会行動障害部会 守時 康裕  

湖東地域障害者自立支援協議会地域移行部会 木村 和弘  

湖東地域障害者自立支援協議会労働部会 椋梨 純子  

湖東地域障害者自立支援協議会児童部会 吉井 武治  

湖東地域障害者自立支援協議会重心部会 柴田 惠子  

湖東地域障害者自立支援協議会居宅サービス部会 尾見 慎吾  

湖東地域障害者自立支援協議会障害高齢者支援部会 廣田 佑一郎  

基幹相談支援センター 吉川 知則  

滋賀県立甲良養護学校 岸田 雅信  

滋賀県彦根子ども家庭相談センター 織田 善真  

滋賀県立大学 中村 好孝 委員長 
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（３）障害者福祉推進会議 発達支援専門委員会委員 

（順不同・敬称略） 

所属団体等 氏名 備考 

滋賀県発達障害者支援センター 宇野 正信 副委員長 

滋賀県彦根子ども家庭相談センター 織田 善真  

彦愛犬地域障害者生活支援センター 

ステップあっプ 21 
上田 慈恵  

地域生活支援センター まな 岩下 友香  

すこやか・あんしんセンター明日香 

働き・暮らしコトー支援センター 
中村 幸代  

彦根公共職業安定所 前宮 和典  

滋賀県湖東健康福祉事務所 安部 卓哉  

社会福祉法人彦根市社会福祉協議会 奥村 友星  

彦根市特別支援教育推進委員会 小堀 真知子  

彦根市教育研究所 三橋 麻里  

滋賀県立大学 中村 好孝 委員長 
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４  ひこね障害者まちづくりプラン策定経緯  

 

年月日 内容 

令和５年 

８月 25日 

第１回 彦根市障害者福祉推進会議・同専門委員会合同会議 

●ひこね障害者まちづくりプラン令和４年度事業実績・令和５年度

事業計画について 

●次期計画の策定および策定スケジュールについて 

●次期計画策定に係るアンケート調査の実施について 他 

８月 26日～９月８日 福祉に関するアンケート調査の実施 

８月29日～９月12日 障害者団体・障害福祉サービス事業所へのアンケート調査の実施 

10月 18日 

第１回 彦根市障害者福祉推進会議 発達支援専門委員会 

●ひこね障害者まちづくりプラン令和４年度事業実績・令和５年度

事業計画について 

●次期計画の策定および策定スケジュールについて 

●次期計画策定に係るアンケート調査の実施・調査結果について 

                                              他 

10月 25日 

第２回 彦根市障害者福祉推進会議・同専門委員会合同会議 

●次期計画策定に係るアンケート調査結果について 

●本市の障害のある人に関する現状と課題について 

●次期「ひこね障害者まちづくりプラン」の計画骨子案 他 

12月 20日 

第３回 彦根市障害者福祉推進会議・同専門委員会合同会議 

●ひこね障害者まちづくりプラン 2024（素案）について 

●サービス見込み量等について 他 

12月 25日 
第２回 彦根市障害者福祉推進会議 発達支援専門委員会 

●ひこね障害者まちづくりプラン 2024（素案）について 他 

令和６年 

１月16日～２月15日 パブリックコメント（意見公募）の実施 

３月 21日 

第４回 彦根市障害者福祉推進会議・同専門委員会合同会議 

●パブリックコメント（意見公募）の実施結果 

●ひこね障害者まちづくりプラン 2024（最終案）について 

３月 26日 

第３回 彦根市障害者福祉推進会議 発達支援専門委員会 

●パブリックコメント（意見公募）の実施結果 

●ひこね障害者まちづくりプラン 2024（最終案）について 
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５  用語解説  

 

用語 解説 

あ 行 

アクセシビリティ 
年齢や障害の有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にた

どり着け、利用できること。 

一般就労 
雇用契約に基づいて、企業等に就職することおよび在宅就労するこ

と。 

医療的ケア 
たんの吸引や経管栄養の注入等、家族や看護師が日常的に行っ

ている医療的介助行為。 

インクルーシブ教育
システム 

障害のある人と障害のない人がともに学ぶ仕組。人間の多様性の

尊重等の強化、障害のある人が精神的および身体的な能力等を、

可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加するこ

とを可能とすることを目的としている。 

インクルージョン 

「包含、包み込む」ことを意味する。このような意味を持つインクルー

ジョンは、教育および福祉の領域においては、「障害があっても地域

で地域の資源を利用し、市民が包み込んだ共生社会を目指す」と

いう理念としてとらえられている。 

か 行 

基幹相談支援センタ
ー 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、地域で

障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言をする

とともに、障害のある人等の権利の擁護のために必要な援助や成

年後見制度の利用援助など、総合的に相談支援を行う機関。 

共生型サービス 
介護保険と障害福祉のサービスを同一の事業所で一体的に提供

することができるよう、平成 30年４月に創設されたサービス。 

共生社会 

障害の有無に関わらず、積極的に参加・貢献していくことができる

社会。誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な

在り方を相互に認め合える全員参加型の社会。 

強度行動障害 

環境への著しい不適応状態で、激しい不安・興奮・混乱などを示

し、結果的には、多動・疾走・奇声・自傷・固執・強迫・攻撃（噛みつ

きなど）・不眠・拒食・多食・多飲などの行動が、日常生活の中で高

い頻度と強い程度で出現し、現在ある通常の療育環境では適切な

対応が著しく困難な場合をさす。 

言語聴覚士 

音声機能や言語機能、摂食・嚥下機能、聴覚に障害のある人に対

し、その機能の維持向上を図ることと言語訓練その他の訓練やこれ

に必要な検査および助言、指導その他の援助を行う専門職。 

権利擁護 

認知症や知的障害、精神障害などのある高齢者や障害のある人の

人間としての権利を守るため、その擁護者や代弁者が支援するこ

と。 
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用語 解説 

合理的配慮 

障害者の権利に関する条約において、「障害者が他の者と平等に

全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保す

るための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合にお

いて必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担

を課さないものをいう。」と定義されている概念。障害のある人の権

利の実現に当たり、個人に必要とされる合理的配慮が提供される

ことが求められる。 

個別の指導計画 

障害のある幼児や児童・生徒一人ひとりのニーズを正確に把握し、

教育の視点から適切に対応していくという考え方の下に、福祉、医

療、労働等の関係機関との連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒

業後までの長期的な視点に立って、一貫して的確な教育的支援を

行うために、障害のある幼児や児童・生徒一人ひとりについて作成

した支援計画。 

さ 行 

災害時避難行動要
支援者制度 

災害が発生したときなど、自力で避難することが困難な一人暮らし

の高齢者や障害のある人（避難行動要支援者）にあらかじめ同意

の上、避難行動要支援者名簿に登録してもらい、その情報を元に

地域の支援者・関係機関で情報を共有し、災害時の情報伝達や避

難誘導などが迅速・的確にできるような体制を整える制度。 

作業療法士 

各種作業活動を主な治療手段として用い、障害のある人の心身の

機能回復・維持を目的として行うリハビリテーション・サービスの専

門職。 

指定相談支援事業
所 
（指定特定相談支援
事業者・指定一般相
談支援事業者） 

障害のある人や家族からの相談に応じ、必要な情報の提供や助

言、サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、障害福祉サー

ビス等の利用に関してサービス利用計画を作成し（指定特定相談

支援事業者）、また施設・病院から地域移行のための相談や支援、

地域移行後の相談や支援を行い（指定一般相談支援事業者）報

酬を受けることができる障害者総合支援法の指定を受けた事業

所。 

児童福祉法 
児童の福祉を担当する公的機関の組織や各施設および事業に関

する基本原則を定める法律。 

自閉症 
発達障害の一種。先天的な原因から、対人関係の特異性、コミュニ

ケーションの障害、過度なこだわりを有する症状がある。 

市民後見人 

社会貢献への意欲が高い市民で、市町村が実施する養成研修を

受講し、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた人の中

から、家庭裁判所により成年後見人等として選任された人のこと。 

社会資源 

社会ニーズを充足するために活用できる制度、機関、組織、施設・

設備、資金、物品、さらに個人や集団が有する技能、知識、情報など

をあわせた総称。 

社会的障壁 
障害のある人にとって、日常生活や社会生活を営む上で、障壁とな

るもの。（社会における事物、制度、慣行、観念など） 
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用語 解説 

社会福祉協議会 
社会福祉法の規定に基づいて組織される、地域福祉の推進を図る

ことを目的とする団体のこと。 

社会福祉士 
専門的知識および技術を持って社会福祉に関する相談に応じ、助

言、指導その他の援助を行う専門職。 

手話通訳者 音声言語を手話に、手話を音声言語に置き換えて伝える人のこと。 

障害者委託訓練 

障害のある人が就労に必要な基礎的な知識や技能を習得するた

め、企業、社会福祉法人、NPO、民間教育訓練機関等、地域の多様

な就労や教育の現場で障害のある人の職業訓練を行う事業。 

障害者基本法 

障害のある人の自立と社会参加の支援などのための施策に関して

基本理念を定め、国や地方公共団体の責務を明らかにするととも

に、施策の基本となる事項を定めることによって障害者施策を総合

的かつ計画的に進め、障害者福祉を増進することを目的とする法

律。 

障害者虐待防止法 

障害のある人を虐待から守るために、障害のある人が尊厳を持っ

て生活し、自立や社会参加を目指すことを目的として制定された。

障害のある人の家族など養護者への支援促進も盛り込まれてい

る。正式名称は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支

援等に関する法律」。 

障害者権利条約 

平成 18 年 12 月に国連総会で採択された。雇用、教育、保健・医

療、法的権利行使等のあらゆる面における格差をなくすため、国連

加盟国に対し、市民的・政治的権利、教育を受ける権利、保健・労

働・雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセスなど障害者保護

への取組を求めている。わが国では「障害者の権利に関する条約」

の批准書が国連に寄託され、これにより、平成 26 年２月 19 日に

わが国において効力を生ずることとなった。 

障害者雇用促進法 

障害のある人の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置

や、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害のある人の職業

の安定を図ることを目的とする法律。 

障害者差別解消法 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政

機関等および事業者における障害を理由とする差別を解消するた

めの措置等を定めている。正式名称は、「障害を理由とする差別の

解消の推進に関する法律」。 

障害者試行雇用（ト
ライアル雇用） 

障害のある人に関する知識や雇用経験がない事業所が、障害のあ

る人を試行的に雇用し、本格的な障害者雇用に取り組むきっかけ

づくりを進める事業。有給の有期契約による試験的な雇用。 

障害者週間 

国民の間に広く障害のある人の福祉についての関心と理解を深め

るとともに、障害のある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の

活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、毎年 12

月３日から 12月９日までの１週間設定されている。 
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障害者自立支援 
協議会 
（協議会） 

相談支援事業を始めとする地域の障害福祉に関するシステムづく

りに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として設置さ

れ、地域の関係機関によるネットワーク構築に向けた協議などを行

う組織。 

障害者総合支援法 

障害者自立支援法が改正され、平成 25 年４月に施行された「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

の通称。障害者基本法の一部改正を踏まえて目的規定が改正さ

れ、基本理念が創設された。 

職業リハビリテーショ
ン 

職業に就くために必要な訓練全般に加え、就労支援も含む全体を

広い意味で職業リハビリテーションと呼ぶ。 

職場適応援助者（ジ

ョブコーチ） 

障害のある人の職場環境等への適応を支援する指導員で、障害の

ある人と一緒に働いてサポートしたり、職場内の人間関係の調整等

を行う。 

自立支援医療（精神
通院医療） 

精神障害者通院医療公費負担制度。通院によって精神疾患の医

療を受けた場合に、その医療に要する費用を公費負担する制度。 

身体障害者手帳 

身体の機能に障害のある人が「身体障害者福祉法」に定める障害

に該当すると認められた場合に都道府県知事が交付する手帳。交

付を受けた人は、障害のある人を対象とした相談・支援や各種福祉

サービスを受けやすくなる。身体障害者手帳の等級は重い方から１

級～６級に区分されているが、さらに障害の部位により視覚、聴覚、

音声言語、肢体不自由、内部（呼吸器や心臓、じん臓、ぼうこうまた

は直腸、小腸、免疫機能）に分けられる。 

スペシャルオリンピッ 
クス（SO） 

知的障害のある人の自立や社会参加を目的として、日常的なスポ

ーツプログラムや、成果の発表の場としての競技会を提供する国際

的なスポーツ組織。いつもどこかで活動しているということから、

Special Olympics と複数形になっている。 

精神障害者保健福
祉手帳 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づき、都道府

県知事が交付する手帳で、一定の精神障害の状態にあることを証

する。交付を受けた人は、障害のある人を対象とした相談・支援や

各種福祉サービスが受けやすくなる。手帳の等級は、重い方から１・

２・３級まであり、精神疾患や、それによる機能障害と能力障害の状

態の両面から総合的に判定される。 

精神保健福祉士 

精神障害のある人の保健および福祉に関する専門的知識と技術

を持って、精神障害のある人の社会復帰に関する相談援助等を行

う専門職。 

成年後見制度 

判断能力の不十分な人（認知症高齢者・知的障害のある人・精神

障害のある人等）が財産管理や日常生活での契約などを行うと

き、不利益を被ったり、悪徳商法などの被害者となることを防ぎ、権

利と財産を守り、支援をする制度。 

相談支援事業所 
（障害者相談支援事
業所） 

障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人

等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利

用支援や、権利擁護のための必要な援助を行う事業所。 
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相談支援専門員 

障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができる

よう、障害のある人への全般的な相談支援を行う。障害福祉サービ

ス等の利用のためのサービス等利用計画の作成などを行う。 

た 行 

地域共生社会 

子どもや高齢者、障害のある人など全ての人々が役割を持ち、互い

を認め合い、支え合うことで、その人らしい生活を送ることができる

ような社会のこと。 

地域生活支援拠点 

障害の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための

機能を持つ場所や体制のこと。居住支援のための主な機能は、「相

談、緊急時の受入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・

養成、地域の体制づくり」の５つを柱としている。 

地域生活支援事業 

障害者総合支援法における給付体系において、利用者への個別給

付である「自立支援給付」に対して、補助金により市町や地域の実

情に応じて柔軟に実施する事業。 

地域福祉権利擁護
事業 

認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な人が、

自立した地域生活を送れるように福祉サービスの利用援助を行う

ことにより、権利擁護に資することを目的とした事業。実施主体が利

用者の状況を調査し、利用者の参加を得て策定した「支援計画」に

基づき、生活や福祉に関する情報提供や助言、手続きの援助、福祉

サービスの利用料の支払い、苦情解決制度の利用援助などを実施

するほか、日常的金銭管理等を行うこともできる。 

地域包括ケアシステ

ム 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限

り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるこ

とができるよう、地域での包括的な支援・サービスを提供する体制。 

地域包括支援センタ
ー 

保健師または経験のある看護師、主任ケアマネジャーおよび社会

福祉士を置き、介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁

護事業、包括的・継続的ケアマネジメント等を業務として介護保

険法に規定された機関で、生活圏域を踏まえて、市町村または市

町村に委託された法人が運営する。 

通級指導教室 

通常の学級に在籍し、大部分の授業を小・中・高等学校の通常の

学級で受けながら、障害の状態に応じて特別な指導を行うための

教室。教科の学習は通常の学級で行う。言語障害・自閉症・情緒障

害・弱視・難聴・学習障害（LD）・注意欠陥多動性障害（ADHD）・

肢体不自由・病弱・身体虚弱の児童・生徒が対象。特別支援学級・

特別支援学校に在籍する児童・生徒は対象外となる。 

特定医療費（指定難
病）制度 

「難病の患者に対する医療等に関する法律」 に基づいて、厚生労

働大臣が定めた 指定難病について、その治療に係る医療費の一

部を助成する制度。 

特別支援学級 

障害のある児童・生徒を対象に、通常の小学校や中学校内に設置

される学級。通常の学級での学習指導が難しい児童や生徒を対象

に、少人数によるきめ細やかな指導が行われている。 
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特別支援学校 

心身障害のある、または、大きな病気のある児童・生徒が通う学校。

幼稚部、小学部、中学部、高等部があり、それぞれの教育的ニーズ

に応じ、生活上の自立を図るための知識や能力を身に付けるなど、

教育内容や方法を工夫し、専門性の高い、きめ細かな指導が行わ

れている。 

特別支援教育 

障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な

取組を支援するという視点に立ち、幼児・児童・生徒一人ひとりの

教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困

難を改善または克服するため、適切な指導および必要な支援を行

うもの。 

な 行 

難病 

原因不明、治療方法未確立、後遣症を残すおそれの少なくない疾

病や経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介助等に

著しく人手を要するため、家庭の負担が重く、また精神的にも負担

の大きい疾病。 

ノーマライゼーション 
高齢者や障害のある人などを含めて、誰もが参加でき、地域の中

で当たり前に暮らせる社会が通常であるという考え方。 

は 行 

働き・暮らし応援 
センター 
（働き・暮らしコトー

支援センター） 

障害のある人の「働く」こと「暮らす」ことを一体的にサポートする専

門機関として、本人・家族・企業からの相談に応じ、「雇用支援ワー

カー」「生活支援ワーカー」「職場開拓員」「就労サポーター」等が

配置され、仕事に関する相談はもちろん、仕事をする上で基本とな

る生活に関する相談も受け付け、自立した生活をするための支援を

行う。湖東福祉圏域にあるのが、「働き・暮らしコトー支援センター」

である。 

発達支援センター 

発達障害のある人に対する支援を総合的に行う地域の拠点とし

て、発達障害に関する様々な問題について発達障害のある人およ

びその家族からの相談に応じ、適切な指導または助言を行うととも

に、関係機関等と連携して発達障害のある人に対する地域におけ

る総合的な支援体制の整備を推進することにより、発達障害のある

人およびその家族の福祉の向上を図る。 

発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害

（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）など、脳機能の発達に関係

する障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの。 

発達障害者支援法 

平成 16 年に制定され平成 17 年（平成 28 年改正）に施行され

た、発達障害のある人を支援するための法律。発達障害のある人

の定義と社会福祉法制における位置付けを確立し、発達障害のあ

る人の福祉的援助に道を開くため、「発達障害の早期発見」「発達

支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務」「発達障害

者の自立及び社会参加に資する支援」を初めて明文化した。 
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バリアフリー 

障害のある人のための物理的障壁を取り除くことを指しているだけ

でなく、制度的なバリアフリー、心理的なバリアフリーなど障害のあ

る人の生活全般における障壁の除去をいう。 

ピアサポート 

障害のある人自身がカウンセラーとなり、他の障害のある人の相談

相手となって、同じ仲間として問題解決等を支援する活動や、障害

のある人の社会参加・交流を促進する活動のこと。 

避難行動要支援者 

自力での移動が困難な人、薬や医療装置がないと生活できない

人、理解や判断が難しい人など、平常時から介護や行動面の支援

など何らかの支援を必要とする人。災害対策基本法の改正により、

避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられている。 

福祉圏域 

県と市町の行政、社会福祉施設や医療機関などの専門機関、社会

福祉協議会などの民間福祉団体等が協力して、総合的に地域福

祉を推進する地域。県下を７つのブロックに分けている。本市の場

合は、彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町の１市４町からなる

湖東福祉圏域に属する。 

福祉的就労 
障害などの理由から企業で働けない人が、障害者就労施設等で

働くこと。障害者総合支援法の就労継続支援などが相当する。 

福祉避難所 

介護の必要な高齢者や障害のある人など、一般の避難所では生

活に支障をきたす人のために開設される。高齢者福祉施設や障害

福祉事業所などを活用して開設される。 

ペアレントトレーニン
グ 

発達障害のある子どもの親を対象とした、子どもの行動を変えるテ

クニックを身に付けるためのトレーニング。ペアレントトレーニングで

は、子どもの好ましい行動を増やし、好ましくない行動を減らすため

のテクニックを親が修得する。 

ペアレントプログラム 

子どもや自分自身について「行動」で把握することで、保護者の認

知的な枠組みを修正していくことを目的とした簡易的なプログラ

ム。 

放課後児童クラブ 

保護者が労働等により昼間家庭にいない、主として小学校の児童

に対し、授業の終了後に適切な遊びおよび生活の場を与えて、その

健全な育成を目指す。仕事と子育ての両立支援を図るものとして、

「児童福祉法」に基づき設置が進められている。 

法定雇用率 

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する

法律」に基づき、それぞれに定められた割合（法定雇用率）に相当

する人数以上の障害のある人を雇用しなければならないこととされ

ており、このことにより障害のある人を雇用する割合。 

補装具 
身体障害のある人等が、失われた体や機能を補うために使われる

福祉用具。 

  



149 

や 行 

要約筆記者 

聴覚障害のある人に話の内容をその場で文字にして伝える筆記通

訳者のこと。話すスピードが書く（入力する）スピードを上回り、全て

を文字化することはできないため、話の内容を要約して筆記する。 

ら 行 

ライフステージ 
生活段階または人生段階。人の一生を乳幼児期、少年期、青年期、

壮年期、老年期などと分けた各々の段階。 

理学療法 
身体の機能回復・維持を目的に、身体と心の両面から働きかける

療法のひとつ。 

リハビリテーション 

能力低下やその状態を改善し、障害のある人の社会的統合を達成

するためのあらゆる手段を示し、障害のある人が環境に適応するた

めの訓練を行うばかりでなく、障害のある人の社会的統合を促す

ために、全体としての環境や社会に手を加えることも目的とした考

え方。 

療育 

「療」は医療・治療を、「育」は保育あるいは養育を意味するとされ

ており、身体障害や知的障害のある児童等について、早期発見と早

期治療および相談・指導を行うことにより、児童が持つ発達能力を

有効に育て、自立生活に向かって育成すること。 

療育手帳 

児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害と判

定された人に対して都道府県知事が交付する手帳。交付を受けた

人は、障害のある人を対象とした相談・支援や各種福祉サービスを

受けやすくなる。障害の程度は、重い方からＡ判定がＡ１、Ａ２、Ｂ判

定がＢ１、Ｂ２と記載される。 

レスパイト 

介護者・支援者を一時的に、一定の期間、介護から解放することに

よって、日頃の心身の疲れを回復し、ほっと一息つけるようにする支

援。 
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